
 
 

「「固定電話網の円滑な移行の在り方」 一次答申～移行後のＩＰ網のあるべき姿～（案） に対する意見募集」 

意見提出者一覧 

計 43 件 

（意見提出順、敬称略） 

受付 意見提出者 受付 意見提出者 

１ 個人Ａ ２５ 一般社団法人テレコムサービス協会 

２ 個人Ｂ ２６ 楽天コミュニケーションズ株式会社 

３ 個人Ｃ ２７ 日本電信電話株式会社 

４ 株式会社エフエム東京 ２８ 東北インテリジェント通信株式会社 

５ 直方市消防本部 ２９ 株式会社アイ・ピー・エス 

６ 平塚市消防本部 ３０ 旭川市消防本部 

７ 横浜エフエム放送株式会社 ３１ 株式会社ケイ・オプティコム 

８ 流通システム開発センター(流通ＢＭＳ協議会事務局) ３２ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

９ ＪＭＩＴＵ通信産業本部 ３３ 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 

１０ さいたま市消防局 ３４ 株式会社ＮＴＴドコモ 

１１ 呉市消防局 ３５ 中部テレコミュニケーション株式会社 

１２ 情報サービス産業協会 ３６ 一般社団法人全国警備業協会 

１３ 個人Ｄ ３７ ソフトバンク株式会社 

１４ 株式会社ニッポン放送 ３８ ＫＤＤＩ株式会社 

１５ 東京消防庁 ３９ 東日本電信電話株式会社 

１６ 株式会社ＴＢＳラジオ ４０ 株式会社ジュピターテレコム 

１７ 個人Ｅ ４１ 西日本電信電話株式会社 

１８ 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ４２ 個人Ｆ 

１９ 九州通信ネットワーク株式会社 ４３ 個人Ｇ 

２０ 一般社団法人全国銀行協会 

２１ ブラステル株式会社 

２２ ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式会社 

２３ 株式会社ＳＴＮｅｔ 

２４ 一般社団法人電子情報技術産業協会ＥＣセンター 
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「「固定電話網の円滑な移行の在り方」 一次答申 ～移行後のＩＰ網のあるべき姿～（案） に対する意見募集」 
に対して寄せられた意見及びこれに対する考え方 

０．一次答申（案）全体 関係 

意見０－１ 音声通信市場が縮小していく中、ＩＰ網へ移行後も引き続き固定電話の利用者のためにいか

に固定電話を維持していくかという点が最も重要。そのためには、ＩＰ網の特性を活かし、できる限り利

用者に負担をかけないよう、最小限の追加コストで「固定電話」の受け皿となるメタルＩＰ電話を実現し

ていく必要がある。今後の検討に当たっては、以上の考えを基本的な視点に据えるべき。 

考え方０－１ 

【意見対象箇所】 

全体 

 

【意見内容】 

私どもは、現在ご利用いただいている「固定電話※」を、ＩＰ網へ移行することについて、2010 年 11 月に「ＰＳＴＮ

のマイグレーションについて～概括的展望～」を発表し、2015 年 11 月には「『固定電話』の今後について」を公表

し、私どもの考えをお示ししてきました。 

その中でも申し述べてきたとおり、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行を進めていく上で最も重要なポイント

は、音声通信市場が縮小していく中、ＩＰ網へ移行後も引き続き固定電話をご利用されるお客様のために、いかに

固定電話を維持していくかという点であると考えます。 

そのためには、ＩＰ網の特性を活かし、できる限りお客様にご負担をおかけしないよう、最小限の追加コストで「固

定電話」の受け皿となるメタルＩＰ電話を実現していく必要があると考えます。 

一次答申（案）では、固定電話網からＩＰ網への移行に向け、非常に多岐に亘った検討がなされておりますが、今

後さらに検討を進めていくにあたっては、上述の考えを基本的な視点に据え、整理を図っていただきたいと考えま

す。 

（中略） 

最後に、私どもは、「固定電話」を 2025 年頃に逐次ＩＰ網へ移行することにより責任を持って維持していく考えです

が、この円滑な移行を実現するために、具体的な移行工程やスケジュール、メタルＩＰ電話の料金及び提供条件、

事業者向けの「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」の提供条件等について、今春にはＮＴＴ東西からお示ししていく予

定です。 

私どもとしては、円滑な移行に向けて、お客様にできる限りご迷惑をおかけしないよう、今後とも引き続き、事業

者やお客様からのご意見をいただきながら議論・検討を重ねる等、丁寧な対応に努めていく考えです。 

 

※ＮＴＴ東西が固定電話網（ＰＳＴＮ）により提供する加入電話及びＩＮＳネット（音声） 

一次答申（案）に示したとおり、現在、携帯電話や

ブロードバンドなど多様な通信手段の利用が進んで

いるが、全国あまねく提供され、拡大傾向にある０Ａ

Ｂ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）を含め約 5,600 万

件の契約を有する固定電話は、地域の住宅・事業所

（ビジネス・学校・公共機関等）といった拠点との基本

的な通信のための手段であり、社会経済活動に不

可欠な基盤としてＩＰ網への移行後も必要とされるも

のである。 

ＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮは、我が国の基幹

的な通信インフラであり、また、ＩＰ電話や携帯電話を

含む事業者間の通話を媒介する機能や多くの事業

者が事業展開するための競争基盤を提供している。 

このため、移行後のＩＰ網の姿や移行の在り方は

利用者や事業者に大きな影響を与えることが想定さ

れることから、本審議会においては、「利用者」と「事

業者」の視点を重視して、各個別課題の具体的な方

向性を整理してきた。 

固定電話網のＩＰ網への円滑な移行に向けては、

拡大傾向にある光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）や光ブ

ロードバンドへの移行を見据えた競争環境整備を促

進し、メタル電話利用者の移行を促すとともに、過度

な負担発生を回避しながら、移行に直ちに対応でき

ない利用者に対しては適切な補完的措置（メタルＩＰ



2 

 

 

【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

電話等）を提供することにより、移行によるメリットを

最大化し、想定されるデメリットを最小化することが

必要である。そのメタルＩＰ電話について、コストを最

小限とすべきことは御指摘のとおりであり、コストを

最小化するためには、メタルＩＰ電話の提供が公正な

競争環境の中で行われていくことが必要であり、そ

のための環境整備が適切に行われる必要がある。 

意見０－２ 技術がＩＰへ変遷しても、従来通り、公正な競争環境整備を進めることで、料金の低廉化、技

術の発展を促進していくことが肝要。移行後のＩＰ網、更にはその将来にむけて、情報通信基盤のより

一層の普及・発展を促進させるべく、競争環境整備を進めるべき。 

考え方０－２ 

【意見対象箇所】 

全体 

 

【意見内容】 

 我が国の通信サービスは、1985 年の電気通信市場の自由化以降、総務省殿主導により中継選択、マイライン制

度の導入、ドライカッパ（メタル）の開放などの競争促進策の導入や、ＮＴＴグループ再編による競争環境整備を進

めることで、事業者間の競争原理を働かせると共に、公正な競争環境をチェックするための競争評価制度などが導

入され、長年にわたって運用されてきました。その結果、多くの事業者が参入し、多様なサービスの提供、料金の

低廉化、新技術導入など、利用者である国民に多くの恩恵をもたらして、世界でも最先端の ICT 環境を構築するに

至っています。 

 2015 年 11 月に日本電信電話株式会社殿（以下「ＮＴＴ殿」といいます。）から「「固定電話」の今後について」が発

表され、2016 年 4 月から電話網移行円滑化委員会にて、「移行後のＩＰ網のあるべき姿」についての基本的な考え

方や移行に伴い生じる各種課題への対応について検討がなされてきましたが、基本思想は従来通り、公正な競争

環境整備を進めることで、料金の低廉化、技術の発展を促進していくことであり、技術がＩＰへ変遷しようとその思想

になんら変化はもたらしません。 

電話網移行円滑化委員会において、ＮＴＴ殿、東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿（以

下併せて「ＮＴＴ東西殿」といいます。）から「固定の中の一部に過ぎないメタルＩＰ電話に特化した競争を導入する必

要があるとは考えられない」との意見が示されましたが、2016 年 12 月に総務省殿より公表された「電気通信サービ

スの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（2016 年度第 2 四半期（9 月末））」においては、現在でも固定

電話は 5,000 万超契約の市場であり、更に、ＮＴＴ東西殿のシェア（加入電話及び０ＡＢＪ－ＩＰ電話）は 70.7％と、依

然として高い市場支配力を有しています。また、光回線の卸売サービス（光コラボレーションモデル）に係る卸料金

は、ＮＴＴ東西殿の原価に基づかない自由な価格に設定されている状況であるため高止まりしており、かつ、卸売で

あるがゆえにサービス多様化が進まないという課題があります。 

改めて基本思想を思い起こし、移行後のＩＰ網、更にはその将来にむけて、情報通信基盤のより一層の普及、発

展を促進させるべく、競争環境整備を進めて頂く必要があると考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

固定電話がＩＰ電話に移行するに当たり、公正な競

争環境が確保されるべきことは論をまたないところで

あり、それはメタルＩＰ電話、光ＩＰ電話の各々におけ

る競争環境整備により実現される必要がある。 
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意見０－３ ＩＰ網への移行においては、①移行スケジュールの明確化、②周知の充実及び継続的な体

制の確保、③コスト面のサポートについて、計画的に進めていただきたい。 
考え方０－３ 

【意見対象箇所】 

全体 

 

【意見内容】 

流通業界において、ＥＤＩとしては流通ＢＭＳを小売業とその取引先の間の次世代ＥＤＩとして10年前に検討し策定

しています。ＰＳＴＮと同じく、ＥＤＩに利用する通信機器の老朽化も課題にあったためですが、それだけではなく効率

化、高度化を目指して利用企業を集めて３年かけて策定しました。現在では、大手企業はほぼ展開され、中小に向

けた普及が今後のポイントとなっています。拡大している大きなポイントは、策定するだけではなく、維持管理、普及

推進活動にも継続して力を入れて活動していることが大きいと思っています。そのような意味でも、今回のＩＰ網へ

の移行においては、以下３点について、更に踏み込んで頂きたいと考えております。 

１つは時期についてです。「早期に終了時期を。延期も検討」ではなく、明確にしていただけませんでしょうか。代

替、検証などもあり、その状況により有り得るとのコメントは必要と思いますが、「基本的には終了する」といったスタ

ンスを大きく出していただきたいと思っております。これは、実際に影響のある企業側のヒアリングからも「延期」と

いう文字が先行して伝わり、まだ先になるイメージを持たれてしまっている事例があるからです。 

２つめは周知についてです。時期についてもそうですが、周知のスピードをもう少し上げるべきかと考えます。ＥＤ

ＩではＭ対Ｎで繋がる仕組みであるため、ＩＰ網の仕組みに変えるにしても1企業ずつ確認をして繋げます。そのた

め、大手企業では2020年度後半を仮にエンドとすると、単純に平準化しても２日に１企業の切替えが発生する試算

を出している企業もございます。代替対応により、全くシステムに手を加えなければ、少し猶予が出来るかと思いま

すが、もし、少しでもシステムに手を加えることになれば結局は同じです。危機意識をもっていただくため、当協議会

とＮＴＴ東西様とは連携させていただき、出来る範囲での周知を行っておりますが、まだ、伝わらないところも多くご

ざいます（特に地方企業）。具体的な周知策をご検討頂きたく思います。また、移行は多くの期間を要すると考えら

れますので、継続的な体制も必要かと存じます。 

３つめはサポートについてです。ＩＰ網に対応したシステムに切り替えるにもコストが掛かります。システムリース

が大体５年といわれますので、このタイミングでＩＰ網の仕組みに切替えるというのが各企業としては自然なタイミン

グと想定できますが、上記状況からもそのタイミングを逃している企業も多くいるのではないかと危惧しております。

2010年には発表されておりますが、その当時の情報から移行しないといけないと感じた企業は皆無だと思われま

す。ＩＰ網への変更は、ただ変えるだけではなく新たな効率化、高度化に向かうキッカケになると考えます。人手不足

を補うため、生産性向上を目指すためなどの基盤となる仕組みともいえますので、国をあげて高度化を目指す上で

のコストの面も含めて、戦略的なサポートをおこなっていくことが中小含めた日本企業の底上げにつながると思いま

す。 

最後にＩＰ網を利用したＥＤＩである流通BMSにおいては、今回のＩＰ網への移行はいつかやらなければいけないと

は思っている企業においては、１つのキッカケになるのではないかと思いますので、是非とも計画的に進めていた

だきたくお願い致します。 

 

【流通システム開発センター（流通ＢＭＳ協議会事務局）】 

ＩＰ網への移行に係る具体的な移行工程・スケジュ

ール等については、今後、二次答申（最終形に向け

た円滑な移行の在り方）の取りまとめに向けて、検

討・整理していく予定である。 

一次答申（案）に示したとおり、ＩＰ網への円滑な移

行を図るためには、ＩＰ網への移行の意義に関する

理解を醸成するとともに、移行に係る必要な情報を

開示することにより、積極的な移行の流れを生み出

すことが重要である。 

こうした考え方に基づき、一次答申（案）には、ＮＴ

Ｔにおいては具体的な移行工程・移行スケジュール

の案の速やかな開示や他事業者との協議を進める

こと、行政においては事業者間協議を促進し、円滑

な移行を実現する観点から、具体的な移行工程・移

行スケジュールを整理し広く国民への周知に努める

こと等、各主体における取組を示している。取組が適

切かつ確実に実施されているかについては、ＮＴＴか

らの定期的な報告を求める等フォローアップを実施

し、必要な検討・見直し等を行っていく。 

また、具体的な移行工程・スケジュールを整理し、

広く周知に努めること等による利用者に対する予見

可能性を確保することで、利用者や事業者における

過度な負担発生を回避し、円滑な移行を確保してい

くことが重要である。 
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意見０－４ ＩＰ網への移行に関する課題が明らかになった。 考え方０－４  

【意見対象箇所】 

全体 

 

【意見内容】 

貴答申により、ＰＳＴＮマイグレーションに関する課題が明らかになりました。情報通信審議会電気通信事業政策

部会電話網移行円滑化委員会の精力的な検討に敬意をあらわします。 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

意見０－５ 固定電話については、ＩＰ網への移行後も繋がること・安くすることのみを重視し、無駄なこと

をするべきでない。また、通信事業者のことばかりでなく、国民の利用実態を重視すべき。 
考え方０－５  

【意見対象箇所】 

全体 

 

【意見内容】 

 電話網移行円滑化委員会での検討に関心があり、答申案を拝見させていただきましたが、一人の国民として、以

下二点ほど意見を提出させていただきます。 

 

・ 固定電話に関しては無駄なことはせず、極力安く利用できるようにしてほしい 

これだけスマートフォンや携帯電話が使われている中で、国策としてなぜこれほどまでに固定電話を重視する

のか、正直違和感があります。答申案では、折に触れて光ＩＰ電話への移行に言及されていますが、いまのアナロ

グ電話はもとより、光ＩＰ電話を含めて、もはや固定電話にお金や労力をかけるのは無駄ではないでしょうか。ＮＴＴ

がアナログ電話をＩＰ化するのであれば、ちゃんと電話がつながることは守ってほしいですが、それ以外の余計なこ

とをさせないようにしてほしいです。まして、マイラインみたいな大昔の制度については、もはや誰も意識していな

いですから、その維持のためにお金がかかるようなら、なくすべきだと思います。 

また、この時代にあって、アナログ電話は遠いところにかけると高いという通話料金になっています。これをまず

止めるべきです。今時スマートフォンでさえ、かけ放題プランがあります。アナログ電話もＩＰ化することで全国一律

料金になるようですが、ぜひそうしてほしいですし、高齢者が利用していることを考えれば、できるだけ早く実現し

てもらいたいと思います。 

いろいろ対策が書かれていますが、アナログ電話を利用する人にとっては、ＩＰ化した後もちゃんとつながること・

安くしてもらうこと、この二点に尽きると思います。無駄はやめるべきです。 

 

・ 通信事業者の都合ばかりでなく、利用者をしっかり見てほしい。 

この答申は、文字通り電話を円滑にＩＰに移行させるという目的で定められるのでしょうから、先に申し上げたと

おり、誰よりもまず国民の利用実態を見てほしいです。固定電話が「基盤」と書かれていますが、今さら固定電話

を必要とする人は少数でしょう。国民の大半が利用する「基盤」としての話なのか、それとも少数の人がどうしても

一次答申（案）に示したとおり、現在、携帯電話や

ブロードバンドなど多様な通信手段の利用が進んで

いるが、全国あまねく提供され、拡大傾向にある０Ａ

Ｂ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）を含め約 5,600 万

件の契約を有する固定電話は、地域の住宅・事業所

（ビジネス・学校・公共機関等）といった拠点との基本

的な通信のための手段であり、社会経済活動に不

可欠な基盤としてＩＰ網への移行後も必要とされるも

のである。 

遠近格差の少ない提供条件の実現のためにも、

固定電話のＩＰ化が重要であることは、御指摘のとお

りである。その料金が低廉で確実に提供されるよう

にするには、ＩＰ電話が独占的に提供されるのではな

く、公正な競争環境で提供されることで利用者がサ

ービスを選択できることが重要であり、利用者の利

益と事業者の競争環境整備とが密接な関係にある

ことを御理解いただきたい。 
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必要としているセーフティネットのような話なのか、しっかりと分けて考えるべきと思います。 

たしかに、高齢者を中心にまだ固定電話を利用している人もいるでしょうから、ちゃんとつながることは必要で

す。それと、安くなることが大事です。この点、ＮＴＴとそれ以外の通信事業者が、それぞれ我田引水の主張をし、

その結果、利用者が置き去りにされないように国がしっかりと判断すべきだと思います。電話を繋ぐ機能とかＮＧＮ

の接続ルールの整備にいろいろ書かれていますが、国策としては、事業者の競争という観点は後回しにして、つ

ながることだけをシンプルに実現できるよう、中立的に考えてほしいです。 

また、将来の話をしていると思いますので、先々の利用実態までちゃんと想定をしてほしいと思います。その頃

には、スマートフォン等を使えず固定電話しか利用していない人は、今よりもっと少数になっているでしょう。現在

の通信事業者の利害関係によって国策が決まり、結果お金がかける仕組みとなることで、先々そのような少数派

の人たちが不利な負担を負わされることがないよう、利用者の将来を見据えて考えてもらいたいと思います。 

 

【個人Ｄ】 
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１．基本的な考え方 関係 

意見１－１ 今後の検討に当たっても、これまで同様に大手事業者等だけでなく中小事業者の意見も踏

まえ、幅広く意見を取り入れ検討すべき。 
考え方１－１ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

・ 個別課題の検討を行うにあたり、大手事業者等の特定の事業者の意見だけでなく、「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送

路のコスト負担に関する私共のような中小事業者の意見も聞き取りしながら、様々な議論を行っていただいたこと

は、業界の健全な発展のうえでも適切であったと考えます。 

・ そのため今後の検討にあたっても、これまで同様に大手事業者等だけでなく中小事業者の意見も踏まえ、幅広く

意見を取り入れご検討いただくことを要望致します。 

 

【株式会社ＳＴＮｅｔ】 

本審議会としては、御指摘のように、事業者の規

模によらず、その意見を広く伺いながら、一次答申

（案）のフォローアップ及び二次答申に向けた審議を

進めていく所存である。 

意見１－２ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に当たっては、ＩＰの特性を活かした最新の技術を用いて効率的な

ネットワークを構築することにより、利用者に対して、安価で利便性の高いサービスを提供すべき。 
考え方１－２ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】  

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行にあたっては、ＩＰの特性を活かした最新の技術を用いて効率的なネットワークを構築

することにより、利用者に対して、安価で利便性の高いサービスを提供していくことが必要と考えます。 

 

【一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会】 

御指摘のように、距離に依存しない低廉な電話サ

ービスが利用可能となり、アクセス回線の光ブロード

バンド化の進展と相まって高度で多様なサービスが

利用可能というＩＰ技術の特性を活かしたネットワー

クの構築が重要であり、これが効率的に利用される

ための競争環境の整備とともに推進されることが重

要である。 

意見１－３ 今後の同種の制度の検討方法、審議の在り方、委員等の選出のあり方等についても、利用

者利便を最優先するものに発展させるべき。また、今後予想される「ユニバーサルサービス（基礎的

電気通信役務）の在り方」の検討は、国民の利便向上や安全確保を中心に据えて行われるべき。 

考え方１－３ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

本件に類する事案については、これまでも、所管大臣から諮問を受け、有識者等で構成される審議会での審議

を経て、パブリックコメントを受けた後に法改正等が行われてきました。しかし、本件についても過去の同種事案と

競争環境の整備、ユニバーサルサービスの確保

のいずれも、利用者の利便向上のために行われるも

のであり、そうした基本的認識を堅持した検討を引き

続き行っていく。 
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同様に、サービス利用の大衆性に反して、検討項目や審議内容は極めて専門的で、「見直し」によって影響を受け

る大多数の利用者にとっては、公開されている情報やその影響について十分に理解し対処することは至難と言わ

ざるを得ません。本件審議のなかで、利用者保護ＷＧが設けられ、廃止サービスに関わる影響や対応が審議され

ていることを踏まえても、２０００万余に及ぶ加入電話利用者への影響と対処が十分に汲みつくされたとは思えま

せん。 

本件事案については、答申案でも指摘されているとおり、ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）の在り

方見直しへもつながり、それに大きく影響を与えるもので、そうした点からも、今後の同種の制度の検討方法、審議

の在り方、委員等の選出のあり方等についても、利用者利便を最優先するものに発展させる必要があると考えま

す。 ましてや、「ＮＧＮの接続ルールの整備」、「アクセス回線におけるサービスの競争環境整備」に関する検討

が、主要事業者間の利害調整となるなどはあってはならないと考えます。 

併せて、今後予想される「ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）の在り方」の検討が、国民の利便向上

や安全確保を中心に据えて行われることを強く要望するものです。もとより、今後の「ユニバーサルサービス（基礎

的電気通信役務）の在り方」の検討が、「ユニバーサルサービス制度」（補填制度）に矮小化されたり、主要事業者

の利害を優先して行われるなどは決して許されないと考えます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

意見１－４ 緊急通報が有する回線保留等の機能について、緊急通報受理機関側の意見及び提案を確

実に取り入れるべき。 
考え方１－４ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

 固定電話網のＩＰ網への移行においては、１１９番等の緊急通報が有する回線保留等の機能を従来と同等以上に

することが重要である。そのためには、緊急通報受理機関側の意見及び提案を確実に取り入れていただきたい。 

 

 

【東京消防庁】 

メタルＩＰ電話において緊急通報に関し具備する具

体的な機能については、ＮＴＴは、緊急通報受理機

関の要望を踏まえて、緊急通報利用者や被災者等

の関係当事者への十分な対応が可能となるよう、協

議を進めることが適当である。 

本審議会としては、その協議の進捗状況を随時確

認しながら、必要に応じてＮＴＴや関係機関からの意

見聴取を行いつつ、フォローアップしていく。 

御意見を踏まえ、これらの内容を一次答申（案）に

追記する。 

意見１－５ これまで以上にＮＧＮにおける競争環境を整備し、過渡期のネットワークに過度な負担が発

生することを回避しつつ、最終的な形態を明確に意識した上で移行を進めていくべき。 
考え方１－５ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

固定電話のＩＰ網への移行は、ＮＴＴ東西の交換機が保守限界を迎えることが原因であり、本来は接続する他社

に影響を与えずに移行すべき事案であると考えます。しかし、移行先となるＮＴＴ東西のＮＧＮは光ブロードバンドの

第一種指定電気通信設備のＮＧＮ網が基幹的性

格を一層強めていくのは御指摘のとおり。競争環境

の一層の整備は急務となっているところであり、その

ための検討を更に行っていく必要がある。 
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根幹をなすネットワークであり、今後ますます活用を進めていくべき通信インフラです。そのため、これまで以上にＮ

ＧＮにおける競争環境を整備し、過渡期のネットワークに過度な負担発生を回避しつつ、最終的な形態を明確に意

識した上で移行を進めていくべきと考えます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

意見１－６ メタルＩＰ電話、光ＩＰ電話への各移行段階において、これまでと同程度の競争環境が維持さ

れつつ、移行が進められるべき。また、ＮＧＮを他の事業者が利用しやすく設計していくことが、競争環

境が進展し、ＮＧＮを提供するＮＴＴ東西にとっても利益向上に繋がる。 

考え方１－６ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

・ 2025 年頃に見据えたＩＰ網への移行完了に至るまで、固定電話にあっては、加入電話からメタルＩＰ電話そして光

ＩＰ電話への移行が予定されていますが、その過程で諸問題点が指摘されているものと認識しております。 

まず、マイライン機能、中継選択機能を利用している事業者に対し、移行先のメタルＩＰ電話、光ＩＰ電話において

同等機能の提供が保証されていないこと。また、移行先のメタルＩＰ電話における提供条件等が明らかになってい

ないこと。なお、ＮＴＴ東西から、マイライン機能の代替としてメタルＩＰ電話の卸サービスを勧めておりますが、これ

では今まで醸成されてきた競争環境が後退することになると考えます。 

メタルＩＰ電話、光ＩＰ電話への各移行段階において、これまでと同程度の競争環境が維持されつつ、移行が進め

られるべきと考えます。 

・ ＮＴＴは、市販設備を調達することで、誰でもＩＰ網を構築できることから、インフラ競争を更に促進すべきとＮＧＮ

における非指定化を主張されています。しかしながら、中小規模の事業者にとって、競争力のある全国規模のＩＰ

網を構築することは非常に困難です。そのため、ＮＧＮを他の事業者が利用しやすく設計していくことが、競争環境

が進展し、ＮＧＮを提供するＮＴＴ東西にとっても利益向上に繋がるものと考えます。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

御指摘のとおり、マイライン機能・中継選択機能が

果たしてきた「競争基盤の提供」や「事業者選択可能

性」といった役割を今後も維持していくことは重要で

ある。そのため、総務省においては、速やかな事業

者間協議を促すことが適当であり、本審議会におい

ても、その進捗状況を随時確認しながら、利用者保

護の観点も踏まえ、二次答申に向けて整理を図って

いく。 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、ＮＴＴ東日本・西

日本の光回線に加えてメタル回線についてもＮＧＮ

に収容されることから、ＮＧＮの重要性・基幹的役割

は一層強まると考えられるため、こうした状況に即し

た第一種指定電気通信設備に対する適切な規律の

適用等を通じて、公正な競争環境と利用者利益の確

保を図っていく必要がある。 

意見１－７ メタルＩＰ電話について、いつまで維持できるのかも含め二次答申に向け議論すべき。 考え方１－７ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】   

補完策であるメタルＩＰ電話について、いつまで維持できるのかも含め二次答申に向け議論頂きたい。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

本審議会としては、今後、二次答申の取りまとめ

に向けて、固定電話網のＩＰ網への移行に関する具

体的な移行工程・スケジュール等を検討・整理してい

く。 

その中で、ＮＴＴにおいては、メタルＩＰ電話の提供

条件と詳細な設備構成に加え、メタル電話からメタル

ＩＰ電話への移行に留まらず光ＩＰ電話への移行も視

野に入れた移行工程・スケジュールの案をできる限

り速やかに開示することが適当である。 
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意見１－８ メタル回線接続料の低廉化に向けた検討を行うべき。また、光回線サービスへの移行を促

進するため、加入光ファイバ接続料の一層の低廉化、光回線の卸売サービスに係る卸料金の低廉化

や接続メニュー化による利用者料金の低廉化が必要。 

考え方１－８ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

移行によるメリットとはＩＰ網や光回線の特性を生かした、高速大容量通信、各種発展サービスを利用できること

と考えますが、そのメリットを最大化するためには、ＮＧＮの更なるアンバンドルによって競争事業者によるサービス

の創造を促し、多様化していくことが重要と考えます。 

一方、移行によるデメリットとは、移行に伴いメタル電話利用者の利用料金が高くなることと考えます。メタル電話

利用者は、ブロードバンドは不要で電話サービスのみで十分であり、かつ、現行の基本料金 1,700 円程度の負担額

を維持したいと考えていると想像されるため、基本料金が 5,000～6,000 円である光回線サービスや光回線の卸売

サービスに移行するインセンティブは働かず、2020 年代半ばにおいてもまだ 1,000 万世帯以上のメタルＩＰ電話利用

者が残ることが想定されます。しかし、メタル回線接続料は上昇の一途であり、2017 年度においては接続料金と利

用者料金が逆転する状況です。このため、接続事業者は利用者料金を値上げするか、撤退を強いられる状況であ

り、メタル回線に係る市場の競争環境は縮退していかざるを得ません。 

これらのことから、メタル回線接続料の低廉化に向けた検討が必要と考えます。また、光回線サービスへの移行

を促進するためには加入光ファイバ接続料の一層の低廉化、光回線の卸売サービスに係る卸料金の低廉化や接

続メニュー化による利用者料金の低廉化が必要と考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、ＮＴＴ東日本・西

日本のＮＧＮの重要性・基幹的役割は一層強まると

考えられるため、こうした状況に即した第一種指定

電気通信設備に対する適切な規律の適用等を通じ

て、公正な競争環境と利用者利益の確保を図ってい

く必要がある。 

2016 年 11 月の情報通信行政・郵政行政審議会

（以下「情郵審」という。）答申において、情郵審から

総務大臣に対して「総務省において具体的なアンバ

ンドルの在り方について検証が行われること」が要

望されたのを機に、総務省において、「次世代ネット

ワーク（ＮＧＮ）等の接続ルールに関する意見募集

（2016 年 12 月 28 日～2017 年２月１日）」及び同再

意見募集（2017 年２月４日～17 日）を実施し、2017

年３月より「接続料の算定に関する研究会」を開催し

て、上記検証に向けた対応、また接続ルールについ

ての検討を始めており、この検討を更に進め、具体

的な措置が採られていく必要がある。 

これに加え、メタル・光アクセス回線に係る適正な

公正競争の確保が重要であり、上記検討に併せ、総

務省において検討を進めていく必要がある。 

意見１－９ 今回の固定電話ネットワークのＩＰ化が、基本的にはＮＴＴ東日本・西日本の設備更改である

ことも踏まえれば、ＮＴＴ東日本・西日本の負担で、ＰＳＴＮで提供されているサービスや機能を継続す

ることを前提に議論を進めるべき。仮にＩＰ化を契機にＮＴＴ東・西が県間通話や国際通話を扱う場合で

も、 競争事業者にとっての公正競争条件が後退しないよう、厳格な措置を講ずるべき。また、ＮＧＮ

や「電話を繋ぐ機能」については、引き続き第一種指定電気通信設備あるいはそれに準じた規律を課

すべき。 

考え方１－９ 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の固定電話サービスや固定電話のネットワークは、ＩＰ化後も国民にとって重要であり、ＮＴＴ法におい

固定電話のＩＰ網への移行に当たっては、極力、利

用者利便を損なわず、また、公正競争条件を減退さ

せることがないようにするのみならず、むしろ現行ル

ールの運用や必要な新しいルールの整備を通じて、

公正な競争環境と利用者利益の確保を図っていく必
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ても、固定電話をあまねく日本全国に提供すべきこと等がＮＴＴ東・西の責務として規定されています。今回のＩＰ網

への移行にあたっても、同法に規定されているこれらの趣旨の重要性を十分認識した上で、まず国民、利用者へ

の負担を強いることがないようにすべきです。また、今後も通信市場への新規参入意欲を減退させることがないよ

う、競争を通じて通信料金の値下げのメリットを国民に提供してきた競争事業者の負担を最小化するという視点も

不可欠です。 

今回の固定電話ネットワークのＩＰ化が、基本的にはＮＴＴ東・西の設備更改であることも踏まえれば、ＮＴＴ東・西

の負担で、ＰＳＴＮで提供されているサービスや機能を継続することを前提に議論を進める必要があると考えます。 

加えて、ＮＴＴ法に基づくＮＴＴ東・西の業務範囲規制及びＮＴＴコミュニケーションズが業務範囲規制を受けずに全

ての通話区分を扱うことができている状況に鑑みれば、ＮＴＴ東・西が固定電話市場において県間通話や国際電話

を扱うことにより全面的・本格的に事業領域を拡大することは、適切ではありません。単に拡大するのみならず、Ｎ

ＴＴ東・西が競争事業者のサービス提供環境に制約を加える形で自らの事業領域を拡大する場合には、更に公正

競争環境に甚大な影響を与えます。したがって、仮にＩＰ化を契機にＮＴＴ東・西が県間通話や国際通話を扱う場合

でも、 競争事業者にとっての公正競争条件が後退しないよう、厳格な措置を講ずることが前提になるものと考えま

す。 

ＮＴＴ東・西は、メタルＩＰ電話の通話料金について、距離区分に依存しない全国均一の通話料金を設定する方向

であることを表明しています。そのような状況においては、ＮＴＴ東・西が設定する利用者料金の水準と接続料水準

が適正であるかを検証するなどの方法により、中継事業者が公平に競争できる環境を維持することが重要です。

（別添「補足資料１」参照） 

 

また、ＮＴＴ東・西のＮＧＮはボトルネック性を有する光アクセス回線と一体として設置される設備であり、第一種

指定電気通信設備に指定されています。 

現状においても、ＮＧＮで提供されるＮＴＴ東・西のＩＰ電話は、0ABJ-ＩＰ電話市場において 55％という高いシェア

（※）を有していますが、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、ＮＧＮは現状の光回線に加えて、メタル回線とも一体とし

て設置される設備になることから、その不可欠性や基幹的な通信網としての性格がさらに強まることになります（固

定電話の契約数におけるＮＴＴ東・西の加入電話及び 0ABJ-ＩＰ電話の合計の事業者シェアは 70.7％（※））。 

あわせて、ＮＧＮとのＩＰ-ＩＰ接続は、「電話を繋ぐ機能」を介して接続し、同機能を提供するＰＯＩの設置場所・箇所

数がＮＴＴ東・西２か所程度に集約・制限されることから、今後、ＮＴＴ東・西間のＮＧＮユーザー同士の通話や競争

事業者のユーザーとＮＧＮユーザーとの通話の疎通において、ＮＧＮの県間通信に係る設備の依存性がさらに強ま

り、不可避的に使用されることになります。 

したがって、ＮＧＮや「電話を繋ぐ機能」については、引き続き第一種指定電気通信設備あるいはそれに準じた規

律を課すべきであり、料金その他の提供条件に係る適正性・公平性・透明性を確保し、公正な競争環境を構築する

必要があると考えます。 

※総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表」（平成 28 年度第 2 四半期（9 月

末））より 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

要がある。 

スタックテストのルール及び運用の在り方につい

ては、総務省において検討を進める必要がある。 

ＩＰ網への移行後の「電話を繋ぐ機能」について

は、これが全ての利用者に電話サービスが提供され

るための基盤となることから、 

・ 同機能が、事業者の経済合理性の観点のみな

らず、確保すべき利用者利益を十分に勘案して、

継続的かつ安定的に提供されること 

・ 同機能を提供する通信施設（「繋ぐ機能ＰＯＩビ

ル」等）及び同施設に設置する通信設備（ルータ

等）については、適正性・公平性・透明性が確保さ

れた料金その他の提供条件で接続事業者（今後

想定される新規参入事業者も含む）に提供される

こと 

・ 同機能を提供する通信施設（「繋ぐ機能ＰＯＩビ

ル」等）及び同施設等に設置する通信設備（ルー

タやＳＩＰサーバ等）についての信頼性等が十分に

確保されるよう、技術基準等に基づく維持・管理・

運用がなされること 

が求められ、ＮＴＴ東日本・西日本においては、「繋ぐ

機能ＰＯＩビル」内において必要となる通信設備の設

置、コロケーション・スペースや電力設備等の提供、

預かり保守等について、他事業者からの要望に対し

て現行の接続ルールに則した対応が求められる。 
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意見１－10 一次答申（案）に記載のとおり、関係する事業者にも過度な負担がかからぬ施策となるよう

議論を進めるべき。また、２次答申に向けては、関係する事業者の意見も広く踏まえながら慎重に議

論すべき。 

考え方１－10 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】  

当社では、今回の電話網移行は設備維持の限界を迎えたＰＳＴＮをＩＰ網へ移行することで、設備更新や 2 種類

のネットワーク運用維持の軽減を図り、効率化することが目的と理解しており、その旨を、昨年 3 月 10 日に提出し

た「固定電話網の円滑な移行の在り方に関する提案募集」で述べてさせていただきました。 

本委員会ではこうした点も踏まえて議論がなされていると認識しており、本答申案 3 ページ目に記載された「過度

な負担発生を回避しながら、（中略）移行によるメリットを最大化し、想定されるデメリットを最小化するべく、政策の

方向性や講ずべき施策等をとりまとめる」とある通り、関係する事業者にも過度な負担がかからぬ施策となるよう議

論を進めていただくことを望みます。 

今後 2 次答申に向けては、固定電話網のＩＰ網への移行工程、スケジュール等の検討・整理がなされると認識し

ておりますが、当社を含め関係する事業者の意見も広く踏まえながら慎重に議論いただくことを要望いたします。 

 

【株式会社ジュピターテレコム】 

一次答申（案）に示したとおり、中継交換機・信号

交換機が維持限界を迎えるとされる 2025 年頃まで

を見据えた具体的な移行のスケジュール、作業工程

等については、二次答申に向けた検討において更に

具体化を図ることにより、移行の取組を手戻りなく円

滑に進めることが必要である。 

意見１－11 ＩＰ網への移行を機にＮＴＴ東日本・西日本に有利になることがないよう、総務省が今後とも

電気通信市場を注視すべき。 
考え方１－11 

【意見対象箇所】 

１．基本的な考え方 

 

【意見内容】 

弊社はＩＰ網への移行に協力します。 

本件は、ＮＴＴ東日本・西日本殿の公衆交換電話網が維持限界を迎えることからＩＰ網への移行を検討するもの

で、ＮＴＴ東日本・西日本殿が原因者であります。 

従って、ＩＰ網への移行を機にＮＴＴ東日本・西日本殿に有利になることがないよう、総務省が今後とも電気通信市

場を注視することを希望します。 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、ＩＰ網への移行に当

たり、整備された公正な競争環境下で、各事業者が

予見可能性を持ちながら、移行先のＩＰ網において良

質・低廉で多様なサービスを自由に提供できるように

することにより、利用者がこうしたサービスを自由に

選択できるようになることが重要であり、こうした点を

踏まえ、総務省においては、今後も電気通信市場の

競争状況を注視することが適当である。 
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２．ＩＰ網への移行の意義 関係 

意見２－１ 利用者利益の保護及び予見可能性確保の観点から、ＩＰ網移行に伴い終了するサービスに

係る情報や、メタルＩＰ電話の提供時期等について積極的な情報開示が必要。 
考え方２－１ 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】 

賛同します。利用者利益の保護及び予見可能性確保の観点から、ＩＰ網移行に伴い終了するサービスに係る情

報や、メタルＩＰ電話の提供時期等について積極的な情報開示が必要と考えます。特にメタルＩＰ電話については

2020 年代も相当数の利用者が残ると想定されますが、光回線サービスへの移行を促進するためにも、各種媒体を

利用して広く国民に周知していくことが必要と考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

ＩＰ網への移行については、設備やサービス提供

に関する異同についてできるだけ予見可能性を持た

せるよう積極的な情報開示が必要である。 

意見２－２ 利用者利益の保護及び予見可能性確保の観点から、ＩＰ網移行に伴い終了するサービスに

係る情報や、メタルＩＰ電話の提供時期等について積極的な情報開示が必要。 
考え方２－２ 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】 

・ 移行に係る情報の開示 

ＮＴＴに対し、メタルＩＰ電話の提供条件と詳細な設備構成及び、具体的な移行工程・移行スケジュールについ

て早急に明らかにさせることが必要と考えます。 

 

・ メタル収容装置及びメタルアクセスの維持限界（展望）について 

 中継交換機・信号交換機の維持限界がメタルＩＰ電話への移行の最大理由とされていますが、メタルＩＰ電話の

主要構成設備となっているメタル収容装置（加入者交換機）及びメタルアクセス（ケーブル）の維持限界が示され

ていません。移行においては、メタル収容装置（加入者交換機）及びメタルアクセス（ケーブル）の維持限界とそ

の後の移行展望をＮＴＴに明らかにさせるべきです。 

 

・ 光ＩＰ電話への移行展望について 

最終的には光ＩＰ電話への移行が展望されますが、その道程についてＮＴＴに明らかにさせるべきです。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

｢メタル収容装置及びメタルアクセスの維持限界

（展望）｣について、一次答申（案）に示したとおり、Ｎ

ＴＴは、ＩＰ網への移行後においても、アクセス網につ

いてはメタルケーブルを継続利用し、 加入者交換機

をメタル収容装置として利用する考えを示している

が、メタル収容装置の稼働期間やメタル回線の撤去

時期、維持限界後のアクセス回線の提供形態につ

いて何ら明らかにしていない。 

利用者や事業者の予見可能性を確保し、円滑な

移行を実現する観点から、御意見にあるような、メタ

ル収容装置やメタルケーブルはいつまで利用される

のかといった情報については、ＮＴＴからできる限り

速やかに開示されることが望ましい。 

｢光ＩＰ電話への移行展望｣については、一次答申

（案）に示したとおり、ＮＴＴにおいては、メタル電話か

らメタルＩＰ電話への移行に留まらず、光ＩＰ電話への

移行をも視野に入れた取組を進めるとともに、具体

的な移行工程・移行スケジュールの案をできる限り

速やかに開示し、他の事業者と協議を進めることが
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必要である。 

意見２－３ 最も重要なポイントはいかに固定電話を維持していくかという点であり、そのためにはできる

限り利用者に負担を掛けないようメタルＩＰ電話を実現していく必要がある。無線等を含め様々な選択

肢から最適な方法を検討すべきであり、固定電話の利用者を光ＩＰ電話に全面的に移行させる必要は

なく、特定の技術や提供形態を前提にすることは避けるべき。 

考え方２－３ 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】 

冒頭でも申し上げたとおり、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行を進めていく上で最も重要なポイントは、音声

通信市場が縮小していく中、ＩＰ網への移行後も引き続き固定電話をご利用されるお客様のために、いかに固定電

話を維持していくかという点であると考えます。 

そのためには、ＩＰ網の特性を活かし、できる限りお客様にご負担をおかけしないよう、最小限の追加コストで「固

定電話」の受け皿となるメタルＩＰ電話を実現していく必要があると考えます。 

固定電話網からＩＰ網への移行の意義として、こうした考え方を明示していただきたいと考えます。 

「光ＩＰ電話への移行をも視野に入れた取組を進める」とありますが、「固定電話」の提供形態は、光回線への移

行ありきでなく、無線等を含め様々な選択肢から、その時点の需要、技術動向及び経済性を踏まえて最適な方法

を検討すべきであり、こうした多様な選択肢がある中で、音声サービスのためだけに、現にメタルで提供している

「固定電話」のお客様を光ＩＰ電話に全面的に移行させる必要はないと考えます。また、光ＩＰ電話は光ブロードバン

ドサービスに重畳する１オプションサービスとして提供しているものであり、現在の「固定電話」と同等の料金水準で

電話サービスだけを利用したいというニーズにお応えできるものではありません。変化の早い情報通信市場におい

て、今から特定の技術や提供形態を前提にすることは、お客様利便を損ないかねないため、避けるべきと考えま

す。 

当社としては、メタルＩＰ電話の提供条件を今春にはお示ししていく考えであり、また、メタルＩＰ電話の設備構成に

ついては、第 19 回電話網移行円滑化委員会（平成 28 年９月 23 日）において明らかにしているところであり、今後

事業者間協議等を通じて設備構成に変更が生じれば、必要に応じてそれを開示していく考えです。 

メ タルＩＰ電話への移行工程・移行スケジュールについては、平成 28 年 12 月の事業者間意識合わせの場で当社

から具体案を提示し、テーマ別検討会や個別協議等を重ねており、円滑な移行方法等について事業者間でコンセ

ンサスを形成すべく議論を進めているところです。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

メタルＩＰ電話が永続的なものではない以上、「無

線等を含め様々な選択肢」があるのであれば、その

具体的な内容が早急に明らかになることが必要であ

り、その中で、光ＩＰ電話についても、その可能性や

得失についても、より具体的な展望を持つことができ

ることが重要と考えられる。 

 

意見２－４ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行時期、仕様、最終的にメタルアクセス回線が利用できなくなる時期

等が不明瞭であり、各指令台メーカーとの協議が進捗していないことから、早急にこれらの不確定な

情報を確定させていただきたい。 

考え方２－４ 
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【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】 

 呉市消防局では、平成 30 年度から平成 31 年度の間で現在運用している指令システムを更新（平成 32 年度運

用開始）する予定であり、このタイミングでＩＰ対応の指令装置（指令制御装置）とし、アクセス回線を光回線とするこ

とが最も合理的であると考えられます。 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行時期、仕様等が詳細に確定していないこと、最終的にメタルアクセス回線が利用できな

く時期についても不明瞭であること、各指令台メーカーとの協議が進捗していないことから、早急にこれらの不確定

な情報を確定させていただきたいと考えています。 

 

【呉市消防局】 

緊急通報受理機関の指令台に関しては、ＮＴＴが

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後もメタルアクセス回線の

継続利用が可能であることを表明している限りにお

いては、指令台に係るアクセス回線の機能はＰＳＴＮ

からＩＰ網への移行にかかわらず維持されるものと考

える。 

他方で、ＮＴＴは、ＩＰ網への移行後のメタルアクセ

ス回線の提供期間やメタル収容装置の維持限界に

ついて何ら明らかにしていないことから、ＮＴＴにおい

ては、光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）や光ブロードバ

ンドへの移行を見据えた取組と情報開示を進めると

ともに、指令台に影響を与える内容については緊急

通報受理機関との間で説明・協議を行うことが適当

である。 

意見２－５ ＩＰ網への移行準備等に要する期間を考慮し、できるだけ早期に方向性を決め、具体的な移

行スケジュールを提示していただきたい。接続請求事業者が設備改修や開発を行うために必要となる

メタルＩＰ電話の提供条件や詳細な設備構成等を速やかに接続請求事業者に開示する必要がある。 

考え方２－５ 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】  

ＩＰ網への移行準備等に要する期間を考慮し、今回の検討においては、現在のメタル固定電話からＩＰメタル電話

への円滑な移行を早急に解決が必要な課題として取り組んで頂き、できるだけ早期に方向性を決めて頂くととも

に、具体的な移行スケジュールを提示していただくよう要望いたします。 

 

【一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会】 

一次答申（案）では、光ＩＰ電話を含む０ＡＢ～Ｊ ＩＰ

電話や光ブロードバンドへの移行を見据えた競争環

境整備を促進し、移行元であるメタル電話の利用者

における移行を促すとともに、過度な負担発生を回

避しながら、移行に直ちに対応できない利用者に対

する適切な補完的措置（メタルＩＰ電話等の提供）を

講ずべきであるとの方向性を示している。 

メタルＩＰ電話の提供条件と詳細な設備構成及びＩ

Ｐ網への移行工程・スケジュールについては、御指

摘のとおり、できる限り早期にその具体的な形が示

される必要がある。 

 

 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、今後も「事業者間意識合わせの場」等を通じて「メタル電話」からメタルＩＰ電話

への移行に伴い、接続事業者が設備改修や開発を行うために必要となるメタルＩＰ電話の提供条件や詳細な設備

構成等を速やかに接続事業者に開示する必要があると考えます。 
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【中部テレコミュニケーション株式会社】 

【意見内容】 

答申案のとおり、まずＮＴＴがメタルＩＰ電話の提供条件と詳細な設備構成や、具体的な移行行程・移行スケジュ

ールについてできる限り速やかに開示し、事業者と協議を進める必要があります。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見２－６ 早期にＩＰ網への移行が進むことが重要であり、意義が広く周知されることが重要。 考え方２－６ 

【意見対象箇所】 

２．ＩＰ網への移行の意義 

 

【意見内容】 

賛同いたします。早期にＩＰ網への移行が進むことが重要であり、意義が広く周知されることが重要と考えます。 

 

【個人 F】 

ＩＰ網への移行の意義について広く理解されるよ

う、その広報・周知に総務省及び関係事業者の努力

が払われる必要がある。 
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３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 関係 

意見３－１ 移行後のＩＰ網における緊急通報について、ＮＴＴ東日本・西日本は、追加的なコスト負担の

回避、回線保留機能と同等又は類似の機能の維持、通報者端末への１１９表示等の対応を行うととも

に、消防本部の指令台等の機器等に影響を与える事項については、十分な時間的余裕をもって、消

防本部にきちんとした説明をするとともに、誠実に協議に応じるべき。 

考え方３－１ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

１ 追加的なコスト負担の回避 

ＮＴＴの固定電話網のＩＰ化に当たっては、各消防本部に追加的なコスト負担が生じないよう、緊急通報を受け

付ける指令台の更新時期にあわせた対応をしていただきたい。 

２ 回線保留機能と同等又は類似の機能の維持 

コールバックについては、迅速性や確実性に課題があることから、回線保留機能と同等又は類似の機能を維

持していただきたい。 

３ 通報者端末への１１９表示 

コールバックを導入する際には、通報者に不審に思われないよう、通報者端末に１１９番を表示するようにして

いただきたい。 

４ 無償による対応の継続 

   コールバックを導入する場合であっても、従来どおり無償としていただきたい。 

５ 緊急通報のバックアップ 

消防本部が被災等により機能不全になった場合や、通報が殺到した場合のバックアップのために、災害の状

況に応じて、場合によっては消防本部の管轄を越えて迅速かつ柔軟に転送先を設定できるような仕組みとしてい

ただきたい。 

６ 停電対策 

大規模災害時に停電した場合であっても、被災者等が通話できるように、公衆電話のほか、公民館、集会所、

学校等における電話については、従来どおり、事業者の負担で停電対策を実施していただきたい。 

７ その他 

（１）消防本部の指令台等の機器等に影響を与える事項については、十分な時間的余裕をもって、消防本部にき

ちんとした説明をしていただくとともに、誠実に協議に応じていただきたい。 

（２）ＩＰ電話は仕組み上、災害時優先電話が実現できないため、通信輻輳時のコールバックが使えない可能性が

あることを懸念します。 

（３）ＩＰ移行に伴う技術的検証等を行い、緊急通報等に影響を与えないよう確実なＩＰ移行を担保していただきた

い。 

＜緊急通報の回線保留機能について＞ 

メタルＩＰ電話において緊急通報に関し具備する具

体的な機能については、ＮＴＴは、緊急通報受理機

関の要望を踏まえて、緊急通報利用者や被災者等

の関係当事者への十分な対応が可能となるよう、協

議を進めることが適当である。 

本審議会としては、その協議の進捗状況を随時確

認しながら、必要に応じて NTT や関係機関からの意

見聴取を行いつつ、フォローアップしていく。 

御意見を踏まえ、これらの内容を一次答申（案）に

追記する。 

 

＜緊急通報の指令台について＞ 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後（2025 年頃以降）も緊

急通報受理機関の指令台に係るメタルアクセス回線

の機能は維持されるものと考える。 

一方で、将来的にはメタルアクセス回線やメタル

収容装置が維持限界を迎えることに備えて、NTT に

おいては、指令台におけるＩＰ化や光回線への対応

を進めることについて、緊急通報受理機関に対して

十分に説明し協議を行うことが適当である。 

 

＜停電時の通話手段の確保について＞ 

メタルＩＰ電話はメタルアクセス回線を利用するた

め、ＩＰ網への移行後も現在のメタル電話と同様に局

給電の機能は維持される。 

他方で、光アクセス回線を利用する光ＩＰ電話（０Ａ

Ｂ～Ｊ ＩＰ電話）は局給電に対応しておらず、これが

利用者に十分に浸透していないことも含めて課題が

ある。 
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【さいたま市消防局】 

こうした課題に対応して、一次答申（案）に示したと

おり、利用者保護の観点から、停電時の電話利用に

おける電源確保や利用者への説明・周知等につい

ての適切な規律を課すことが必要である。 

 

【意見内容】 

 緊急通報回線の信頼性を確保し円滑に移行を進めるためには、緊急通報受理機関側の制御装置等との接続に

関する技術基準、導入時期、移行方法等について緊急通報受理機関と通信事業者とが協議を推進する必要があ

る。 

 

【東京消防庁】 

【意見内容】 

固定電話網から、インターネット・プロトコル Internet Protocol(以下ＩＰ)移行しなければならない背景は理解できま

すが、今までの固定電話網とは違う消防１１９番通報への障害が出るのではと懸念されます。 

 特に固定電話で実施できている回線を保留したままで「呼び返し」が出来なくなり、携帯電話同様のコールバック

方式になるところが、緊急性のある案件の中で、通報者が話せない状態の時の、通報場所の特定が困難になるこ

とが想定されます。また、各消防本部の指令台は、メーカー、設置年月日、システムにそれぞれ違いがあり、ＩＰ化に

伴う各消防指令台への接続等改修費用がどのくらい必要であるか不明であります。 

 そのためには、ＮＴＴ担当部局から直接消防本部に対して、システムの説明、移行への問題点、スケジュール等説

明を頂きながら、消防指令施設管理会社と情報を共有し、問題を整理していく必要があると考えています。 

 

【直方市消防本部】 

【意見内容】 

緊急通報に関し，「回線保留機能」に替わり「コールバック機能」による呼び返しが示されているが，通信料の負

担増が発生しないよう留意いただきたい。 

 

【旭川市消防本部】 

【意見内容】 

 「緊急通報に関し、メタルＩＰ電話では、緊急通報受理機関側から通話を切断しない限り通話を継続する機能の

実現が困難である。」 

 

困難であるという表現では、可能であるのか不可能であるのかが明確でありません。メタルＩＰ電話の今後の方向

性として回線保留機能を継続させるのか否かについて回答していただきたい。 

 

【呉市消防局】 

【意見内容】 

「～メタルＩＰ電話にも、緊急通報受理機関側から通話を切断しない限り通話を継続する機能又は緊急通報受理

機関側に送信した電話番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能の具備を義務付けることが適当である。」 
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波線部分について義務付けること。（要望） 

 

【平塚市消防本部】 

意見３－２ 今後、これまでに緊急通報受理機関から受けた要望等を踏まえて、引き続き、ＩＰ網で緊急通

報呼を実現する具体的な仕様について検討を進めていく。また、各市町村の消防本部等全国の各受

理機関に対しても、より丁寧な対応に努めていく。 

考え方３－２ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

各緊急通報受理機関様が現在ご利用中の指令台（高度化台）については、固定電話網からＩＰ網への移行のタイ

ミングでご利用いただけなくなることはございません。 

ただし、一次答申（案）に記載のとおり、パケットによる通信を行うＩＰ網においては、固定電話網（ＰＳＴＮ）のように

回線を占有することが技術的に困難であるため、「回線保留機能」は実現できません。したがって、当社はこれま

で、緊急通報受理機関様に対して、こうした点を説明するとともに、ＩＰ網での代替案として「コールバック機能」を提

案してまいりました。 

今後、これまでに緊急通報受理機関様からいただいたご要望等（例えば、通報者の電話機に 1ＸＹを表示し、通

報者が緊急通報機関からのコールバックと判別できるようにしてほしい等）を踏まえて、引き続き、ＩＰ網で緊急通報

呼を実現する具体的な仕様について検討を進めていく考えです。また、各緊急通報受理機関様の本庁だけでなく、

各市町村の消防本部様等全国の各受理機関様に対しても、分かりやすい説明を心掛けながら具体的な提案を行う

等、より丁寧な対応に努めていく考えです。 

なお、ＩＰ網への移行とは直接関係しませんが、現在ご利用中の指令台（高度化台）については、今後、各受理機

関様における指令台のそれぞれの更改タイミングに合わせて、順次、光ＩＰ回線に対応した新たな指令台を導入い

ただきたいと考えています。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

考え方３－１のとおり。 

 

意見３－３ 地震等の災害により指令センター自体が被災し、無停電電源装置等が機能しない場合に最

低限の電話機能を確保するための対策を行うべき。 
考え方３－３ 

【意見対象箇所】 

86 頁（資料編、「局給電機能について」） 

 

【意見内容】 

無停電電源装置、発動発電機等によりＯＮＵ、ＶｏＩＰゲートウェイの無停電化を行うことで停電時での通話は可能

考え方３－１のとおり。 
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でありますが、地震等の災害により指令センター自体が被災し、これらの装置が機能しない場合が想定されていな

いように感じます。現在では、無給電に対応する電話機を指令センターに設置するとともに、各署所に非常用電話

機として配備しており、システムダウン時においても最低限の電話機能のみ確保されているため、同様の対策が必

要ではないかと考えます。 

 

【呉市消防局】 

意見３－４ 設置済みの１１０番通報装置がそのまま使用できるような緊急通報の仕組みを構築すべき。 考え方３－４ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

１１０番通報装置は、公益財団法人日本防災通信協会のホームページによると約 35,000 か所の金融機関や学

校等に設置されており、当該協会の管轄外（一般社団法人大阪防災通信協会の管轄や警備会社等による設置）に

も相当数存在することが想定されます。 

これら設置済の装置が、そのまま使用できるような緊急通報の仕組みが構築されることを強く希望します。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

考え方３－１のとおり。 

 

意見３－５ 電気通信事業者側の端末設備が故障した場合に、利用者側で速やかに正常化できる手段

の検討が必要。 
考え方３－５ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

ＩＳＤＮ回線（ディジタル通信モード）の場合は、保安器やＭＤＦ等が通信事業者との責任分界点となっていました

が、光ＩＰ電話の場合は、ＯＮＵや光電話ルータ、ＶＤＳＬモデム等の電気通信事業者の端末設備が責任分界点とな

ります。これらの端末設備が故障した場合、利用者側での復旧が困難となり、機械警備を継続提供できなくなりま

す。復旧対応や停電時の給電を目的としたＯＮＵの仕様開示等、利用者側で速やかに正常化できる手段の検討が

必要と考えます。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

御意見にあるような端末設備の故障時の対応に

ついては、個々の事案に応じて、電気通信事業者と

利用者等との間で取り決めを行うことが適当と考え

る。 

意見３－６ 光ＩＰ電話の利用者に対するバックアップ電源の提供を積極的に推進すべき。 考え方３－６ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

御指摘のとおり、光アクセス回線を利用する光ＩＰ

電話は局給電に対応しておらず、これが利用者に十
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３．１ 信頼性・品質の確保(技術基準等) 

 

【意見内容】 

ライフラインである電話回線網の安全性を確保するため，光ＩＰ電話利用者に対するバックアップ電源の提供を積

極的に推進する必要がある。 

 

【旭川市消防本部】 

分に浸透していないことも含めて課題があるため、

一次答申（案）に示したとおり、利用者保護の観点か

ら、停電時の電話利用における電源確保や利用者

への説明・周知等についての適切な規律を課すこと

が必要である。 

意見３－７ ＩＰ網への移行後においても、メタルＩＰ電話については、現状どおり局給電を行っていく考え。

また、光ＩＰ電話については局給電を行うことはできないものの、利用者に対しその旨及び停電時の電

源確保対策について説明・周知している。 

考え方３－７ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

ＩＰ網への移行後においても、メタルＩＰ電話については、現状どおり局給電を行っていく考えです。 

光ＩＰ電話については局給電を行うことはできませんが、当社は、「ひかり電話」をご利用いただいているお客様に対

して、停電対策を講じていなかった場合には「ひかり電話」が停電時にご利用できなくなること、また停電時の電源

確保対策として当社提供の「光モバイルバッテリー」や市販のＵＰＳ（無停電電源装置）をご利用いただくことで一時

的な電源確保が可能であることを、サービスお申込み時に留意事項としてご説明させていただくとともに、ご契約者

に郵送する書面や当社ホームページ等において広く周知しているところです。 

当社としては、今後も引き続き、ご契約者への説明や周知を丁寧に実施し、お客様の利便性確保に努めていく考

えです。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

考え方３－１のとおり。 

意見３－８ ＩＰ網への移行後も「信頼性」や「品質」の確保に努める。現在アナログ電話や０ＡＢ－Ｊ ＩＰ電

話等に課されている音声品質等については必要に応じて柔軟な見直しを検討していただきたい。 
考え方３－８ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

当社としては、ＩＰ網への移行後も、引き続き「信頼性」や「品質」の確保に努めていく考えです。 

また、固定電話を維持していくためには、ＩＰ網の特性を踏まえ、できる限りお客様にご負担をおかけしないよう、

最小限の追加コストでメタルＩＰ電話を実現していく必要があると考えており、こうした中で、将来に亘って技術的な

固定電話の音声品質については、利用者の便益

が十分に確保されるような水準としていく必要があ

り、見直しを検討する場合にも、その点において変

更はないものと考える。 
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選択肢を狭めることのないよう、現在アナログ電話や０ＡＢ－Ｊ ＩＰ電話等に課されている音声品質等について、お

客様の声を踏まえつつ、必要に応じて柔軟な見直しを検討していただきたいと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見３－９ メタルＩＰ電話の信頼性や品質については、現行のメタル電話および光ＩＰ電話(0AB～J ＩＰ電

話)と基本的に同等の技術基準を適用することを支持。ただし、緊急通報については、現状の回線保

留機能ではなく、コールバック機能を具備することで問題ない。 

考え方３－９ 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保(技術基準等) 

 

【意見内容】 

メタルＩＰ電話の信頼性や品質については、現行のメタル電話および光ＩＰ電話(0AB～J ＩＰ電話)と基本的に同等

の技術基準を適用することを支持します。 

ただし、緊急通報については、現状のいわゆる「回線保留機能」ではなく、電話番号による呼び返し機能（「コール

バック機能」）を具備することで問題ないと考えます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

メタルＩＰ電話の技術基準に関しては、一次答申

（案）に賛成の御意見として承る。 

緊急通報に関しては、考え方３－１のとおり。 

 

意見３－10 ＩＰ網移行を契機に現行の固定電話の品質等の水準を変更する必要性はない。ただし、今

後、多様なコミュニケーション形態の発展に見合った品質基準の在り方を議論すべき。 
考え方３－10 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

ＩＰ網移行を契機に、現行の固定電話の品質等の水準を変更する必要性はないと考えます。ただし、現在におい

ても固定電話と移動体電話を組み合わせた０ＡＢＪ番号サービスが提供されており、利用者はアクセス回線の種別

や品質を意識することなく日常的に０ＡＢＪ番号を利用しており、また、それらサービスに関して利用者からのクレー

ム等も特段発生していない状況です。０ＡＢＪ番号に係る品質はその他番号よりも高い基準となっていますが、利用

者にとって重要なことは、０ＡＢＪ番号の地理的識別性や社会的信頼性であり、上述の通り、品質が重要であると認

識している利用者は少ないと考えられます。今後、世界中でユニファイド・コミュニケーションが進展し、多様なコミュ

ニケーション形態が発展していくと予想されますが、諸外国の例を参考にしながら、それに見合った品質基準の在り

方を議論すべきと考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

ＩＰ網への移行に伴う固定電話の品質等の水準に

関する御意見については、一次答申（案）に賛成の

御意見として承る。 

固定電話の音声品質については、利用者の便益

が十分に確保されるような水準としていく必要があ

り、見直しを検討する場合にも、その点において変更

はないものと考える。 
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意見３－11 メタルＩＰ電話及び「電話を繋ぐ機能」については、現行のメタル電話と基本的に同等の技術

水準を担保することを求める。回線保留機能については、同機能を担保する技術検討を最大限行うと

ともに、「コールバック機能」で対応する場合にはリスク検証を行うことを求める。 

考え方３－11 

【意見象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

・ メタルＩＰ電話 

メタルＩＰ電話については、移行後も、「局給電」機能を含め、現行のメタル電話と基本的に同等の技術水準を

担保させることを求めます。 

 

・ 回線保留機能 

緊急通報の回線保留機能については、現行緊急通報の保留機能を担保する技術検討を最大限行うとともに、

「コールバック機能」で対応する場合には、緊急通報維持のためのリスク検証を行うことを求めます。 

 

・ 電話を繋ぐ機能 

ＩＰ網への移行後も、［電話を繋ぐ機能］については、End-to-End を含めて現行メタル電話の技術水準を基準を

担保させることを求めます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

メタルＩＰ電話及び電話を繋ぐ機能について、一次

答申（案）に賛成の御意見として承る。 

緊急通報に関しては、考え方３－１のとおり。 

意見３－12 メタルＩＰ電話及び「電話を繋ぐ機能」を担う設備については現行の技術基準を維持すべき。

技術基準の検討に当たっては規制強化とならないよう留意すべき。 
考え方３－12 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１． 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

メタルＩＰ電話に関して基本的に現行と同等の基準を適用するという考え方に賛同します。また、「電話を繋ぐ機

能」を担う設備であるルータや SＩＰサーバ等は、多くの事業者が既に提供しているＩＰ電話においても設置・運用の

実績を有することから、基本的に現行の技術基準の適用を継続することが適当と考えます。 

なお、これら技術基準の検討においては、現在各事業者が提供している電話サービスやその提供に係る設備に

ついて、結果として規制強化とならないよう留意する必要があると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

なお、一次答申(案)に示したとおり、ＩＰ網への移行

に伴う技術基準等については、専門的・技術的見地

から、情報通信技術分科会ＩＰネットワーク設備委員

会において詳細な検討を行うことが適当である。 
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意見３－13 「電話を繋ぐ機能」により相互に接続されたネットワークについては、End-To-End の品質を

定めることは現実的でなく、現行ルールと同様に各事業者が構成するそれぞれのサービス区間にお

いて品質を担保することが必要。 

考え方３－13 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】 

 異なる事業者が相互に接続されたネットワークにおいての End-To-End の品質を定めることは現実的ではなく、現

行のルールと同様に、各事業者が構成するそれぞれのサービスの区間において品質を担保することが必要である

と考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

考え方３－12のとおり。 

意見３－14 ＩＰ網への移行に伴う技術基準等については、国際的な技術動向を踏まえたスタンダードな

技術基準とすべき。 
考え方３－14 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保  

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

 

【意見内容】  

メーカの国際競争力向上の観点においても、国際的な技術動向を踏まえた最新のスタンダードな技術による実

現が望ましいと考えます。 

 

【一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会】 

御意見については、今後の検討に当たっての参

考として承る。 

意見３－15 メタルＩＰ電話を現在の「アナログ電話」とユニバーサルサービスとして提供されるオプション

として位置付けることに賛同。 
考え方３－15 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

・ メタルＩＰ電話は、2025 年頃にＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の中継交換機等が維持限界を迎えることにより、「ア

ナログ電話」の利用者が直ちに０ABJ-ＩＰ電話（光ＩＰ電話含む）や光ブロードバンドに移行できない場合の適切な

補完措置として提供されるものであること、メタルＩＰ電話のアクセス回線の範囲が「アナログ電話」と同様であるこ

とを踏まえると、メタルＩＰ電話を現在の「アナログ電話」とユニバーサルサービスとして提供されるオプションとして

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 
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位置づけることについては賛同します。 

・ また、今後のユニバーサルサービス制度を検討する上で、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本がメタルＩＰ電話に関する

アクセス回線（無電柱化に伴う光ファイバーや無線等での代替提供）を含めた詳細な設備構成や今後の光化スケ

ジュールを接続事業者等に開示する必要があると考えます。 

よって、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本による、メタルＩＰ電話に関するアクセス回線を含めた詳細な設備構成の早

急な開示の必要性については賛同します。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の加入電話については、ＩＰ網へ移行した後のメタルＩＰ電話についても、利用者から見た場合の位置

付けに何ら変化はないものと考えます。そのため、メタルＩＰ電話を、現在の「アナログ電話」と共に、ユニバーサル

サービスとして提供されるオプションとして位置づけることが適切であると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見３－16 ユニバーサルサービスの在り方については、中長期的には重要な課題と考えるが、まずは

「固定電話」をＩＰ網へ円滑に移行していくための諸課題を整理していくことが先決。将来のユニバーサ

ルサービスの在り方については、今後の技術革新や市場環境の変化を踏まえた上で、ユニバーサル

サービスとしての「音声通話」の在り方の議論を技術中立的かつ経済合理的な観点から行い、国民的

なコンセンサスを得ながら慎重に進めていくことが必要。 

考え方３－16 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

・ ユニバーサルサービスの在り方については、本検討の整理が図られた後に、国民的なコンセンサスを得ながら

進めるべき 

ユニバーサルサービスの在り方については、中長期的には重要な課題と考えますが、ＩＰ網への移行準備等に

要する期間を考慮すると、まずは「固定電話」をＩＰ網へ円滑に移行していくための諸課題を整理していくことが先

決であると考えます。 

その上で、将来のユニバーサルサービスの在り方については、今後の技術革新や市場環境の変化を踏まえた

上で、ユニバーサルサービスとしての「音声通話」の在り方の議論を技術中立的かつ経済合理的な観点から行

い、国民的なコンセンサスを得ながら慎重に進めていくことが必要と考えます。 

 

【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、ユニバーサルサー

ビスとして位置付けられている固定電話について

は、技術の進展に伴い、光ファイバや無線を含む多

様な手段で可能になってきているが、現在のアナロ

グ電話と同様の内容・提供条件によるサービスの提

供の可能性が明らかになっていない。そのため、今

後のユニバーサルサービスについては、引き続き論

点を整理していくことが必要である。 

また、現在、ユニバーサルサービスとして確保され

るべきものとして固定の電話についてコンセンサス

が得られてきたが、今後どのようなサービスが最低

限度のサービスとして利用者から求められるのか見

極めていく必要がある。 

【意見内容】 
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ユニバーサルサービス収支は、2015 年度において約 800 億円(ＮＴＴ東西計)の赤字となっており、「固定電話」市

場が縮小を続ける中、このような大幅な赤字をＮＴＴ東西のみの負担で賄っていこうとしても、いずれ限界がくるもの

と考えます。 

こうした状況を踏まえると、ユニバーサルサービス制度の在り方については中長期的には重要な課題ですが、Ｐ

ＳＴＮからＩＰ網への移行準備等に要する期間を考慮すると、まずはメタルの「固定電話」を円滑にＩＰ網へ移行させて

いくための諸課題を整理していくことが先決であると考えます。 

その上で、将来のユニバーサルサービスの在り方については、今後の技術革新や市場環境の変化を踏まえた上

で、ユニバーサルサービスとしての「音声通話」の在り方の議論を技術中立的かつ経済合理的な観点から行い、国

民的なコンセンサスを得ながら慎重に進めていくことが必要と考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見３－17 メタルＩＰ電話について、ユニバーサルサービスと位置付けることを求める。固定電話全般に

ついて、提供媒体を問わずユニバーサルサービスと位置付けることを求める。 
考え方３－17 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

・ ユニバーサルサービスについて 

メタルＩＰ電話については、ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）と位置づけることを求めます。固定電

話全般については、「基本的な考え方」で述べた視点で、提供媒体を問わずユニバーサルサービス（基礎的電気

通信役務）と位置づけることを求めます。 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

考え方３－16のとおり。 

 

意見３－18 今後のユニバーサルサービスの論点整理の考え方について賛同。論点整理に当たっては

携帯電話も含め、幅広く整理する必要があると考える。 
考え方３－18 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

現在ユニバーサルサービスの対象となっているのはアナログ電話(と第一種公衆電話)だけですが、携帯電話や

ブロードバンドサービスの普及により、実情にそぐわなくなっているのは明らかです。そのため、今後のユニバーサ

ルサービスについて、総務省をはじめ関係者による意見交換と合意形成の場が必要と考えます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

考え方３－16のとおり。 
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意見３－19 今後のユニバーサルサービスの論点整理の考え方について賛同。論点整理に当たっては

携帯電話も含め、幅広く整理する必要があると考える。 
考え方３－19 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

・ 今後のユニバーサルサービスの論点整理の考え方について賛同します。  

・ 論点整理にあたっては、１次答申（案）の趣旨に則り、固定電話のみに焦点を絞るのではなく、携帯電話も含め、

幅広く整理する必要があると考えます。 

 

【株式会社ケイ・オプティコム】 

考え方３－16のとおり。 

意見３－20 今後のユニバーサルサービスの在り方について、どのようなサービスが最低限度のサービ

スとして利用者から求められているかを見極めた上で、検討を進める必要があることに賛同。 
考え方３－20 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

 

【意見内容】 

賛同します。公正な競争環境整備に向けて引き続き検討していく必要があると考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

考え方３―16のとおり。 

【意見内容】 

答申案のとおり、ユニバーサルサービス制度の在り方については、今後どういったサービスが最低限度のサービ

スとして利用者から求められているかを見極めた上で、検討を進める必要があると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見３－21 メタルＩＰ電話について、特定電気通信役務として位置付け、現行の加入電話と同等の利用

者料金規制を課すことは適当。光ＩＰ電話も特定電気通信役務として位置付け、利用者料金規制の対

象とすべき。 

考え方３－21 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．３ 利用者料金規制の在り方 

 

一次答申（案）で述べたとおり、メタルＩＰ電話につ

いては、特定電気通信役務として位置付けることが

適当と考えられる。 

光ＩＰ電話やブロードバンドサービスについては、
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【意見内容】 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が今後提供するメタルＩＰ電話は、利用者利益に及ぼす影響が大きい固定電話サー

ビスとして現在の加入電話と同様の性格を有するものと考えられることから、メタルＩＰ電話を特定電気通信役務と

して位置づけ、現行の加入電話と同等の利用者料金規制を課すことについては賛同します。 

・ 一方で光コラボレーションを含めたＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の光ＩＰ電話の契約者が増加していることから、

今後のＩＰ網移行に伴い、0ABJ-ＩＰ（光ＩＰ電話含む）電話市場においてもＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の市場支配

力が増大することが想定されるため、光ＩＰ電話を特定電気通信役務として位置づける必要があると考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

利用者の数、範囲等からみた利用者利益の影響を

踏まえつつ、特定電気通信役務の対象として位置付

け、プライスキャップ規制を課す必要があるか、総務

省において検討することが必要である。 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西が今後提供するメタルＩＰ電話は、利用者の立場で見た場合、現在の加入電話と何ら変わりがないこと

から、メタルＩＰ電話を特定電気通信役務として位置付け、利用者料金規制を課すことが適当です。 

また、ＮＴＴ東・西の提供している光ＩＰ電話についても、加入電話の主な移行先として想定されていることから、そ

のベースとなっているブロードバンドサービスとあわせて特定電気通信役務として位置付け、利用者料金規制の対

象とすることを検討すべきと考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見３－22 光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスにプライスキャップ規制を導入する必要はない。光ＩＰ

電話や光ブロードバンドの普及拡大は、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行により固定電話をいか

に維持していくかという今回の議論とは切り離すべき。 

考え方３－22 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．３ 利用者料金規制の在り方 

 

【意見内容】 

・ 光ＩＰ電話や光ブロードバンドの競争政策については、本議論とは切り離すべき 

光サービスの普及拡大は、多様なプレイヤーが光を活用して提供する様々なアプリケーションやコンテンツ等を

充実していくことにより実現していくものと考えます。 

私どもは、こうした考えのもと、一昨年より「光コラボレーションモデル（光のサービス卸）」の提供を開始したとこ

ろです。その結果、光回線やその上で提供される１アプリケーションである光ＩＰ電話についても、多様なプレイヤー

のサービスとして提供されており、こうしたプレイヤーにとってのビジネスの自由度や柔軟性を確保する観点から、

原則自由な競争に委ねるべきであると考えます。例えば、プライスキャップ規制は、競争原理が機能しにくい市場

における料金規制であり、現に市場競争下で価格が決定されている光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスに本規

制を導入する必要はないと考えます。 

このように、光ＩＰ電話や光ブロードバンドの普及拡大と、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行により固定電話

をいかに維持していくかという今回の議論とは直接関係しないことから、本議論とは切り離すべきと考えます。 

考え方３－21のとおり。 
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【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見３－23 メタルＩＰ電話についても、現行の加入電話と同等の利用者料金規制を課すことを求める。 考え方３－23 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．３ 利用者料金規制の在り方 

 

【意見内容】 

・ プライスキャップ制について 

メタルＩＰ電話についても、現行の加入電話と同等の利用者料金規制（プライスキャップ規制等）を課すことを求

めます。 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

考え方３-21のとおり。 

意見３－24 ＦＴＴＨサービスは、競争環境の維持・促進が図られていること等から、光ＩＰ電話やブロード

バンドサービスに対してプライスキャップ規制を課すことは適切ではない。 
考え方３－24 

【意見対象箇所】 

３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．３ 利用者料金規制の在り方 

 

【意見内容】 

ブロードバンド（ＦＴＴＨ）サービスは、現在、事業者の光ファイバーケーブルの自己設置により競争環境の維持・

促進が図られており、プライスキャップ規制を課すべきではないと考えます。   

また、光ＩＰ電話については、ブロードバンド（ＦＴＴＨ）契約に重畳されて提供されるサービスであり、ブロードバンド

（ＦＴＴＨ）サービスは、前述のとおり競争環境の維持・促進が図られていることから、光ＩＰ電話に対してもプライスキ

ャップ規制を課すべきではないと考えます。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

考え方３－21のとおり。 

【意見内容】 

・ ＦＴＴＨのように競争が進展している市場に対し、プライスキャップ規制を課すことは、適切ではないと考えます。 

・ 2015 年 3 月のプライスキャップの運用に関する研究会の報告書によると、「プライスキャップ制度は、競争が十

分に進展していないため、市場メカニズムを通じた適正な料金水準の形成が困難であることが想定されるサービ

ス（指定電気通信役務）のうち、利用者の利益に及ぼす影響が大きい、国民生活・経済に必要不可欠なサービス

（特定電気通信役務）に対し、料金水準の上限を定める制度」と整理されています。  

・ そのような中、ＦＴＴＨサービスに対してプライスキャップ規制をかけることは、当該制度の趣旨に反するもので

す。  

・ また、光ＩＰ電話はＦＴＴＨに重畳されて提供されるサービスであり、ＦＴＴＨが競争が進展していることを踏まえる
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と、光ＩＰ電話に対してプライスキャップ規制を課すことも適切ではないと考えます。 

 

【株式会社ケイ・オプティコム】 

【意見内容】 

プライスキャップ規制は、競争原理が機能しにくい市場における料金規制であり、現に市場競争下で価格が決定

されている光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスに本規制を導入する必要はないものと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 
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４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 関係 

意見４－１ 原則的にＮＴＴに代替サービスを確保させるとともに、技術水準や料金水準を維持担保させ

るべき。また、周知については、期間・周知方法を含めた十分な対応を求める。 
考え方４－１ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

・ 代替サービスについて 

ＩＰ網への移行に伴い終了されるサービスについては、原則的にＮＴＴに代替サービスを確保させるとともに、

技術水準や料金水準を維持担保させることを求めます。 

 

・ 利用者周知について 

移行に伴う利用者・事業者への周知については、期間、周知方法を含めた十分な対応を求めます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

一次答申（案）に示したとおり、電気通信事業者

が、他の事業者によって十分に提供されないような

電気通信サービスを終了する場合の適切な取組の

確保に関するルールの導入について検討を行うこと

が適当である。 

あわせて、そのルールの内容としては、当該サー

ビスを終了しようとする電気通信事業者が、「利用者

に対する品質・コスト等の面で実施的に支障なく利用

可能な代替サービスの提案・提供」等の取組を実施

していることについて総務省が事前に確認すること

や、「最低限必要とされる周知期間の確保」「利用者

に加え、関係団体・企業等を含む利用者以外への一

般的周知の実施」等の取組を行うこと等について検

討することが適当である。 

意見４－２ 現在検討中の「メタルＩＰ電話上のデータ通信の提供」について、検討結果を明記していただ

きたい。指令システムの機能の一部として利用しているサービス利用できなくなる可能性があり、対応

を検討する必要がある。 

考え方４－２ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＰ網へ移行後、ディジタル通信サービスの提供が終了するとのことで、指令システムの機能の一部として利用し

ている「でんわばん」サービスが現状の機器では利用できなくなると考えられます。 現在、「メタルＩＰ電話上のデー

タ通信の提供」について検討を表明しているとのことですが、検討結果について明記していただきたいと感じます。 

現状では、指令台の更新時期を待たずして中継網のＩＰ化が進んだ場合には「でんわばん」サービスが利用でき

なくなる可能性があるため、対応を検討する必要があります。 

 

【呉市消防局】 

一次答申（案）に示したとおり、ＮＴＴ東日本・西日

本からは、｢補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）｣

の提供可否を｢可能であれば2016年度内｣に、また、

当該補完策の提供開始時期及びＩＮＳネット（ディジタ

ル通信モード）の終了時期を｢可能な限り2017年度

の早い時期｣に、それぞれ公表するなどの考えを表

明していた。今般、更に、３月13日付けで、ＮＴＴ東日

本・西日本より、上記補完策について、2016年９月以

降実施した検証の結果、「ＩＮＳネット（ディジタル通信

モード）とは全く同一の品質とはならないものの、端

末間のデータ通信が可能なことが確認できた」とし

て、提供開始を決定した旨が公表されるとともに、補

完策の提供開始時期及びＩＮＳネット（ディジタル通信

モード）の終了時期について、補完策の料金・提供
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条件と併せて、「2017年４月以降早期」に示す考えが

公表されたところである。 

一次答申（案）において、その旨を追記することと

する。 

なお、緊急通報受理機関の指令台に関しては、考

え方２－４のとおり。 

意見４－３ ＩＮＳネットのパケット通信モードについても廃止の計画があるのであれば、早い段階での周

知と代替手段提供の検討などを望む。 
考え方４－３ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

「ＩＮＳネット」サービスに関して、ディジタル通信モードの終了については議論されていますが、もう一つの「パケッ

ト通信モード」については話題になっていません。当面は継続されるということだと思いますが、こちらについても廃

止の計画があるのであれば、継続される「電話網移行円滑化委員会」の中で、早い段階での周知と代替手段提供

の検討などを望みます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

現時点において、御意見にあるような、ＩＮＳネット

（パケット通信モード）について廃止する計画がある

といった事実については承知していないが、電気通

信サービスの提供の終了に当たっては、利用者等

関係者への周知や代替手段の紹介・説明等の取組

が適切に実施されることが求められる。 

 

意見４－４ ＮＴＴ東日本・西日本が移行に伴い提供を終了すると表明しているサービスについて、その

サービスの利用者に対し代替サービスの提供サービス終了時期の後ろ倒し等、調整することを希望。 
考え方４－４ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

「ノーリンギング通信」に関して 400 回線となっていますが、これは発呼（発信）側の回線数であり、機械 

警備の着信側には少なくとも数万回線で「ノーリンギング通信」を利用していると思われます。「ノーリンギング通信」

を利用しないシステムへの切替期間を考慮頂き、「ノーリンギング通信」終了に伴う代替手段や補完策の検討、サ

ービス終了時期の後ろ倒し等、利用業界との調整を希望します。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

「ノーリンギング通信」は、御意見で示されている

機械警備をはじめ、電気・ガス・水道に係るメーター

検針などにも広く活用されているサービスである。こ

うした点を踏まえ、ＮＴＴにおいては、利用業界への

意見聴取等を通じて利用実態や利用ニーズの把握

に努めながら、当該サービスの代替手段の紹介・説

明等を含む取組を実施していくことが求められる。 

また、併せて御意見に示されている「ピンク電話」

なども、上記「ノーリンギング通信」と同様に、ＮＴＴに

よりＰＳＴＮマイグレーションに合わせて提供終了見

込みである旨が表明されているサービスであり、ＩＰ
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【意見内容】 

公衆電話が減少する中、「ピンク電話」は携帯電話等が利用できない場合の通信手段として重要である。「ナン

バー・アナウンス」「ナンバーお知らせ 136」は、専用の電話機を用意せずとも安価に発信者の電話番号を知ること

ができ、電話を使用した詐欺などのトラブル対策にも役に立つ。何らかの代替サービスが提供されることが望まし

い。 

 

【個人 G】 

網への移行を円滑に進め、また、利用者の利益を保

護する観点からは、これらサービスの利用者に対し

て代替手段が適切に提供されることは重要であるこ

とから、ＮＴＴにおいては、これらサービスの代替手

段の紹介・説明等の取組を実施していくことが求めら

れる。 

意見４－５ 現状の無線サービスではラジオ放送の音声伝送を目的とした場合の代替案とすることは困

難。ＮＴＴ東日本・西日本においては、帯域保証・低遅延等の要件を満たす新たな無線サービス開発

の後押しを含め検討していただきたい。 

考え方４－５ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

「他事業者が提供する『無線』」が指すものの一つとして、モバイル通信キャリア 3 社が提供する無線通信サービ

スが考えられるが、現状のサービスでは、これまでＩＮＳネット（ディジタル通信モード）で実現されていた「帯域保

証」、「低遅延」のサービス要件が満たされておらず、伝送容量が不安定な（揺らぎがある）通信環境であることによ

り伝送された符号化データを復号した音声に瞬断が発生する恐れがあるため、ラジオ放送の音声伝送を目的とし

た場合の代替案とすることは困難である。 

ＮＴＴ東日本・西日本殿においては、現時点で本用途における有効な代替案となる「無線」サービスが存在しない

ということをご認識いただき、「帯域保証」、「低遅延」等の要件を満たす新たな「無線」サービス開発の後押しを含め

検討して頂きたい 

 

【株式会社ニッポン放送】 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後、ＮＴＴとして

留意する必要がある点として、｢各代替案が有する

品質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者から

のニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善

を図ること｣｢各団体・企業からの意見・要望等を踏ま

え、利用用途ごとに考えられる課題等に対して丁寧

に対応すること｣等を掲げており、ＮＴＴにおいては、

これらの点について丁寧な対応を行っていく必要が

ある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況については、一次答

申（案）に示したとおり、今後も電話網移行円滑化委

員会・「利用者保護ＷＧ」において随時確認していく

ことが適当である。 

意見４－６ ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応について、一次答申（案）に賛同。 考え方４－６ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

関係企業・団体の意見も踏まえ、ＮＴＴが実施すべき対応を検討し、実際のアクションに繋げられたことは、大きな

成果であったと考える。 

 

【一般社団法人電子情報技術産業協会 ＥＣセンター】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 
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【意見内容】 

現時点で、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）で提供されていた品質・コスト（帯域保証、低遅延、サービスエリア、

低コスト、短納期）に見合ったＩＰサービスが実現されていないことに鑑み、ＮＴＴ東日本・西日本殿には、是非とも継

続的に、利用者からのニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善を図って頂きたい。 

 

【株式会社ニッポン放送】 

意見４－７ 一次答申（案）に賛同。今後も電話網移行円滑化委員会・「利用者保護 WG」において確認す

ることを希望。 
考え方４－７ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

弊社はＩＮＳネット（ディジタル通信モード）を利用した、高音質音声伝送用機器を多く所有し、ＩＮＳネットの終了は

極めて重要な課題として認識しております。 

本答申（案）では電気通信事業者において、ＩＮＳネットの代替案や補完策、及び、サービス終了時期、周知など

について利用者側に立った検討の必要性が表現されており、賛同いたします。 

さらに、今後においても電話網移行円滑化委員会・「利用者保護 WG」を有効に機能させる事が表現されており、

期待しております。 

 

【株式会社ＴＢＳラジオ】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

【意見内容】 

・ 方針案に賛成します。 

・ 当社が利用しているＩＮＳサービスについては、その代替案、補完策、利用料、補完策の実施にかかる工事期間

等については、まだ不明な点が多々あり、不安を抱えています。従いまして、報告書にありますように、今後とも関

係委員会による関係者からの意見聴取の場の設定と情報周知などを臨機応変に設定していただけるよう希望し

ます。 

 

【横浜エフエム放送株式会社】 

【意見内容】 

電話網移行円滑化委員会・「利用者保護ＷＧ」において、ＮＴＴによる取組の進捗状況を確認することは効果的で

あった。引き続き、電話網移行円滑化委員会・「利用者保護ＷＧ」における確認を進めて頂きたい。 

 

【一般社団法人電子情報技術産業協会 ＥＣセンター】 
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意見４－８ 補完策の検証結果の公表をはじめとするＮＴＴの取組の進捗について、利用者保護ＷＧを実

際に開催しＮＴＴからの報告を受け、それに対する各業界団体等の意見も踏まえ、十分な議論を積み

重ねた上で、サービス終了時期・移行スケジュールを決定することを希望。 

考え方４－８ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴うＮＴＴ東日本・西日本（以下、両社をあわせて「ＮＴＴ」という。）の補

完策については、今後、各業界団体等による検証結果が（本年３月までに）順次公表されることとされている（平成

28 年 10 月 25 日 第４回利用者保護ＷＧ「資料 利４－３」を参照）。 

今回の一次答申案においては、「ＮＴＴによる取組の進捗状況については、今後も電話網移行円滑化委員会・

「利用者保護ＷＧ」において、ＮＴＴからの報告や各利用団体・企業からの意見聴取等を通じて随時確認する」ことと

されているが、補完策の検証結果の公表をはじめとするＮＴＴの取組の進捗については、電話網移行円滑化委員

会・「利用者保護ＷＧ」を実際に開催してＮＴＴからの報告を受け、それに対する各業界団体等の意見も踏まえ、十

分な議論を積み重ねたうえで、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）のサービス終了時期・移行スケジュールを決定い

ただきたい。 

（理由） 

銀行業界は、エレクトロニックバンキングやファームバンキング等の決済サービスの通信インフラとしてディジタ

ル通信モード等のＩＰ網への移行に伴い終了するサービスを使用している。 

仮にＮＴＴが各業界団体等との間で個別にＩＰ網への移行に向けた議論を重ねた場合には、各業界団体等は他

の業界団体等の意見を俯瞰できないこととなるが、本来、ＩＰ網への移行に当たって各業界団体等は各々の利用者

への広範な対応が求められており、必要に応じて、各業界団体と足並みを揃えた対応が必要となる。 

以上のことから、各業界団体等がオブザーバーとして出席する電話網移行円滑化委員会・「利用者保護ＷＧ」を

実際に開催し、移行に伴い終了するサービスの終了時期・移行スケジュールを議論・検討を重ねる必要があると考

えるため。 

 

【一般社団法人 全国銀行協会】 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

こうした点を踏まえ、一次答申（案）では、ＩＮＳネッ

ト（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応につい

て、今後ＮＴＴとして留意する必要がある点として、

｢サービスの終了時期の早期公表に加え、各利用業

界との調整・連携予定等を含むより具体的なスケジ

ュールの早期公表を行うこと｣等を掲げており、ＮＴＴ

においては、これらの点について丁寧な対応を行っ

ていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

 

意見４－９ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の全般的な考え方は正しい方向性である。ＥＤＩで利用している電

気通信サービスが終了する場合は、利用者全ての移行完了までに充分な期間が必要であり、サービ

ス終了の後ろ倒しと補完策のセットで検討を進める必要がある。また、移行期間には代替手段の検

討・接続テスト等を行う必要があり、あらかじめ、サービス終了に関する一定のルールが必要。 

考え方４－９ 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留
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【意見内容】 

(1) 方向性について 

・ 一般社団法人 情報サービス産業協会（JISA）ＥＤＩタスクフォースでは平成 28 年 10 月に「ＩＮＳネットディジタル

通信モード終了によるＥＤＩへの影響と対策 V1.1.2」を公表し、ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）からＩＰ網への移行の全

般的な考え方は、正しい方向性であるとしています。 

（ご参照：http://www.jisa.or.jp/publication/tabid/272/pdid/ＥＤＩ_report/Default.aspx） 

従いまして、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）を使用している現行ＥＤＩは、他の代替手段に移行を行う必要があ

りますが、ＮＴＴ東西提供の代替策（データコネクト等）では、ＥＤＩ用途（汎用性や複数企業間の相互接続が必要）

では適さないため、グローバルで主流になりつつあるインターネットＥＤＩへの移行を行うべきだと考えます。 

 

(2) ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）サービス終了時期及び補完策の早期公表について 

・ 利用者全ての他の代替手段への移行が完了するまで長期間を要するため、充分な移行期間（5～10 年程度）を

設ける必要があり、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）サービス終了の後ろ倒しと補完策のセットで検討を進める必

要があると考えます。 

・ 但し、補完策はＮＴＴ東西提供の検証環境での JISA（ＥＤＩタスクフォース）テスト結果により、ＩＰ化によるデータ伝

送遅延（状況にもよりますが、現行のＩＮＳ利用と比較して１．２～３．０倍程度）が発生することが判っており、補完

策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）はインターネットＥＤＩ等への移行がＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了時

期までに完了しなかった場合の期間限定の「救済策」の位置づけとすべきと考えます。 

（JISA の補完策検証環境テスト結果については、ＮＴＴ東西のホームページにて公表しています 

  ＮＴＴ東：http://web116.jp/phone/testbed/results.html 

  ＮＴＴ西：http://www.ntt-west.co.jp/denwa/testbed/result.html） 

・ 各業界団体や企業にて、インターネットＥＤＩへの移行を円滑に進めるためには、上記「補完策」の特性（データ遅

延）を理解し、位置づけを判断した上で移行計画を立てる必要があり、ＮＴＴ東西より「ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了時期」及び「補完策」の内容（特性や価格に関する考え方等）を早期に発表すべきと考えます。 

また、「補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）」は、期間限定の「救済策」の観点から、ＮＴＴ東西より提供終了時

期も同時期に公表すべきだと考えます。 

 

(3)電気通信サービス終了時のルール化について 

・ 上記の様にＥＤＩで利用している電気通信サービスが終了する場合、充分な移行期間（業界団体や企業による代

替手段の検討～代替手段の準備～全接続相手との移行調整・移行テスト等）が必要となるため、あらかじめ、電

気通信サービス終了に関する一定のルール（代替サービスの準備や充分な期間を設けた事前周知等）が必要と

考えます。 

 

【一般社団法人 情報サービス産業協会】 

意する必要がある点として、｢サービスの終了時期の

早期公表に加え、各利用業界との調整・連携予定等

を含むより具体的なスケジュールの早期公表を行う

こと｣等を掲げており、ＮＴＴにおいては、これらの点

について丁寧な対応を行っていく必要がある。 

 

意見４－10 補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）は正式には公表されておらず、詳細なサービス仕

様・料金なども不明。ＮＴＴ東日本・西日本は、できるだけ早くサービス仕様・料金等を公表すべき。 
考え方４－10 

【意見対象箇所】 補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に
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４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネットのディジタル通信モード終了に伴い、ＮＴＴ東西が検討中としている「補完策」（メタルＩＰ電話上のデータ

通信）について、まだ正式には公表されておらず詳細なサービス仕様・料金なども不明です。ＮＴＴ東西は、補完策

の提供可否を 2016 年度中、提供開始時期およびＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了時期を 2017 年度の早

い時期に公表するとしていますが、それぞれできるだけ早い時期に、サービス仕様や料金を含めて公表されること

を望みます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

ついては、考え方４－２のとおり。 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留

意する必要がある点として、｢現在検討中とされてい

る補完策に係る提供条件を早期に確定・公表するこ

と。その際、補完策の利用希望者における追加負担

が可能な限りかからないようにすること｣等を掲げて

おり、ＮＴＴにおいては、これらの点について丁寧な

対応を行っていく必要がある。 

意見４－11 ＮＴＴが提供している検証環境を利用し、補完策の実機検証を実施したところ、一部では画

像や音声が遅延する等の結果が出た。補完策の更なる改善・改良を強く希望する。 
考え方４－11 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）終了に伴う補完策を想定したＮＴＴが提供している検証環境を利用した実機検

証を実施しました。その結果、一部のシステムでは画像や音声が遅延される等、実運用に使用できない結果となっ

たため、補完策については現行のＩＮＳネット（ディジタル通信モード）と遜色ない同等の信頼性・品質となるよう、更

なる改善・改良がなされることを強く希望します。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）は様々な用途で

利用されており、その利用用途によって当該補完策

に対するニーズも異なると考えられる。 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留

意する必要がある点として、｢各代替案が有する品

質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者からの

ニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善を

図ること｣｢各団体・企業からの意見・要望等を踏ま

え、利用用途ごとに考えられる課題等に対して丁寧

に対応すること｣等を掲げているところであり、ＮＴＴに

おいては、補完策の提供に際しても丁寧な対応を行

っていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

意見４－12 ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）を利用した施設は多く、変換アダプタの追加やＩＰ対応の

端末装置への変更は時間とコストを要する。利用者が計画的な移行を実施できるよう十分な情報の

できるだけ早い公表、周知を希望。 

考え方４－12 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留
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４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）を利用した対象施設が多数存在するため、変換アダプタの追加やＩＰ回線対応

の端末装置（場合によっては互換性の問題から末端のセンサー類まで）に変更を行うのは時間とコストを要します。

警備会社やその契約者が計画的な移行を実施できるよう十分な情報をできるだけ早く公表、周知してほしいと考え

ます。現段階では２０１７年度夏～秋頃に２次答申として示される予定となっていますが、遅れることのないよう、な

るべく早い段階での公表、周知をお願いします。 

 

【一般社団法人 全国警備業協会】 

意する必要がある点として、｢サービス終了時期の早

期公表に加え、各利用業界との調整・連携予定等を

含むより具体的なスケジュールの早期公表を行うこ

と｣｢他事業者や利用団体・企業におけるサービス利

用実態の把握を行い、移行に関してはこれらの者と

早期に調整・連携を図りつつ、業界横断的な対応を

図ること｣等を掲げており、ＮＴＴにおいては、これら

の点について丁寧な対応を行っていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

意見４－13 代替案等の提供条件の検証については、従来と同様のサービス品質を担保することが必

須であり、本マイグレーション実施の条件であると考える。補完策等の検証環境の提供については、ラ

ジオ放送事業者が支障なく事業を継続できるような補完策を引き続き検証し、確立するよう要望する。

利用者保護を確保するためのルール化を検討することは賛成。移行計画の内容、スケジュールは、Ｎ

ＴＴと利用者双方が合意した上で実施することをルールに盛り込むべき。 

考え方４－13 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネット（デジタル通信モード）の終了に伴う対応においては、 

①代替案等の提供条件の検証 

②補完策等の検証環境の提供 

が必須である。 

①については、従来のＩＮＳネット(デジタル通信モード）と同様のサービス品質、即ち 

・ 伝送帯域が保障されていること 

・ 場所を選ばず、短期間で低コストで開通できること 

・ ダイアルアップ接続であること 

・ 臨時回線が容易に利用できること 

等を代替案において担保することが必須であり、本マイグレーション実施の条件であると考える。 

②については現在、メタルＩＰ電話上のデータ通信を利用することで検証中であるが、ラジオ放送事業者が支障な

く事業を継続できるような補完策を引き続き検証し、確立するよう要望する。 

ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションを実施することに伴う利用者保護を確保するためのルール化を検討

することは賛成である。 

当該ルール制定においては、利用者が本マイグレーションにより不利益を蒙らないことを最大限に考慮した上で

制定されるべきであり、移行計画の内容、スケジュールについては、ＮＴＴ殿、利用者双方が合意した上で実施する

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留

意する必要がある点として、｢各代替案が有する品

質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者からの

ニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善を

図ること｣｢各団体・企業からの意見・要望等を踏ま

え、利用用途ごとに考えられる課題等に対して丁寧

に対応すること｣等を掲げているところであり、ＮＴＴに

おいては、これらの点について丁寧な対応を行って

いく必要がある。 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

補完策における利用用途ごとの課題等に対するＮ

ＴＴ東日本・西日本の対応については、考え方４－11

のとおり。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

利用者保護を確保するためのルール化について

は、総務省において検討することが適当であり、御

意見についてはその際の参考とすることが適当であ

る。 
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ことをルールに盛り込むべきである。 

 

【株式会社エフエム東京】 

意見４－14 補完策および代替案の検証の結果、代替可能であることの確認がなされた上での、サービ

ス終了時期の決定、公表を希望。 
考え方４－14 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

補完策および代替案の検証の結果、代替可能であることの確認がなされた上での、サービス終了時期の決定、

公表をお願いしたい。 

 

【株式会社ニッポン放送】 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

電話網移行円滑化委員会・｢利用者保護ＷＧ｣に

おいては、御意見のような要望があった一方、一部

の利用団体・企業からは、予見可能性の確保等の

観点から、サービス終了時期について早期に公表し

てほしい旨の要望も出されたところである。 

これについて、一次答申（案）では、ＮＴＴによるＩＮ

Ｓネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応に

ついては、｢代替案等の提供条件の検証｣｢補完策等

の検証環境の提供｣｢サービス終了時期・移行スケジ

ュール作成｣等のいずれの点にも留意して取り組む

必要があるとしている。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

意見４－15 ＩＰ網への移行が光ファイバの使用を前提だとすると、公共施設等からラジオ放送用音声の

データ伝送を行うためには、それらの施設が光配線のための屋内設備を有していることが必要とな

る。これら施設の所有者等に対し、ＮＴＴ東日本・西日本主導で周知を行い、「光回線を利用できる環

境」の整備を推進することを希望。 

考え方４－15 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）では、回線利用にあたって必要とされる線種がメタル線であったが故に、屋

内、屋外を問わず「柔軟な引き回し」が容易に可能であった。一方、ＩＰ網への移行が光ファイバーの使用を前提に

なされているとすると、これまでと同様に各地の運動施設、公共施設や商業施設などからラジオ放送用音声のデー

タ伝送を行うためには、それらの施設が「配管等を含む光配線のための屋内設備」を有していることが必須となる。 

これら施設の所有者ならびに設備管理者に対しても、ＮＴＴ東日本・西日本殿主導で周知を行い、「光回線を利用

できる環境」の整備を推進して頂きたい。 

一次答申（案）に示したとおり、ＮＴＴ東日本・西日

本は、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の代替案と

して、光回線及びＩＰ対応の端末又はＩＰ変換アダプタ

を利用者が調達することが前提の「ひかり電話デー

タコネクト」、「ＩＰ－ＶＰＮ」及び他事業者が提供する

「無線」を提案している。また、光回線の敷設が困難

な利用者がサービス提供終了時期までに端末更改

が困難な利用者に向けた当面の利用策として、既存

のメタルケーブルを利用する「メタルＩＰ電話上のデー

タ通信」の提供の検討を表明し、今般、３月13日付け

で、ＮＴＴ東日本・西日本より、上記補完策について、
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【株式会社ニッポン放送】 

2016年９月以降実施した検証の結果、「ＩＮＳネット

（ディジタル通信モード）とは全く同一の品質とはなら

ないものの、端末間のデータ通信が可能なことが確

認できた」として、提供開始を決定した旨を公表する

とともに、補完策の提供開始時期及びＩＮＳネット（デ

ィジタル通信モード）の終了時期について、補完策の

料金・提供条件とあわせて、「2017年４月以降早期」

に示す考えが公表されたところである。 

ＩＰ網への移行に伴っては、光回線への移行促進

は重要な課題であり、公正競争の下での事業者によ

る基盤整備を基本としつつ、引き続き、光ブロードバ

ンド等の未整備地域に対して、例えば、総務省の「情

報通信基盤整備推進事業」の活用を通じた公的主

体による整備の支援を進めていく必要がある。 

一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル通信モ

ード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴとして留

意する必要がある点として、｢各代替案が有する品

質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者からの

ニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善を

図ること｣｢各団体・企業からの意見・要望等を踏ま

え、利用用途ごとに考えられる課題等に対して丁寧

に対応すること｣等を掲げているところであり、ＮＴＴに

おいては、周知の実施に際しても、御意見のような

考えがあることを考慮しつつ、丁寧な対応を行ってい

く必要がある。 

意見４－16 代替案利用における制約事項や課題等を公表するとともに、早急に改善方針や課題対応

策を明示することを希望。 
考え方４－16 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

代替案に関しては、利用における制約事項や適用範囲、課題を公表するとともに、早急に対応時期を含め、改

善方針や課題対応策を明示して頂きたい。 

例えば、データコネクトが代替案として提示されているが、機器メーカが異なる場合に相互接続が保証されないと

いう課題は、ＥＤＩ利用の可否判断の重要なポイントである。よって、利用者が早期に判断を下せるよう、対応策を明

示して頂きたい。 

御意見で示されているような代替案に係る課題等

も踏まえ、一次答申（案）では、ＩＮＳネット（ディジタル

通信モード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴと

して留意する必要がある点として、｢各代替案が有す

る品質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者か

らのニーズを踏まえた改善策の検討を行い随時改

善を図ること｣｢現在検討中とされている補完策に係

る提供条件を早期に確定・公表すること。その際、補

完策の利用希望者における追加負担が可能な限り

かからないようにすること｣等を掲げており、ＮＴＴに
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補完策に関しては、提供条件と共に、現行のＩＮＳネット ディジタル通信サービスとの品質の差異を明確に公表

し、利用者が適切な採用可否の判断を下せるようにして頂きたい。 

また、補完策の目的が現状サービス利用の延命措置の位置づけであれば、利用者への影響の観点でサービス

終了時期を延期した場合との影響を比較検討の上、提供条件の早期確定と公表を進めて頂きたい。 

 

【一般社団法人電子情報技術産業協会 ＥＣセンター】 

おいては、これらの点について丁寧な対応を行って

いく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

意見４－17 接続事業者においては、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）と相互接続をして提供している

サービスも存在することから、補完策においても現状と同様に相互接続性が担保されること及び実環

境と同条件の環境下で検証試験が実施できるよう要望。 

考え方４－17 

【対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見】 

接続事業者においては、ＮＴＴ東西殿ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）と相互接続をして提供しているサービス

も存在することから、補完策においても現状と同様に相互接続性が担保されることを要望します。また、実環境（ＩＰ

-ＰＯＩ）と同条件の環境下で検証試験が実施できるよう、合わせて要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、ＩＮＳネット（ディジタ

ル通信モード）については、アクセス回線・中継網の

全てをＮＴＴ東日本・西日本が提供する場合や中継

網を接続事業者を提供する場合があるなど様々な

形態によって利用されているものである。 

接続事業者が利用者にサービスを提供するため

に不可欠な第一種指定電気通信設備に係る接続機

能等については、当該接続機能等の終了により、接

続事業者等は必ずしも自己都合によらない理由によ

って自らのサービスの変更・停止等をすることを余儀

なくされる等の影響をもたらす可能性があるため、サ

ービスを終了しようとする電気通信事業者は、これら

の者によるサービス提供に及ぼす影響に適切に対

応する必要がある。 

一次答申（案）においては、ＩＮＳネット（ディジタル

通信モード）の終了に伴う対応について、今後ＮＴＴと

して留意する必要がある点として、｢他事業者や利用

団体・企業におけるサービス実態の把握を行い、移

行に関してはこれらの者と早期に調整・連携を図り

つつ、業界横断的な対応をとること｣等を掲げてお

り、ＮＴＴにおいては、これらの点について丁寧な対

応を行っていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

意見４－18 一次答申（案）に示された「ＮＴＴにおいて引き続きＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了

に関する調整を進めていくに当たりＮＴＴが留意すべき点」を踏まえ、引き続き利用者・関係団体等へ

丁寧に対応していく。補完策の検証については、検証実施状況を継続的に把握し、必要に応じて検証

考え方４－18 
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環境の充実を図るとともに、今年度内に補完策の提供可否について公表する。具体的なスケジュー

ルについても可能な限り早い時期に明らかにしていく。 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１  移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

当社は、一次答申（案）において示された「ＮＴＴにおいて引き続きＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に関

する調整を進めていくにあたりＮＴＴが留意すべき点」を踏まえて、引き続き利用者・関係団体等へ丁寧に対応して

いく考えであり、そうした方々からのご意見やアドバイス等をいただきながら対応を充実していく考えです。 

ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）終了後の補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）については、検証環境を 2016

年 9 月より用意し、これまで既に 20 以上の関係団体・ベンダー等にご利用いただき、ＩＳＤＮ専用端末を取り替える

ことなく補完策をご利用可能であることを確認いただいております。検証実施状況を継続的に把握することで、必要

に応じて検証環境の充実を図るとともに、今後さらに進める検証の結果を踏まえて、今年度内に補完策の提供可

否について公表する考えです。 

さらに、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了時期の後ろ倒しを含めた具体的なスケジュールについても、ＩＰ

網への移行方法や移行時期に関する事業者間での検討を踏まえ、可能な限り早い時期に明らかにしていく考えで

す。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

一次答申（案）においては、ＩＮＳネット（ディジタル

通信モード）の終了に伴う対応について、補完策の

提供可否やＩＮＳ（ディジタル通信モード）の終了時期

の開示など、今後ＮＴＴとして留意する必要がある点

を整理している。ＮＴＴにおいては、これらの点につい

て丁寧な対応を行っていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 

補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）の提供に

ついては、考え方４－２のとおり。 

 

意見４－19 ＰＳＴＮマイグレーションに便乗した悪質販売勧誘等による消費者被害の発生防止に向けて

は、国民生活センター及び消費生活センターとの連携を深め、利用者に分かりやすく伝えていく。ま

た、利用者に合わせた問合せ窓口を設置することで、利用者の状況に合わせた適切な対応を実施す

る。 

考え方４－19 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１  移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＰＳＴＮマイグレーションに便乗した悪質販売勧誘等による消費者被害の発生防止に向けては、国民生活センタ

ー様及び消費生活センター様との連携を深めたいと考えており、当社は本年1月より順次、各センター様に対して、

ＰＳＴＮマイグレーションの背景や当社の考え方等に関する説明を始めております。今後、悪質販売勧誘等が発生

した場合には、発生状況や手口等について当社のお客さま相談センターにもご連絡いただくよう、お願いしていると

ころです。 

今後も引き続き、各センター様からのご意見やアドバイス等を踏まえつつ、お客様に特に注意していただきたい

点等について、当社からお客様に分かりやすくお伝えしていきたいと考えています。 

一次答申（案）においては、ＩＮＳネット（ディジタル

通信モード）の終了に伴う対応について、窓口の整

備など今後ＮＴＴとして留意する必要がある点を整理

しており、ＮＴＴにおいては、これらの点について丁寧

な対応を行っていく必要がある。 

ＮＴＴによる取組の進捗状況の確認については、

考え方４－５のとおり。 
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当社としては、対応にあたって、既に全社横断的な連携体制を構築しておりますが、今後、大規模法人・中小企

業・個人のお客様等、それぞれのお客様に合わせた問合せ窓口を設置することで、お客様側の様々な状況に合わ

せた適切な対応を実施していく考えです。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見４－20 サービスの終了や代替サービスへの移行に関連した悪質な販売勧誘等が発生することを

危惧。被害を回避するために、ＮＴＴ東西および総務省は、一般の加入者に対してサービスの終了・移

行などをわかりやすく十分に周知することを徹底することを希望。 

考え方４－20 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

固定電話網のＩＰ網への移行に際し、サービスの終了や代替サービスへの移行に関連した悪質な販売勧誘等が

発生することを危惧します。そのような被害を回避するために、ＮＴＴ東西および総務省は、一般の加入者に対して

サービスの終了・移行などをわかりやすく十分に周知することを徹底していただきたい。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

御意見のとおり、電気通信事業者がサービスを終

了しようとする場合、その周知の際には、サービスの

終了に便乗した悪質販売勧誘等による消費者被害

の発生を防ぐための対応策が行われる必要がある

と考えており、一次答申（案）にもその旨を示してい

る。 

また、行政においても、円滑な移行を実現する観

点から、こうした消費者被害の防止に向けて、国民

への周知に努めることが適当である。 

意見４－21 他の事業者によって十分に提供されないような電気通信サービスを終了しようとする場合

のルール化について、一次答申（案）に賛同。 
考え方４－21 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

弊社では音声伝送を行う際、その伝送に適した通信サービスを選定し、その通信サービスに適した放送機器を

購入、導入しています。放送機器については、安定的な音声伝送を行う事が必須である為、計画的に設備更新を

行っており「通信サービス」と「放送機器」は表裏一体の関係と認識しております。したがいまして、今回の答申（案）

で電気通信サービスを終了しようとする場合の、利用者側の立場に立ったルール化の必要性、対象・内容が述べ

られている事に賛同すると共に、そのルールが今後、同種のサービス移行時に電気通信事業者の作業の進め方

に反映される事を期待いたします。 

 

【株式会社ＴＢＳラジオ】 

サービス終了に係る一次答申（案）で提言するル

ールの整備が実現した後は、そのルール整備の趣

旨に則り、利用者の利便性を確保する見地からのル

ール運用がなされることが必要である。 

【意見内容】 

・ ルール化に賛成します。 
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・ ルール策定の過程において、再度幅広く利用者から意見聴取されるとともに、報告書でもって指摘されています

が、一般的に不利になりがちな利用者が保護されるような制度的担保ある内容になることを希望します。 

 

【横浜エフエム放送株式会社】 

【意見内容】 

利用者利益の保護の観点から、上記内容のルール化に関して大いに賛同する。 

 

【株式会社ニッポン放送】 

【意見内容】 

公共性が高い電気通信サービスの終了時期は、利用者に多大な影響を与える可能性が高いため、利用者の立

場に立ったルール整備を進めて頂きたい。また、今後はより早いタイミングで利用者保護の検討が進められるよう、

ルール化される内容が有効に働くことを期待する。 

 

【一般社団法人電子情報技術産業協会 ＥＣセンター】 

意見４－22 指定電気通信役務は特に利用者利益を保護する必要性が高いサービスであり、第一種指

定電気通信設備に係る機能や指定電気通信役務を終了しようとする場合のルールを検討すべき。 
考え方４－22 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西が第一種指定電気通信設備を用いて提供している加入電話やＦＴＴＨサービスについては、他の電気

通信事業者によって十分に提供されないこと等を理由に指定電気通信役務に指定されており、特に利用者利益を

保護する必要性が高いサービスと考えられます。そのため、ＮＴＴ東・西が第一種指定電気通信設備に係る機能や

指定電気通信役務を終了しようとする場合のルールを検討すべきです。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）では、代替サービスの提供状況や

サービス提供に用いられる電気通信設備の性質に

鑑み、利用者の利益の保護が必要と考えられ、サー

ビスの全部又は一部の終了に向けた適切な取組の

確保に関するルール化を図る必要性が高いと考えら

れるサービスの一例として、指定電気通信役務を挙

げている。 

意見４－23 「最低限必要とされる周知期間」に加え、企業の投資サイクルも考慮した、代替サービスへ

の移行に必要な期間も確保することを希望。 
考え方４－23 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

「最低限必要とされる周知期間」に加えて、企業の投資サイクルも考慮した、代替サービスへの移行に必要な期

電気通信サービスを終了する場合の適切な取組

の確保に関するルールの導入については、考え方４

－１のとおり。 

ルール導入の検討に当たっては、利用者における

対応準備期間が十分確保されるような配慮がなされ

る必要がある。 
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間も確保して頂きたい。 

 

【一般社団法人電子情報技術産業協会 ＥＣセンター】 

意見４－24 他事業者への対応についてルール化することに賛同。第一種指定電気通信設備に係る接

続機能の終了は、接続事業者や利用者への影響が非常に大きいため、十分な周知期間の確保を要

望。 

考え方４－24 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

賛同します。第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了は、接続事業者や利用者への影響が非常に大き

いため、十分な周知期間の確保を要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

ルール導入の検討に当たっては、接続事業者に

おける対応準備期間が十分確保されるような配慮が

なされる必要がある。 

【意見内容】 

第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了に伴って接続約款が変更される場合に、「当該接続約款の変

更に係る認可の要件の一つとして、第一種指定電気通信設備設置事業者は他事業者に対して十分な周知期間を

確保することが明示されること」「第一種指定電気通信設備設置事業者においては、終了に係る機能の代替措置

について、具体的な提案を行うなどの対応を接続事業者に対して行うことが望まれること」といった対応が求められ

るとの答申案の指摘に賛同します。 

特に、第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了にあたっては、ＮＴＴ東・西と当該機能を利用する接続事

業者との間で事前協議を丁寧に行い、機能の終了及び代替措置への移行に係る接続事業者の対応期間を十分

に確保する必要があると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見４－25 ルール化の対象は、利用者への影響が大きく代替サービスが十分に提供されていないも

のに限定し、代替サービスの確保についても事業者が柔軟に対応できるようにするよう希望。なお、

ルール化の対象を検討する際、サービス提供に用いられる電気通信設備の性質に着目する必要は

ない。 

考え方４－25 
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【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

サービスの終了は、経済性等の観点から、サービスの提供継続が困難であるために実施するものです。 

「他の事業者によって十分に提供されないような電気通信サービスを終了しようとする場合のルール」の検討にあ

たって、その対象サービスがあまりにも広がり過ぎたり、代替サービスに対して従前のサービスと品質・コスト等の

面で同等の仕様のものを求める等、その対象サービスや内容が厳格になりすぎると、実質的に事業者の退出の自

由が制限され、事業展開を妨げることにもなりかねません。 

したがって、ルール化の対象は、利用者が多く影響が大きいものであって、他の電気通信事業者等を含めて代

替サービスが十分に提供されていないものに限定し、代替サービスの確保についても事業者が柔軟に対応できる

ようにしていただきたいと考えます。 

なお、ルール化の対象を検討する際に着目すべきは、あくまでもお客様への影響や実際のサービスの代替性で

あって、サービス提供に用いられる電気通信設備の性質に着目する必要はないと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

ルール化の対象の検討については、考え方４－

22のとおり。 

本件ルールの検討に当たっては、利用者の便益

の確保のためのルールの実効性とその柔軟性との

双方に配慮がなされる必要がある。 

 

意見４－26 第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了に当たって、これまで特段問題が生じて

いない中、事前規制を強化する必要はないと考える。また、機能終了に当たっては、完全に代替でき

るような措置を講じることができず機能を廃止せざるを得ない場合まで代替性を厳格に解釈し、事業

者の退出の自由が制限されることがないよう留意すべき。 

考え方４－26 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了にあたっては、これまでも終了に係る接続約款の変更手続き

前から、当該機能を利用する事業者との間で新規受付停止時期や移行方法等に関する事前協議を綿密に行い、

当該事業者の対応期間を十分に確保するとともに、ご要望いただければ代替機能等の提案を行う等、機能終了に

向けて丁寧に対応してきたところであり、今後も同様の対応を実施していく考えです。このように特段問題が生じて

いない中、接続機能の終了について接続約款の変更に係る新たな認可要件を設けるといった事前規制を強化する

必要はないと考えます。 

また、機能終了にあたっては、ご要望があれば、当社はできる限り代替措置を検討していく考えですが、技術の

変化や経済性の観点から、当該機能を完全に代替できるような措置を講じることができないまま、当該機能を廃止

せざるを得ない場合があることも想定されます。こうしたケースまで、「代替性」を厳格に解釈することで、実質的に

事業者の退出の自由が制限されることがないよう留意いただきたいと考えます。 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行により、今後、多くの接

続機能の終了が想定されるところ、一次答申（案）に

示したとおり、接続事業者が利用者にサービスを提

供するために不可欠な第一種指定電気通信設備に

係る接続機能の終了は、接続事業者が当該接続機

能を利用して提供するサービスの利用者にも重大な

影響を及ぼすことになる。そのため、当該接続機能

の終了に伴って接続約款が変更される場合には、当

該接続約款の変更に係る認可の要件の一つとして、

第一種指定電気通信設備設置事業者は他事業者に

対して十分な周知期間を確保することを明示するこ

とが必要である。第一種指定電気通信設備設置事

業者においては、終了に係る機能の代替措置につ

いて、具体的な提案を行うなどの対応を接続事業者

に対して行うことが望まれる。 
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【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見４－27 ＥＤＩ広くは大手企業のみならず中小企業においても利用されていることから、限られた時間

で、様々な方法により、広く周知して行く必要がある。また、補完策については、実用に問題が無いか

どうかの視点が必要であって、移行促進の観点からも補完策等への過度な期待は避けるべき。 

考え方４－27 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

 

【意見内容】 

特にＩＮＳネット(ディジタル通信モード)の終了は、広く普及したＥＤＩに対する影響があります。 

1985 年の電気通信事業参入自由化により始まった VAN を利用したＥＤＩは大手企業のみならず中小企業において

も利用されていることから、様々な方法で広く周知して行く必要があります。 

現在発表されている期限までの時間が限られることから、早期により多くの場での活動がもたれるよう配慮が必

要と考えます。例えば VAN 事業者への告知にあたっては、特別第二種電気通信事業者協会や全国一般第二種電

気通信事業者協議会が統合された(一社)テレコムサービス協会や、全国地域 VAN 事業者協議会などで会員へ周

知・啓発していくことも検討できると考えます。他にも様々な方法の検討を期待します。 

現在、用意される補完策については、ＥＤＩシステムに関する検証結果も公開されておりますが、おおむね通信所

要時間に関して「現在の品質が保てない」という結果となっています。この点でＥＤＩシステムにおいては、補完策を

利用することは推奨できないと判断するべきと考えます。単に「通信可能」ということではなく、実用に問題が無いか

どうかの視点が必要です。また、移行促進の観点からも補完策等への過度な期待は避けるべきです。 

今後の答申等において、実用性等も考慮しながら、利用者に正しく情報が伝わるよう配慮していただけるよう希

望します。 

 

【個人 F】 

御意見のとおり、現在も幅広い場面で利用されて

いるＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に係る

周知については、様々な方法で広く周知していく必

要がある。 

周知の方法については、これまで電話網移行円

滑化委員会・「利用者保護ＷＧ」において、ＮＴＴ東日

本・西日本から、「ＳＩｅｒや警備会社等の企業が、自

社サービスと合わせてエンドユーザとなる利用者へ

提供する形態があり、周知・移行促進に当たっては、

業界団体や端末メーカ、ＳＩｅｒ等に協力を求めたい。

具体的には、業界団体等が主催するセミナー等での

所属企業等への周知、端末メーカのホームページの

掲載など、関連業界団体等と個別に相談していく。」

との考え方が示されているところである。 

ＮＴＴにおいては、関連業界団体等の協力を得な

がら、広く周知の取組を進めていく必要がある。 

補完策における利用用途ごとの課題等に対するＮ

ＴＴ東日本・西日本の対応については、考え方４－11

のとおり。 

意見４－28 ＩＰ化の際に経費などを理由に回線が切り捨てられるのではないかということを危惧してい

る。最低限は現状が保証されるような視点から、危惧するような事が起こらない仕組みをもう少し強い

表現で入れていただきたい。 

考え方４－28 

【意見対象箇所】 

４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

  

【意見内容】 

私が所属する大学の施設は、世界遺産宮島の市街地の外にあります。ＮＴＴ西日本の電話回線を利用していま

すが、回線の状態が非常に悪く、その改善を求めております。また、ISDN を利用しておりますが、その回線速度が

電気通信サービスを終了する場合の適切な取組

の確保に関するルールの導入については、考え方４

－１のとおり。 

あわせて、そのルールの内容としては、サービス

を終了しようとする電気通信事業者が「利用者に対

する品質・コスト等の面で実質的に支障なく利用可

能な代替サービスの提案・提供」等の取組を実施し
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非常に遅いのが現状です。ＮＴＴ側に改善を求めておりますが、経費や将来のＩＰ化などを理由に改善が行われて

おりません。またこのことは、瀬戸内海のような島嶼部では少なくない現状だと推定されます。 

私が危惧しておりますのは、このままＩＰ化の際に、経費などを理由に回線が切り捨てられるのではないかという

ことです。切り捨てられてしまいますと、無線での通信になりますが、地形的なものもあり良い受信状況ではなく、教

育・研究の妨げになります。引いては日本社会の発展に寄与してきた大学の役割が損なわれかねません。利用者

利益の保護の観点だけでなく、最低限は現状が保証されるような視点から、私が危惧するような事が起こらない仕

組みをもう少し強い表現で入れて頂ければ幸いです。 

 

【個人A】 

ていることについて総務省が事前に確認すること等

について検討することが適当である。 

こうした取組の実施を確保する仕組みを導入する

ことにより、サービスの終了によって利用者に不測

の不利益が生じるような事態を防ぐ必要がある。 
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５．ＮＧＮの接続ルールの整備 関係 

意見５－１ ＮＧＮにボトルネック性はなく、第一種指定電気通信設備規制の対象から除外すべきと考え

ており、固定電話をいかに維持していくかという今回の主たるテーマに関する議論とは切り離すべき。 
考え方５－１ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．１ ＮＧＮの位置付け 

 

【意見内容】 

ＮＧＮの位置づけについて、当社としては、以下の観点から、ＮＧＮにはボトルネック性がなく、第一種指定電気

通信設備規制の対象から除外していただきたいと考えており、固定電話をいかに維持していくかという今回のメイ

ンテーマに関する議論とは切り離して、別途しっかりした議論・検討を行っていただきたいと考えます。 

① ブロードバンド市場においては、他事業者は、ルータ・ＳＩＰサーバ等の局内装置を自ら設置し、アクセス回線も

自ら敷設、あるいは当社がオープン化して提供するダークファイバ等を利用して、それぞれ独自のＩＰ通信網を構

築しており、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠なものとはなっていないこと 

② アクセス回線のボトルネック性に起因する影響はダークファイバ等のアクセス回線のオープン化によりＮＧＮと

は遮断されていること 

③ ＩＰ網への移行後、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は原則二者間の直接接続となり、お互いに対等な関係でネットワー

クを繋ぎ合うこととなるため、ＩＰ網への移行後によりメタル回線がＮＧＮに収容されることになっても、「ＮＧＮへの

他 事業者の依存性は強まる」ことにはならないこと 

④ 諸外国を見ても、ＩＰ網に厳しい接続規制を課している例はないこと 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

ＮＧＮについては、情報通信審議会答申「次世代

ネットワークに係る接続ルールの在り方について」

（2008年３月）において示されたとおり、シェア70％超

を占めるＦＴＴＨサービスやシェア75％近いひかり電

話等に利用されるネットワークであり、他事業者の構

築したネットワークを利用してサービス提供を行うビ

ジネスモデルを採用する事業者（ＦＶＮＯ）や固定電

話網・ＩＰ網などネットワークを自ら構築し保有してい

る事業者（ＦＮＯ）にとって、利用の公平性が確保され

た形で自網とＮＧＮを接続可能であることがその事業

展開上不可欠であり、かつ、利用者利便の確保の観

点からも不可欠であると考えられること等から、ＮＧ

Ｎを第一種指定電気通信設備に指定することとされ

たものであり、その後の情報通信審議会答申「ブロ

ードバンド普及促進のための環境整備の在り方」

（2011年12月）等においても同様の考えが示されて

いるところである。 

一次答申（案）でも示したとおり、2016年３月末時

点で、ＮＧＮは、シェア69％程度のＦＴＴＨサービスや

シェア56％程度の光ＩＰ電話に利用されているネット

ワークであり、ＮＧＮに関する現況は大きく変化して

いないことから、その扱いを変える必要性は認めら

れない。 

さらに、ＮＧＮは、ＩＰ網への移行後に向けて、ＮＴＴ

東日本・西日本の光回線に加えてメタル回線につい

てもＮＧＮに収容されることから、ＮＧＮはボトルネッ

ク性を有するメタル回線及び光回線と一体としての

性格を強め、ＮＧＮへの他事業者の依存性が強ま

る。 

これらの点などを踏まえると、その重要性・基幹的

役割が強まることになり、競争事業者がＮＧＮを利用

して創意工夫を活かした多様なサービスを遅滞なく

提供することが可能な環境を整備することは、公正
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競争の確保や利用者利便の向上を図る観点から重

要であることから、一次答申（案）において、ＮＧＮの

位置付けを整理したものである。 

意見５－２ 一次答申（案）のとおり、ＩＰ網や光回線への移行によってもそのボトルネック性に変化はな

く、適切な規律を課し、公正な競争環境と利用者利益の確保を図るべき。特にＮＧＮについては基幹

的役割が増していくため、適正な規律を適用する必要性が更に高まる。 

考え方５－２ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．１ ＮＧＮの位置付け 

 

【意見内容】 

答申案のとおり、ＮＴＴ東・西の第一種指定電気通信設備については、ＩＰ網や光回線への移行によってもそのボ

トルネック性に変化はないことから、適切な規律を課し、公正な競争環境と利用者利益の確保を図る必要がありま

す。 

特にＮＧＮについては、ＰＳＴＮのＩＰ網への移行に伴ってその基幹的役割が増していくため、適正な規律を適用す

る必要性がさらに高まると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

考え方５－１のとおり。 

意見５－３ ＮＧＮにおいても引き続き法規制や規律の適用を通じて「公正な競争環境」と「利用者保護」

の確保を図る必要があると考えるので、考え方に賛同する。 
考え方５－３ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．１ ＮＧＮの位置付け 

 

【意見内容】 

ＩＰ網への移行に伴い、ＰＳＴＮに係る法規制や規律で担保されている「公正な競争環境」や「利用者保護」が崩れ

ることのないよう、ＮＧＮにおいても引き続き法規制や規律の適用を通じて「公正な競争環境」と「利用者保護」の確

保を図る必要があると考えますので、上記の考え方に賛同します。 

 
【中部テレコミュニケーション株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

意見５－４ 今後、ＰＳＴＮが持つボトルネック性をＮＧＮが継承することにもなることから、当然、今後もＮ

ＧＮは第一種指定電気通信設備に指定され、公正な競争環境と利用者利益の保護を図るべき。 
考え方５－４ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮは第一種指定電気通

信設備に指定され、当該設備との接続に関する接続
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５．１ ＮＧＮの位置付け 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東西殿のＰＳＴＮ、ＮＧＮ、アクセス回線（メタル回線、光回線）がボトルネック設備であることは、ＩＰの時代に

おいても何ら変わるものではありません。ＩＰ網移行に伴い、現在のボトルネック設備であるＰＳＴＮの電話サービス

がＮＧＮに収容されていくことになりますが、このことは、ＰＳＴＮが持つボトルネック性をＮＧＮが継承することにもな

ることから、当然、今後もＮＧＮは第一種指定電気通信設備に指定され、公正な競争環境と利用者利益の保護を図

っていくべきと考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

料及び接続条件の公平性・透明性や接続の迅速性

等を確保するための規律の適用を受けており、考え

方５－１で示したＮＧＮの位置付けに基づき、引き続

き、当該設備に対する適切な規律の適用を通じて、

公正な競争環境と利用者利益の確保を図っていく必

要がある。 

 

意見５－５ ＮＧＮは、基幹的な通信網としての性格を強めることになることが予想され、公共性を優先し

たルールの確立が不可欠。公共性を十分に担保させることを中心に据えた視点で検討すべき。 
考え方５－５ 

【対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備  

 

【意見】 

ＮＧＮについては、我が国における基幹的な通信網としての性格を強めることになることが予想され、その利用

規制においては公共性を優先したルールの確立が不可欠です。競争事業者の利益を優先するような規制緩和は

厳に慎むべきであり、公共性を十分に担保させることを中心に据えた視点で検討が行われることを求めます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

考え方５－１のとおり、ＩＰ網への移行により、ＮＧＮ

の重要性・基幹的役割が強まることとなるため、競争

事業者がＮＧＮを利用して創意工夫を活かした多様

なサービスを遅滞なく提供することが可能な環境を

整備することは、公正競争の確保や利用者利便の

向上を図る観点から重要である。 

意見５－６ 「優先パケット識別機能」と「優先パケットルーティング伝送機能」について、実際に競争事業

者にとって魅力あるサービス仕様と料金になることを希望。 
考え方５－６ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

現状、ＮＧＮで規定されている接続約款のメニューの中で、実際に競争事業者が利用しているのは「IGS 接続機

能」のみです。ＮＴＴ東西は、これまでＮＧＮのオープン化に積極的に対応してきたとは言えないのが実情です。その

中で、2016 年 12 月に「優先パケット識別機能」と「優先パケットルーティング伝送機能」のアンバンドルのための省

令改正が行われました。さらに、ＮＴＴ東西から既に接続約款の変更案も提示されていますが、実際に競争事業者

にとって魅力あるサービス仕様と料金になることを望みます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

ＮＧＮの「優先パケット識別機能」及び「優先パケッ

トルーティング伝送機能」の接続料を新設するため

の第一種指定電気通信設備接続約款の変更認可

申請が、2017年２月にＮＴＴ東日本・西日本から総務

大臣になされ、情報通信行政・郵政行政審議会に諮

問された。 

総務省においては、ＮＴＴ東日本・西日本から提出

された算定根拠について、接続料が不当に高額とな

らないよう適正に審査した上で認可することが適当

である。 
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意見５－７ 中小規模の事業者にとって過剰な負担となり得るため、中継局接続機能は従量制の接続料

またはより小容量単位の接続料を設け、事業者にて選択できるようになることを要望。 

また、県間伝送路は非指定設備であることからコスト抑制作用が働かないため、指定化されること

を要望。 

考え方５－７ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ 現在、ＮＧＮとの間で音声通信を疎通するため他事業者が接続する際には、「IGS 接続機能」のみを経由して行

われていますが、ＩＰ網への移行が完了し、ＰＳＴＮの一部である「IGS 接続機能」が廃止された時、主として「中継

局接続機能」を利用して接続していくことが想定されています。当該機能には定額制でポート単位（最小 10Gbps）

の接続料しか設けられておらず、中小規模の事業者にとって過剰な負担となり得るため、従量制の接続料または

より小容量単位の接続料を設け、他事業者にて選択できるようになることを要望いたします。 

・ ＮＧＮとの間で音声通信を疎通するため他事業者が接続する際、将来は「電話を繋ぐ機能」が設置される東京と

大阪 2 ヶ所のみの経由で議論が進んでおりますが、東京、大阪以外の道府県に着信する場合、ＮＧＮ内の県間伝

送路を経由することになります。県間伝送路は非指定設備であることから、コスト抑制作用が働きませんので、指

定化されることを要望いたします。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

ＩＰ網への移行後のＮＴＴ東日本・西日本のメタルＩ

Ｐ電話及び光ＩＰ電話との接続料の算定方法につい

ては、トラヒックの多い事業者とトラヒックの少ない事

業者の負担の公平性にも配慮しながら、総務省にお

いて検討することが適当である。 

また、ＩＰ網同士の接続を前提とした「電話を繋ぐ機

能」を介した接続では、ＰＯＩの設置場所が集約・制限

されると、今後は競争事業者の利用者と現在の固定

電話サービスにおいて相当規模のシェアを占めるＮ

ＴＴ東日本・西日本の利用者との間での通話の疎通

においてＮＧＮの県間伝送路を経由することになり、

他事業者の依存性が強まることが考えられる。 

こうした状況変化を踏まえると、ＮＧＮの県間伝送

路及びそれと一体として利用される県間中継ルータ

について適切な規律を課すことにより、ＮＴＴ東日本・

西日本が活用業務で利用する当該設備と競争事業

者が接続するに当たっての料金その他の提供条件

に係る適正性・公平性・透明性を確保し、公正な競

争環境の確保を通じて、利用者利益の確保を図るべ

きである。 

意見５－８ ＮＧＮの更なる機能のアンバンドルが必要。ＮＴＴ東日本・西日本においては、他事業者より

ＮＧＮの機能アンバンドルまたは使用に係る協議を受けた際には、協議が長期に渡らないように対応

し、また積極的な情報開示を要望。 

考え方５－８ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＧＮのオープン化、利活用が促進されるためには、更なる機能アンバンドルが必要と考えます。ＮＴＴ東西にあ

っては、他事業者より、ＮＧＮの機能アンバンドルまたは使用に係る協議を受けた際には協議が長期に渡らないよ

うにご対応いただき、また積極的な情報開示がなされることを要望いたします。 

 

2016年11月の情郵審答申において、情郵審から

総務大臣に対して「総務省において具体的なアンバ

ンドルの在り方について検証が行われること」が要

望されたのを機に、総務省においては、「次世代ネッ

トワーク（ＮＧＮ）等の接続ルールに関する意見募集

（2016年12月28日～2017年２月１日）」及び同再意見

募集（2017年２月４日～17日）を実施し、2017年３月

より「接続料の算定に関する研究会」を開催して、上

記検証に向けた対応、また接続ルールについての
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【楽天コミュニケーションズ株式会社】 検討を始めたところである。 

また、接続協議における情報開示については、

2016年11月の情郵審答申別添の「第一種指定電気

通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対

する意見及びその考え方」における考え方３に示さ

れた以下の対応が求められる。 

・ 「ＮＧＮのオープン化を進めるためには、ＮＴＴ東日

本・西日本の利用部門と接続事業者の同等性に留

意しつつ、要望事業者に必要な情報が開示される

必要がある。」 

・ 「ＮＴＴ東日本・西日本では、電気通信事業法施行

規則第23条の４第３項の規定に基づく情報の開示

に関する件（平成13年総務省告示第395号。以下

「情報開示告示」という。）の規定に則り、網機能の

提供予定時期の90日前までに接続インタフェース

条件等を開示することになっているＮＴＴ東日本・西

日本においては、円滑な接続に必要な情報につい

ては、情報開示告示に規定されていないものであっ

ても、可能な限り開示に努めていくことが望まし

い。」 

・ 「また、総務省においては、情報開示告示の規定

内容について、接続協議が円滑に行われるよう適

宜見直しを行っていく必要がある。」 

意見５－９ 中小規模の事業者にとって過剰な負担とならないよう、「中継局接続機能」との接続にあって

は、より小容量のメニューを設ける必要がある。 
考え方５－９ 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

前述のとおり、ＩＰ網への移行にあたり、ＮＧＮとの間で音声通信を疎通するため他事業者が接続する際、中小規

模の事業者にとって過剰な負担とならないよう、「中継局接続機能」との接続にあっては、より小容量のメニューを

設ける必要があります。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

ＮＴＴ東日本・西日本のメタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話

との接続料の算定方法については、トラヒックの多い

事業者とトラヒックの少ない事業者の負担の公平性

にも配慮しながら、総務省において検討することが

適当である。 

【意見内容】 
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既存ゲートウェイルータ（10Gbps）のポート接続は、当社や中小規模の接続事業者にとって過剰設備になる可能

性が高いことから、100Mbpsや1Gbpsのような低品目のポート接続のメニュー設定が必要と考えますので、上記の

考え方に賛同します。 

ただし、仮に低品目のポート接続メニューの追加設定がコスト面や技術面から難しい場合には、中小規模の接

続事業者における接続料の負担が過度なものとならないよう、当該ポートに係る接続料をトラヒック量に応じて設定

する必要があると考えます。また、ＮＧＮとＩＰ-ＩＰ接続するインターフェースは、「事業者間意識合わせの場」での協

議の結果を踏まえ、必要に応じてゲートウェイルータ以外の機器についても追加設定が必要であると考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

【意見内容】 

現状の音声トラフィックの容量を考慮すると、中小事業者にとっては、10Gインターフェースは過大なものであるた

め、「1Gbps」や「100Mbps」といったメニューが必要となることに賛同します。また細かなメニュー設定ができない場

合には、トラフィックの容量に応じたポートに係る接続料の設定が必要と考えます。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

意見５－10 「優先パケット識別機能」及び「優先パケットルーティング伝送機能」が新たに接続約款のメ

ニューに追加されることについて、総務省及びＮＴＴ東日本・西日本に深く感謝。今後ともアンバンドル

促進のため、協議の円滑化及び情報開示の充実に向けた環境整備を希望。 

考え方５－10 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

今回、「優先パケット識別機能」及び「優先パケットルーティング伝送機能」が新たに接続約款のメニューに追加さ

れることにつきまして、総務省殿及びＮＴＴ東西殿ご担当者に深く感謝申し上げます。今後ともアンバンドル促進の

ため、協議の円滑化及び、情報開示の充実に向けた環境整備をお願いします。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

2016年11月の情郵審答申において、情郵審から

総務大臣に対して「総務省において具体的なアンバ

ンドルの在り方について検証が行われること」が要

望されたのを機に、「次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等

の接続ルールに関する意見募集（2016年12月28日

～2017年２月１日）」及び同再意見募集（2017年２月

４日～17日）を実施し、2017年３月より「接続料の算

定に関する研究会」を開催して、上記検証に向けた

対応、また接続ルールについての検討を始めてお

り、その検討の中で、円滑な接続の実現に向けて、

ルール整備の在り方が十分検討される必要がある。 

意見５－11  ＮＴＴ東日本・西日本においては、競争事業者よりＮＧＮの機能アンバンドルについて要望

された際、要望事業者の提案内容に不十分な点があれば支援等をするよう努めてほしい。 
考え方５－11 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本は、接続協議において、円滑

な接続を実現する観点から、接続事業者の要望内

容の実現方法を積極的に提案し、その具体化を図る

とともに、必要な情報についても積極的に開示してい
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【意見内容】 

ＮＴＴ東西にあっては、ＮＧＮの機能アンバンドルにつき要望された際、要望した者を競争事業者として捉えるの

ではなく、共にＮＧＮを提供していくビジネスパートナーとしてご認識いただき、要望事業者の提案内容に不十分な

点があればご支援等をいただけるよう努めていただきたく存じます。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

くことが望まれる。 

 

意見５－12  ＮＴＴ東日本・西日本の中継局接続機能については、「1Gbps」や「100Mbps」といった速度

のインタフェースを設ける方法のほか、物理速度には拘らずに技術的、経済的に適切な方法を、接続

料の設定単位も含めて柔軟に検討すべき。 

また、ＰＯＩの設置場所・箇所数についても、多様な通信形態に柔軟に対応する観点から、更なるＰＯ

Ｉの設置は排除されないようにすべきとの指摘に賛同。 

考え方５－12 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の中継局接続機能は現在 10Gbps の単一メニューのみが提供されていますが、他事業者との接続をＩ

Ｐ化するにあたっては、各社ごとにトラフィックの規模が異なる実態を考慮した接続料の設定が必要と考えます。具

体的な手法としては例示されている「1Gbps」や「100Mbps」といった速度のインタフェースを設ける方法のほか、物

理速度には拘らずに技術的、経済的に適切な方法を、接続料の設定単位も含めて柔軟に検討すべきです。 

また、ＰＯＩの設置場所・箇所数についても、多様な通信形態に柔軟に対応する観点から更なるＰＯＩの設置は排

除されないようにすべきとの指摘に賛同します。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

ＮＴＴ東日本・西日本のメタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話

との接続料の算定方法については、考え方５－９の

とおり。 

ＰＯＩの設置場所・箇所数については、一次答申

（案）に示したとおり、事業者間においては「繋ぐ機能

ＰＯＩ」を東京と大阪に設置することが合理的と確認さ

れたところ、多様な通信形態に柔軟に対応する観点

からは、更なるＰＯＩの設置は排除されないようにす

べきである。 

意見５－13  ＮＴＴ東日本・西日本としては、ＩＰ-ＩＰ接続におけるインタフェースについては、より小容量

のメニューを提供していく考えであり、また、ＰＯＩの設置場所・箇所数についても同様に、「電話を繋ぐ

機能等ＷＧとりまとめ」の考え方に基づき、適切に対応していく考え。 

しかし、新たなアンバンドル要望に当たっては、接続事業者においても具体的な要件を示し、その上

で接続可否や利用条件、費用等について、個々の要望毎に丁寧に検討を進めていく必要がある。 

考え方５－13 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＧＮのアンバンドルやＮＧＮとの接続に向けて

は、関係事業者間の円滑な情報交換と協議が必要

であり、総務省においても、それを念頭に、円滑な接

続の実現に向けたルール整備やその運用を行って

いく必要がある。 
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ＩＰ-ＩＰ接続におけるインタフェースについては、音声接続における必要性を考慮し、より小容量のメニューを提供

していく考えです。 

また、ＰＯＩの設置場所・箇所数についても同様に、「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」の考え方に基づき、適切

に対応していく考えです。 

当社としては、接続事業者からの新たなアンバンドル要望については、今後とも十分な情報開示を行いつつ丁

寧に対応を行うことで、円滑な接続の確保に努めてまいります。 

しかしながら、ＮＧＮでは、電話網と異なり複数のサービス間で帯域や処理能力といったリソースを共用し、ＳＩＰ

サーバ等による帯域確保や優先制御の実現等の工夫をすることによって、様々なサービスを統合的に提供してお

り、ＮＧＮをどのようにどの程度利用するか等によっては、当社、卸先事業者、既存接続事業者のサービスの品質

や他のお客様の通信に影響を及ぼす可能性があります。 

そのため、新たなアンバンドル要望への対応にあたっては、当社も情報開示に努めてまいりますが、接続事業者

においても、要望するＮＧＮとの接続形態、利用する機能、需要といった具体的な要件をお示しいただき、その上で

接続可否や利用条件、ご負担いただく費用等について、個々のご要望毎に丁寧に検討を進めていく必要があるこ

とについてご留意いただきたいと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見５－14 今後、現行の 10Gbps インターフェースだけでなく、1Gbps や 100Mbps など利用ニーズに合

致したメニューが必要との考えに賛同。 

また、ＩＰ網に移行後は、従来の中継局接続機能に加えて、共用通信設備（Ｌ２スイッチ等）を介して

の接続機能が追加されると考えており、この接続に使用する設備は、将来的には変更の可能性につ

いても考慮いただきたい。 

考え方５－14 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ 今後、音声サービスのためだけにＮＧＮと接続する事業者が多数出現することを考えると、現行の 10Gbps インタ

ーフェースだけでなく、1Gbps や 100Mbps など利用ニーズに合致したメニューが必要との考えに賛同致します。 

・ またＩＰ網に移行後は、ＩＧＳ接続機能（ＮＴＴ東日本・西日本殿のＰＳＴＮ網からひかり電話網に接続する機能）が

廃止される一方、ＮＧＮと接続するために従来の中継局接続機能に加えて、後述の共用通信設備（Ｌ２スイッチ

等）を介しての接続機能が追加されるものと考えております。この接続に使用する設備は、今後の技術変化を踏

まえて、将来的には変更の可能性についても考慮いただきたいと考えております。 

 

【株式会社ＳＴＮｅｔ】 

ＮＴＴ東日本・西日本のメタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話

との接続料の算定方法については、考え方５－９の

とおり。 

総務省における接続ルールの検討に当たっては、

技術革新の成果が適切に反映されるルールとなるよ

う配慮されることが必要である。 
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意見５－15 接続事業者の予見可能性を高めるため、「事業者間意識合わせの場」等で整理されていな

いＮＴＴ東西の設備のうち、メタルＩＰ電話・光ＩＰ電話との接続時に接続事業者に何らかの影響を及ぼ

す設備については、「網機能提供計画」の届出対象に追加が必要。併せて、機能の変更や追加に関

するスケジュールや移行方法等を含めた計画技術仕様についても早期に開示できるような措置が必

要。 

考え方５－15 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＧＮとＩＰ-ＩＰ接続を行う際、当社のＩＰ電話設備等においてＩＰ-ＩＰ接続に必要となる技術開発や改修等の発生が

想定されます。当社を含めた接続事業者の予見可能性を高めるため、現時点で「事業者間意識合わせの場」等で

整理されていないＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の設備のうち、メタルＩＰ電話・光ＩＰ電話との接続時に接続事業者に

何らかの影響を及ぼす設備については、「網機能提供計画」の届出対象に追加する必要があると考えます。併せ

て、機能の変更や追加に関するスケジュールや移行方法等を含めた計画技術仕様についても早期に開示できるよ

うな措置が必要であると考えますので、上記の考え方に賛同します。 

 
【中部テレコミュニケーション株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、ルータ、ＳＩＰサーバ

等の設備は、今後、ＩＰ－ＩＰ接続への円滑な移行に

向けて、様々な改造等が加えられることが想定され

るが、この場合、他の事業者においても仕様の変

更、新たな機能を使用することの検討及び接続のた

めに必要な機器の開発を行ったりする必要があり、

接続約款が定まってからこの作業に着手すると、実

際に接続を実現するまでに相当の期間を要し、円滑

な接続を図る上で適当でない。そのため、ルータ、ＳＩ

Ｐサーバ等の設備についても「網機能提供計画」の

届出対象に追加して、ルータ、ＳＩＰサーバ等の設備

の機能の変更又は追加に関する計画が公表される

必要がある。 

意見５－16 ＮＧＮのオープン化を進めるため、網機能提供計画の届出対象の追加、情報開示告示の充

実は当然必要だが、大前提として、ＮＴＴ東日本・西日本の利用部門と接続事業者間の同等性の確保

が何より重要。 

考え方５－16 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＧＮの機能開放は実質的にはまだ不十分であり、ＮＴＴ東西殿利用部門のみが独占的にサービス提供を行って

いる事例は多く存在します。これは、ＮＴＴ東西殿利用部門と接続事業者間において、価格、技術条件、サービスイ

ンまでに要する時間等に関して、同等性が確保されていないことが要因です。 

ＮＧＮのオープン化を進めるためには、網機能提供計画の届出対象の追加、情報開示告示の充実は当然必要

なことですが、大前提として、ＮＴＴ東西殿利用部門と接続事業者間の同等性の確保が何より重要なことであると考

えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

公正な競争環境を整備するためには、ボトルネッ

ク設備をＮＴＴ東日本・西日本の利用部門が利用す

る場合と接続事業者が利用する場合との同等性が

確保されていることが必要である。 

2016 年 11 月の情郵審答申において、情郵審から

総務大臣に対して「総務省において具体的なアンバ

ンドルの在り方について検証が行われること」が要

望されたのを機に、「次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等

の接続ルールに関する意見募集（2016 年 12 月 28

日～2017 年２月１日）」及び同再意見募集（2017 年２

月４日～17 日）を実施し、2017 年３月より「接続料の

算定に関する研究会」開催して、上記検証に向けた

対応、また接続ルールについての検討を始めてお

り、総務省は、この検討に当たり、事業者間の同等
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性の確保について十分配意する必要がある。 

意見５－17  ＮＴＴ東日本・西日本が積極的に事業者に対して情報開示を行うことは当然として、それに

加えて、ルータや SＩＰサーバ等の設備についても「網機能提供計画」の届出対象に追加する必要。 

また、利用者保護の観点から、第一種指定電気通信設備の機能を廃止する際には、接続事業者の

対応期間を十分に確保することは当然として、それに加えて、機能を廃止する計画の「網機能提供計

画」の届出対象への追加も必要。 

考え方５－17 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、ＮＧＮはボトルネック設備であるメタル回線と一体として設置される設備にもな

ることから、その不可欠性や基幹的な通信網としての性格が増々強まることになります。 

そのような中、ＮＴＴ東・西のルータや SＩＰサーバ等の設備に様々な変更が加えられると、接続事業者において、

その変更に対応するために自社設備の仕様変更や開発等を行わなければならなくなる等、非常に大きな影響を及

ぼし、円滑な接続ができなくなる恐れがあります。そのため、ＮＴＴ東・西において、積極的に事業者に対して情報開

示を行うことは当然として、それに加えて、ルータや SＩＰサーバ等の設備についても「網機能提供計画」の届出対象

に追加し、ルータや SＩＰサーバ等の設備の機能の変更又は追加に関する計画が公表される必要があると考えま

す。 

また、前述のとおり、ボトルネック性を有する第一種指定電気通信設備を保有するＮＴＴ東・西が、突然、サービス

や機能の提供を終了した場合、これらのサービスの利用者並びに接続事業者が当該機能を利用して提供するサ

ービスの利用者等に重大な影響を及ぼすため、利用者保護の観点で、サービスや機能の休廃止に係る規律を整

備することが必要です。 

そのため、第一種指定電気通信設備の機能を廃止する際には、当該機能を利用する接続事業者との間で事前

協議を丁寧に行い、廃止・移行に係る接続事業者の対応期間を十分に確保することは当然として、それに加えて、

機能を廃止する計画の「網機能提供計画」の届出対象への追加も必要であると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

意見５－18 ＮＴＴ東日本・西日本としては、接続事業者が当社利用部門と同様のサービスをＮＧＮと接

続して実現するために必要となる情報を開示してきた。厳しい規制を、変化が激しく競争や技術革新

が進展しているＩＰ系サービス市場にまで広げた場合、競争環境を歪め利用者利便を損ないかねない

ため、ルータ・ＳＩＰサーバ等の設備を「網機能提供計画」の届出対象とすべきではない。 

なお、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は原則二者間の直接接続となるた

め、ＮＧＮの情報開示だけを推し進めるのではなく、接続事業者も含め相互に情報提供を進めていくこ

とが重要。 

考え方５－18 
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【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５ ２  ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＧＮの情報開示については、ＮＧＮのサービス開始以前からＮＮＩ/ＳＮＩ/ＵＮＩのインタフェース条件（インタフェー

ス仕様、通信プロトコル、品質規定条件（転送品質クラス等）、接続形態等）を開示し、他事業者からのご意見を伺

うとともに、1 年間のトライアルを実施する等、既存の情報開示告示に則り自主的にオープン化を進めてきました。  

また、サービス開始後も、新たな網機能（優先クラスを利用したＩＰ通信を可能とする機能等）を追加する場合に

は、その都度必要な情報開示を実施してきたところであり、今般の「優先パケット識別機能」及び「優先パケットルー

ティング伝送機能」（以下、優先転送機能）の提供においても、ソフトバンク殿との協議等において接続に必要な情

報（本機能に係る設備構成や仕組み、接続料の概算額等）について可能な限り開示に努め、また、接続事業者の

ご要望の実現方法を当社から進んで提案する等、優先転送機能の実現に向けて真摯に対応してきました。このよ

うに、接続事業者が当社利用部門と同様のサービスをＮＧＮと接続して実現するために必要となる情報を開示して

きたところです。 

第 26 回電話網移行円滑化委員会（平成 29 年 1 月 20 日）において、優先転送機能に係る接続協議の経緯を確

認し、要因は双方のコミュニケーション不足であり、まずはそれを解消するための環境整備が重要との認識が示さ

れました。当社としては、今後も双方のコミュニケーション不足による行き違い等により協議が停滞することがない

よう、双方がドキュメントでの確認を徹底する等、円滑な協議の実現に努めてまいりたいと考えています。 

一次答申（案）では、ＮＧＮのオープン化に向けた情報開示促進の一環として、ルータ・ＳＩＰサーバ等の設備を

「網機能提供計画」の届出対象にすることが提起されていますが、「網機能提供計画」は、新たな機能の開発着手

の原則 200 日以上前に総務省に届出し、事業者からの意見を受け付けた上で、場合によっては、開発計画の内容

変更が必要となるものです。 

こうした厳しい規制を変化が激しく競争や技術革新が進展しているＩＰ系サービス市場にまで広げた場合、柔軟か

つ機動的なサービス提供に支障が生じるとともに、競争環境を歪め利用者利便を損ないかねないため、ルータ・ＳＩ

Ｐサーバ等の設備を「網機能提供計画」の届出対象とすべきではないと考えます。 

前述のとおり、優先転送機能の例に照らしてみると、課題は事業者間のコミュニケーション不足が原因であり、ま

ずはそれを解消することが重要です。事業者にとって具体的にどのような情報開示が不足しているのか等、必ずし

も課題が明らかになっていない中、「網機能提供計画」の届出対象を拡充することありきで議論を進めるのではな

く、まずは事業者間協議の実態を踏まえた課題の抽出・分析を行った上で、事前開示が必要な情報と協議を通じて

開示すべき情報の仕分けを進めることからはじめ、その後、必要に応じて現在の情報開示ルールの充実を図るこ

とにより対応していくことが適切と考えます。 

なお、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は原則二者間の直接接続となり、お互いに対等

ルータ、ＳＩＰサーバ等の設備についても「網機能

提供計画」の届出対象に追加し、ルータ、ＳＩＰサーバ

等の設備の機能の変更又は追加に関する計画を公

表することとする趣旨は、一次答申（案）に示したと

おり、ルータ、ＳＩＰサーバ等の設備は、今後、ＩＰ－ＩＰ

接続への円滑な移行に向けて、様々な改造等が加

えられることが想定されるが、この場合、他の事業者

においても仕様の変更、新たな機能を使用すること

の検討及び接続のために必要な機器の開発を行っ

たりする必要があり、接続約款が定まってからこの

作業に着手すると、実際に接続を実現するまでに相

当の期間を要し、円滑な接続を図る上で適当ではな

いとの考え方に基づくものである。 
なお、ルータ等の設備の開発ペースは速く、ルー

タ、SＩＰサーバ等の設備の機能のうち、どのような機

能の変更又は追加に関する計画を対象にするか、ま

た、総務大臣への届出の期限をどのように設定する

かについては、総務省において十分に制度の柔軟

性についても配意して検討することが適当である。 
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な関係で繋ぎ合うこととなるため、ＩＰ-ＩＰ接続への円滑な移行のためには、ＮＧＮの情報開示だけを推し進めるので

はなく、接続事業者も含め相互に情報提供を進めていくことが重要であると考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見５－19 機能の廃止に当たっては、機能を廃止する計画の「網機能提供計画」の届出対象への追加

は不要。 
考え方５－19 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

機能の廃止にあたっては、これまでも当該機能を利用する事業者との間で事前協議を丁寧に行い、廃止・移行

に係る接続事業者の対応期間を十分に確保してきており、機能を廃止する計画の「網機能提供計画」の届出対象

への追加は不要であると考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者が当該設備の機能を廃止する場合に、従来使

用できた機能が使用できなくなったり、これまで接続

していた電気通信設備の仕様を変更する必要が生

じたりする等、他の電気通信事業者にとって不測の

不利益が生じるおそれがある。 

このことから、一次答申（案）においては、第一種

指定電気通信設備との円滑な接続の確保に向けて

接続事業者への情報開示の一層の充実を図るため

の措置の例として、第一種指定電気通信設備の機

能を廃止する計画についても「網機能提供計画」の

届出対象であることを明確にすることを挙げている。 

意見５－20 ＩＰ網への移行を先行して対応した事業者と、後発で対応した事業者との間で接続料・網改

造料等に不公平な取扱いが生じないような措置が必要。 

また、既存ＰＳＴＮの接続料が高騰し、特に、後発でＰＳＴＮと接続を廃止する接続事業者にとって過

度な接続料の負担が生じることも想定されるため、今後の接続料算定において考慮が必要。 

ＮＴＴ東日本・西日本は、ＰＳＴＮ網廃止に伴う撤去費用、加入者交換機をメタル収容装置に転用す

る際に発生する改修費用等の規模感及び接続事業者の費用負担の考え方について早期に接続事業

者に開示が必要。また、今回のＩＰ網への移行はＮＴＴ東日本・西日本の設備保守の限界に伴う接続事

業者の設備対応になることから、接続事業者に対して過度な費用負担を求めることがないようにする

ことが必要。 

考え方５－20 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ 接続事業者のＩＰ網への移行完了時期は設備対応状況によりそれぞれ異なるため、ＩＰ網への移行を先行して対

応した事業者と、後発で対応した事業者との間でＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の接続料・網改造料等に不公平な

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中におけるメタルＩＰ

電話の接続料の算定方法及びＰＳＴＮの加入電話の

接続料の算定方法を総務省において検討する際に

は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行を先に行う事業者と後

で行う事業者との間で、接続料の負担において不公

平が生じないように配慮する必要がある。 

また、ＮＴＴ東日本・西日本においては、ＰＳＴＮか



60 

 

取扱いが生じないような措置が必要になると考えます。 

また、メタルＩＰ電話への移行に伴って契約者数が減になった後やＰＳＴＮ接続事業者数の減により、既存ＰＳＴＮ

のトラヒックが大幅に減少してＰＳＴＮの接続料が高騰する可能性が高くなることが想定されます。特に、後発でＰ

ＳＴＮと接続を廃止する接続事業者にとって過度な接続料の負担が生じることも想定されるため、今後のＮＧＮ及

びＰＳＴＮの接続料算定において考慮が必要であると考えます。 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、ＰＳＴＮ網廃止に伴う撤去費用、加入者交換機をメタル収容装置に転用する際

に発生する改修費用等の規模感及び接続事業者の費用負担の考え方について早期に接続事業者に開示する必

要があると考えます。また、今回のＩＰ網への移行はＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の設備保守の限界に伴う接続事

業者の設備対応になることから、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が接続事業者に対して過度な費用負担を求めるこ

とがないようにすることが必要であると考えます。 

 
【中部テレコミュニケーション株式会社】 

らＩＰ網への移行に伴って発生すると見込まれるＰＳＴ

Ｎ廃止に伴う撤去費用や加入者交換機をメタル収容

装置に転用する際に発生する改修費用等の詳細が

判明した段階で、これらの詳細について可能な限り

早期に接続事業者に開示することが求められる。 

意見５－21 ＰＳＴＮがＩＰ網に移行した後の接続料の算定方法等の在り方については、移行後の接続構

成を明確にした上で、これまでの接続料の算定方法に係るルール導入の経緯も踏まえて総務省にお

いて検討を進めることが適当。 

なお、ＰＳＴＮの接続料については、ＩＰ網への移行期間中も含めて引き続きＬＲＩＣモデルを適用する

ことを前提に検討を進めるべき。 

また、ＮＧＮとのＩＰ-ＩＰ接続を先に行う事業者と後で行う事業者、又は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行を

先に行う事業者と後で行う事業者との間で、接続料負担等における不公平な取り扱いが生じないよう

検討が必要。 

考え方５－21 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＰＳＴＮがＩＰ網に移行した後のＮＴＴ東・西のメタルＩＰ電話及び「ひかり電話」に係る接続料の算定方法等の在り

方については、ＩＰ網への移行後の接続構成を明確にした上で、これまでの接続料の算定方法に係るルール導入

の経緯も踏まえて総務省において検討を進めることが適当であると考えます。 

なお、ＰＳＴＮの接続料については、これまでＬＲＩＣモデルを適用することで接続料原価における非効率性の排除

を図ってきたことから、ＩＰ網への移行期間中も含めて引き続きＬＲＩＣモデルを適用することを前提に検討を進める

べきと考えます。 

また、ＮＧＮとのＩＰ-ＩＰ接続及びＰＳＴＮからＩＰ網への移行については、接続事業者毎に接続や移行のタイミング

が異なる可能性が高いため、ＮＧＮとのＩＰ-ＩＰ接続を先に行う事業者と後で行う事業者、又は、ＰＳＴＮからＩＰ網へ

の移行を先に行う事業者と後で行う事業者との間で、接続料負担等における不公平な取り扱い（例えば、先に接続

を行った事業者に多大な接続料負担が生じる等）が生じないよう検討する必要があると考えます。 

 

一次答申（案）に示したとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網へ

の移行期間中におけるメタルＩＰ電話の接続料の算

定方法、ＩＰ網への移行後の光ＩＰ電話とメタルＩＰ電話

の接続料の算定方法等のＩＰ－ＩＰ接続の接続料算

定の在り方について総務省において検討することが

必要である。その際に、移行期間中におけるＰＳＴＮ

に係る接続料算定の在り方についても、総務省にお

いて検討することが必要である。 

その検討に当たって、接続料算定にＬＲＩＣモデル

を適用する場合には、引き続き、接続料原価におけ

る非効率性の排除を図り、接続料算定の対象とする

サービスや機能の範囲についても整理することが必

要である。 

なお、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中におけるメ

タルＩＰ電話の接続料の算定方法及びＰＳＴＮの加入

電話の接続料の算定方法を総務省において検討す
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【ＫＤＤＩ株式会社】 る際には、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行を先に行う事業

者と後で行う事業者との間で、接続料の負担におい

て不公平が生じないよう配慮する必要がある。 

意見５－22 ＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は原則二者間の直接接続となることから、ＮＧ

Ｎの接続料にのみ規制を課す必要はない。ＩＰ網への移行後の接続料については、基本的に発着二

者間の事業者協議で取り決めることとし、万が一問題が生じた場合には事後的に対応するルールへ

見直すべき。 

ＩＰ網への移行後は、ＮＴＴ東日本・西日本のみに過度な負担を強いる長期増分費用方式について

は、ＩＰ網への移行後の「固定電話（メタルＩＰ電話）」においても光ＩＰ電話においても、採用すべきでな

い。 

考え方５－22 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２  ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

現在のＰＳＴＮ接続料の規制は、当社の固定電話が回線サービスのほとんどを占め、他事業者はその上で中継

電話サービスを提供してその料金を競い合うといったＰＳＴＮ全盛の時代を前提としたものです。 

一方、ＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は原則二者間の直接接続となり、お互いに対等な関係で繋

ぎ合い接続料を相互に支払い合う関係になることから、ＮＧＮの接続料にのみ規制を課す必要はないものと考えま

す。ＩＰ網への移行後の接続料については、基本的に発着二者間の事業者協議で取り決めることとし、万が一問題

が生じた場合には事後的に対応するルールへ見直すべきと考えます。 

仮に、当社のＩＰ網の接続料に引き続き規制を課す必要があるとしても、上述のとおり、ＩＰ網への移行後は、二者

間が対等な関係で直接接続することになることから、仮想的なモデルにより実際にかかった費用を回収できず、ＮＴ

Ｔ東西のみに過度な負担を強いる長期増分費用方式については、ＩＰ網への移行後の「固定電話（メタルＩＰ電話）」

においても光ＩＰ電話においても、採用すべきでないと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

現行制度上、ＮＧＮはボトルネック性を有するアク

セス回線（光回線）と一体として設置される設備であ

り、当該設備との接続が、他の電気通信事業者の事

業展開上不可欠であって、また、利用者利便の確保

の観点からも不可欠であることから、総務大臣により

第一種指定電気通信設備に指定され、当該設備と

の接続に関する接続料及び接続条件の公平性・透

明性や、接続の迅速性等を確保するための規律が

課されている。 

ＮＧＮについては、一次答申（案）で示されたとお

り、ＩＰ網への移行後に向けて、ＮＴＴ東日本・西日本

の光回線に加えてメタル回線についてもＮＧＮに収

容されることから、ＮＧＮはボトルネック性を有するメ

タル回線及び光回線と一体として設置される設備と

しての性格を強め、ＮＧＮへの他事業者の依存性は

強まること等の理由により、今後、ＮＧＮの重要性・

基幹的役割が一層強まると考えられるため、こうした

状況に即した競争環境の確保を図っていく必要があ

る。   

なお、一次答申（案）に示したとおり、長期増分費

用方式は、第一種指定電気通信設備を設置する事

業者の非効率性の排除を図り、接続料の低廉化、接

続料算定の透明性や公正性の確保に寄与してきた

ものである。ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制

度に関して、光ＩＰ電話とメタルＩＰ電話の接続料の算

定方法等のＩＰ－ＩＰ接続の接続料算定の在り方やＰ
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ＳＴＮに係る接続料算定の在り方について、円滑な

接続を確保する見地から、総務省において検討する

ことが必要である。 

意見５－23  ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中は、事業者によって接続先がＰＳＴＮとＩＰ網が混在し、現

在の接続料算定（ＬＲＩＣ）では、接続料が高騰することが懸念されるため、移行期間中のＰＳＴＮ・ＩＰ網

の接続料については、現行の競争環境が維持できるよう接続制度の整備を希望。 

考え方５－23 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

 

【意見内容】 

現在、事業者間の意識合わせの場で検討されているＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間は、2021 年頃から 2025 年ま

で要す見込みであり、その期間中は、事業者によって接続先がＰＳＴＮとＩＰ網が混在することになります。また、ＩＰ

網への移行に伴いのＰＳＴＮのトラヒックは減少していくことになり、現在の接続料算定（ＬＲＩＣ）では、接続料が高騰

することが懸念されます。そのため、移行期間中のＰＳＴＮ・ＩＰ網の接続料については、現行の競争環境が維持で

きるよう接続制度の整備を希望します。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中におけるメタルＩＰ

電話の接続料の算定方法及びＰＳＴＮの加入電話の

接続料の算定方法については、考え方５－21 のとお

り。 

意見５－24 事業者間接続についても、一次答申案の通り、直接接続や繋ぐ機能を通じた二者間接続と

なることから、各事業者が各々の責任を果たし、協力しあう真摯な対応が、より一層求められる。 
考え方５－24 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

コミュニケーション手段の多様化など市場環境が大きく変化している中、今後、固定電話サービスをできる限り負

担のない形で提供・維持していくため、ＰＳＴＮからＩＰ網へ移行し、ＩＰの特性を活かしたサービスへ円滑に移行して

いくことは、当社を含む全事業者共通の方向性であり、相互に協力して対応すべき課題であると考えます。 

事業者間接続についても、本答申案の通り、直接接続や繋ぐ機能を通じた二者間接続となることから、当社を含

む各事業者が各々の責任を果たし、協力しあう真摯な対応が、より一層求められると考えます。 

 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

 

【意見内容】 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行は事業者共通の課題であり、ＩＰ網では二者間の SＩＰサーバ連携が必要となることか

ら、接続当事者同士が責任を持って対応していくことが重要であると考えます。 
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【株式会社ＮＴＴドコモ】 

意見５－25 ＰＯＩの設置箇所については、コストや運用性の観点でＰＯＩを集約することでメリットがあるこ

とから、事業者間で東京と大阪の 2 箇所に集約することが合理的であることが確認された。多様な通

信形態に柔軟に対応する観点からは、更なるＰＯＩを設置することは排除されないようにすべきとの指

摘に賛同。 

考え方５－25 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

ＰＯＩの設置箇所については、ＮＴＴ法の趣旨に鑑みれば各県ごとに設置することが原則と考えられますが、ＩＰ網

におけるコストや運用性の観点では、ＰＯＩを集約することで事業者間の通話をつなぐ機能を提供する事業者と利用

する事業者の双方にメリットがあることから、関係事業者間の意識合わせの場で東京と大阪の 2 箇所に集約するこ

とが合理的であることが確認されたところです。 

また、多様な通信形態に柔軟に対応する観点からは、更なるＰＯＩを設置することは排除されないようにすべきと

の指摘に賛同します。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 

 

意見５－26  ＰＯＩの地方への増設に関して、関係者間によるさらなる議論を期待。ＰＯＩの追加や張り出

しＰＯＩの設置に関する事業者間協議においては、業者の規模の差異によって不公平が生じぬよう総

務省が注視すべき。事業者間協議が長期間化しないための手当てが必要。 

考え方５－26 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

現状、ＰＯＩの設置場所は東京と大阪の 2 か所とされています。東京・大阪から離れた地域系事業者が敷設に必

要となる回線のコストなどについては考慮されるようですが、ＰＯＩが 2 か所のみという点は災害対策の面から懸念

があります。ＰＯＩの地方への増設に関して、関係者間によるさらなる議論を期待します。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

ＰＯＩの設置場所・箇所数については、考え方５－

12 のとおり。 

今後の新規参入事業者を含め接続事業者からＰ

ＯＩの設置場所の追加や張り出しＰＯＩの設置につい

ての要望があった場合は、一次答申（案）に示したと

おり、事業者間においては、本一次答申（案）及び

「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」等に

沿った適切な対応をとることが求められ、総務省に

おいても事業者間協議を十分注視することが必要で

ある。 

本審議会としても、円滑な事業者間協議を促しつ
【意見内容】 
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接続事業者からＰＯＩの設置場所の追加や張り出しＰＯＩの設置についての要望があった場合、協議が長期間化

しないための手当てが必要であると考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

つ、その進捗状況を随時確認しながら、必要に応じ

て追加的な検討を行っていく。 

 

【意見内容】 

地域系事業者や今後の新規参入事業者を考慮し、「更なるＰＯＩを設置することは排除されないようにすべき」、

「ＰＯＩの設置場所の追加や張り出しＰＯＩの設置について協議を行う必要がある。」とする考えに賛同します。 

それらの設置に関する事業者間の協議において、事業者の規模の差異によって、協議に不公平が生じぬよう総

務省殿においても、協議を注視いただくことを希望します。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

意見５－27 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路の構築・調達時に関する接続事業者の選択及びコスト負担に

関する二者間協議等については、答申案の考え方に賛同。伝送路のコスト負担に関しては、事業者

間協議が難航する事態が頻繁に発生する場合、必要に応じて同ガイドラインの見直しについても検討

が必要。事業者間で確認した不公平の認識が時間の経過で消失することや、事業者の規模の差異

により不公平が解消されないことがないよう、総務省が事業者間の接続料の交渉を注視すべき。 

考え方５－27 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路の構築・調達時に関する接続事業者の選択及びコスト負担に関する二者間協議

等については、上記の考え方に賛同します。 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路のコスト負担に関しては、「「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」に沿っ

て二者間協議すべき。」とありますが、事業者間協議が難航する事態が頻繁に発生する場合、必要に応じて同ガ

イドラインの見直しについても検討が必要と考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、「繋ぐ機能ＰＯＩ」ま

での伝送路のコスト負担に関する二者間協議に当た

り、各事業者においては「事業者間協議の円滑化に

関するガイドライン」等に沿った適切な対応をとること

が求められ、総務省においても事業者間協議を十分

注視することが必要である。 

その上で、必要が生じれば、総務省において同ガ

イドラインの見直しも含めた適切な対応を行うことが

適当である。 

 

 

 

【意見内容】 

繋ぐ機能ＰＯＩまでの伝送路は、「ＰＯＩ設置地域でサービスを提供する事業者とＰＯＩ非設地域でサービスを提供

する事業者で伝送距離の長短による費用の差異により不公平が生じる」ことを全事業者が認識した上で、繋ぐ機能

ＰＯＩまでの伝送路費用を接続料原価に含めることで合意しています。但し、時間の経過による不公平が生じること

の認識の消失や事業者の規模の差異によって、不公平の解消がなされないことがないよう、総務省殿においても、

新たな「電話を繋ぐ機能」に係る事業者間の接続料の交渉を注視いただくことを希望します。 
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【九州通信ネットワーク株式会社】 

意見５－28 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路コストを接続料で回収する旨を事業者間で合意したことに関

する記載を追加すべき。 
考え方５－28 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能の在り方」 

 

【意見内容】 

「（３）「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路（コスト負担）」（ｐ３３）で示された考え方の前提となる事業者間協議の内容を明

らかにするため、下記を追加していただきたい。 

記 

更に、「繋ぐ機能ＰＯＩ」非設置地域でサービスを提供する事業者は、「繋ぐ機能ＰＯＩ」設置地域でサービスを提供

する事業者に比べて、「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路コストがかかることになる。このコストについては「繋ぐ機能ＰＯ

Ｉ」非設置地域でサービスを提供する事業者が、その設定する接続料で回収することについて「事業者間意識合わ

せの場」で全事業者の合意が得られた。 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

「電話を繋ぐ機能」についての各検討項目に関す

る事業者間協議の内容・詳細は、「電話を繋ぐ機能

ＷＧとりまとめ」を参照することが適当であることか

ら、一次答申（案）の注釈にその旨を記載する。 

 なお、「「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路（コスト負担）」

に関する具体的方向性（考え方）の前提となる事業

者協議の内容は以下のとおりである。 

 

（「電話を繋ぐ機能ＷＧとりまとめ」（P8）より抜粋） 

「事業者間意識合わせの場」において、地域系事

業者からは、 

・ 「ＰＯＩまでの伝送路は、ＰＯＩ設置地域でサービス

を提供する事業者とＰＯＩ非設置地域でサービスを

提供する事業者で伝送距離の長短による費用の

差異により不公平が生じる」 

・ ＰＯＩまでの伝送路の費用を接続料原価に含める

場合、「二者間での事業者協議に委ねると、各事

業者の事業規模、交渉力の違い等によって、ＰＯＩ

伝送路の費用負担の差異による不公平が生じて

いる場合でもそれが解消できない課題が懸念され

る」 

という意見が示されており、これらの点について、 

・ 「ＰＯＩビル設置地域でサービス提供する事業者と

ＰＯＩビル非設置地域でサービス提供する事業者と

の間で、ＰＯＩ伝送路の距離の長短による費用の

差異」については、「『事業者間意識合わせの場』

に参加している事業者間の共通認識として確認し

た上で、ＰＯＩ伝送路の費用について接続料原価

（各事業者が精算のために設定するネットワーク

コストを指す）に含めることを採りうることを前提

に、二者間で真摯かつ丁寧に事業者協議を行っ

ていくことが適当」であること 

が事業者間で確認されたことが示された。 
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意見５－29 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内での事業者間のＩＰ-ＩＰ接続において、ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮと

の接続については認可接続約款に基づく現行のルール等の考え方が引き続き適用される答申案の

考え方に賛同。 

考え方５－29 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

「繋ぐ機能」について、ＩＰ電話市場において市場支配力のあるひかりＩＰ電話・メタルＩＰ電話との接続で不可避的

に使用されることや、これまでのＰＳＴＮにおける「ハブ機能」が担っていた役割を鑑みた場合、ＮＴＴ東日本及びＮＴ

Ｔ西日本が「繋ぐ機能」を担うことが適当であると考えます。そのため、音声通信のために必要となる事業者間のＩＰ

-ＩＰ接続に関しては、現行ルール等における考え方が引き続き適用されるという考え方に賛同します。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

一次答申（案）で示したとおり、音声通信のための

事業者間のＩＰ－ＩＰ接続に関して、現行ルール等の

次の考え方は引き続き適用されることになる。 

・ 第一種指定電気通信設備であるルータ等の電

気通信設備との接続については、認可された手

続・接続料・接続条件が適用されること 

・ 上記の接続に際して、他事業者の設置するル

ータ等のコロケーション（建物内への設置、預か

り保守等）の請求について、認可されたコロケー

ション手続・コロケーション条件が適用されること 

・ ＰＯＩビル内に設置されている他事業者の電気

通信設備同士の接続については、第一種指定

電気通信設備設置事業者は、これを拒否する合

理的な理由がない限り対応すること 

 

 また、ＮＴＴ東日本・西日本においては、「繋ぐ機能

ＰＯＩビル」内において必要となる通信設備の設置、コ

ロケーション・スペースや電力設備等の提供、預かり

保守等について、他事業者からの要望に対して現行

の接続ルールに則した対応が求められる。 

 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の通信設備（Ｌ２スイッチ等）

の扱いに関しては、現行の接続ルールを踏まえて、

総務省において事業者間協議を促進することが適

当である。 

意見５－30 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内でＮＴＴ東日本・西日本に対して他事業者が自らの設備に係るコロケ

ーション・スペースの提供を求める場合において、当該コロケーションが実現しない場合の代替措置

のルールを総務省において設定する答申案の考え方に賛同。 

考え方５－30 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

「ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとの接続を要望する事業者は、認可接続約款に基づき、適正性・公平性・透明性

総務省においては、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内で他事

業者がＮＴＴ東日本・西日本との接続を行い、ＮＴＴ東

日本・西日本に対して自らの設備に係るコロケーショ

ン・スペースの提供を求める場合において、そのコロ

ケーションが実現しない場合の代替措置のルールを

設定する必要がある。 
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等が確保された料金その他の提供条件で、接続やコロケーションを行うことが可能であり、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内

でのＩＰ-ＩＰ接続においてもそれは同様である」「「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内で他事業者がＮＴＴ東日本・西日本との接続

を行い、ＮＴＴ東日本・西日本に対して自らの設備に係るコロケーション・スペースの提供を求める場合において、そ

のコロケーションが実現しない場合の代替措置のルールを総務省において設定する必要がある」との答申案の指

摘に賛同します。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見５－31 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内で複数の事業者が利用する通信施設や通信設備（L2 スイッチ等）に

ついては、ＮＴＴ東日本・西日本により維持・管理・運用が行われるべき。これらの通信施設や通信設

備の提供条件は、ＮＴＴ東日本・西日本による自主的運用に委ねるのではなく法規制等の対象として、

適正性・公平性・透明性等を確保すべき。 

考え方５－31 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

答申案の内容に賛同します。 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内で複数の事業者が利用する通信施設や通信設備（L2 スイッチ等）についても、継続的か

つ安定的な提供が担保されるためにはＮＴＴ東日本・西日本により維持・管理・運用が行われる必要があると考えま

す。そのため、これらの通信施設や通信設備についても第一種指定電気通信設備と同等に認可接続約款に基づく

提供条件とし、適正性・公平性・透明性を確保すべきです。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

音声通信のための事業者間のＩＰ－ＩＰ接続と現行

ルールとの関係については、考え方５－29 のとお

り。 

 

 

 

 

【意見内容】 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備（Ｌ２スイッチ等）をＮＴＴ東日本・西日本殿が維持・管理・運営を行

うとの考え方に、賛同致します。 

このＬ２スイッチは、ＮＴＴ東日本・西日本殿がこれまで提供してきた「ハブ機能（事業者が最寄りのＮＴＴ東日本・

西日本殿のＰＯＩまで音声呼を伝送すれば、 ＮＴＴ東日本・西日本殿の交換機を経由し、全ての事業者と接続する

ことができる）」と同様の機能を提供できるものです。 

このＬ２スイッチに全ての事業者が接続しますが、ここを流れるトラフィックは最大の利用者を保有するＮＴＴ東日

本・西日本殿と各事業者間が多いことを踏まえると、ＮＴＴ東日本・西日本殿がＬ２スイッチの維持・管理・運営を行

うことが合理的であると考えます。 

・ 次に従来の「ハブ機能」は、法制度に沿って接続約款に基づき公平に提供されてきました。それ故、全国ネットワ

ークを有しない地方事業者においても比較的容易に電話事業に参入できたものと認識しております。 

ハブ機能に代わるＬ２スイッチは、これまで以上に重要性が高まることから、特定事業者の個別利害に左右され

ることなく、中立性・公平性・客観性・透明性・信頼性・継続性が強く求められます。従って、従前の「ハブ機能」同
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様、行政当局による一定の監視・チェックの下で提供されることが望ましいと考えます。 

 

【株式会社ＳＴＮｅｔ】 

【意見内容】 

貴答申のとおり、ＮＴＴ東日本・西日本殿にパッチパネル及び共用Ｌ２スイッチの維持・管理・運用を担っていただ

くことに賛同します。 

 パッチパネル及び共用Ｌ２スイッチについては、適正性、公平性、透明性、継続性等の担保が必要であります。こ

れを担保するため、電気通信事業法の規制（認可接続約款に基づく提供条件）を希望します。 

 規制の在り方、費用負担及び保守・運用ルールの在り方については、事業者間の議論だけではなく、政策的な判

断も必要であります。 

（電話網移行円滑化委員会（第２５回）参考資料２５－１「電話を繋ぐ機能」に関する事業者間協議の状況（繋ぐ

機能ＰＯＩビル内の設備関連）ｐ２５弊社意見） 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

【意見内容】 

・ 通信施設や通信設備（L2スイッチ等）をＮＴＴ東西殿により維持・管理・運用が行われることに賛同します。  

・ また、一次答申（案）で示されたとおり、「電話を繋ぐ機能」は全ての利用者に電話サービスが提供されるための

基盤となることから、「継続的・安定的な提供」や「適正性・公平性・透明性を確保した料金・条件での提供」、「技術

基準に基づく維持・運用・管理による信頼性の確保」が必要不可欠と考えます。  

・ これを担保するためには、ＮＴＴ東西殿による自主的運用に委ねるのではなく、法規制・制度設計のもとで維持・

管理・運用がなされるべきと考えます。 

 

【株式会社ケイ・オプティコム】 

【意見内容】 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の通信施設や通信設備（L2 スイッチ等）について、ＮＴＴ東日本・西日本殿により維持・管

理・運用が行われることについて賛同します。 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備の『L2 スイッチ』は、全事業者が繋がる「電話を繋ぐ機能」のベース

となるものであり、継続的・安定的な提供が求められます。また、その費用については、『L2 スイッチ』に繋がる全事

業者で応分に負担すべきであり、その負担方法は、公平性・透明性の確保が求められます。 

そのため、『L2 スイッチ』については、ＮＴＴ東日本・西日本殿が設置、保有することで事業者間の責任分界点を

明確にし、ＮＴＴ東日本・西日本殿により維持・管理・運用が行われる必要があると考えます。 

ＮＴＴ東日本・西日本殿により『L2 スイッチ』が提供される場合においても、自主的な運用に委ねるのではなく、法

制度のもとで維持・管理・運用がなされるべきと考えます。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

【意見内容】 
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「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備のうち全事業者が繋がる共用設備『L2 スイッチ/共用ルータ』につ

いては、ＮＴＴ東日本・西日本殿が設置・保有し、維持・管理・運用が行われる必要があると考えます。また、その利

用料においても、公平性・透明性の確保が求められるため、制度面の担保が必要と考えます。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

意見５－32 「電話を繋ぐ機能」を担う設備の第一種指定電気通信設備指定化及び第一種指定電気通

信設備設置事業者による運営について引き続き議論が必要。 
考え方５－32 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方  

 

【意見内容】 

「事業者間意識合わせの場」において、「電話をつなぐ機能」における接続モデルとしてメッシュ型及びスター型な

ど技術的観点から議論がなされているところではあります。 

同機能は、ＩＰ網移行後の電話サービスの信頼性、品質確保の観点及び接続料を含む適正性、公平性、透明性

確保の観点からも、同機能を担う設備の第一種指定化及び指定事業者による運営について引き続き議論が必要

であると考えます。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

音声通信のための事業者間のＩＰ－ＩＰ接続と現行

ルールの関係については、考え方５－29 のとおり。 

 

意見５－33 『電話を繋ぐ機能』を提供する通信施設・通信設備を提供する事業者に求められる役割に

ついての考え方に賛同。 
考え方５－33 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能の在り方」 

 

【意見内容】 

「『電話を繋ぐ機能』を提供する通信施設及び同施設に設置される通信設備を提供する事業者に求められる役

割」の記載内容について賛同する。 

具体的には，社会経済活動に不可欠なインフラである電話網においては，ＩＰ網に移行後も，「利用者が，安心し

て，ＩＰ網において良質・低廉なサービスが享受できる」に加え「事業者が整備された公正な競争環境下で良質・低

廉なサービスを提供できる」という観点での取りまとめが重要であり，こうした観点を踏まえて「提供主体に求められ

る役割」が明確に取りまとめられているため賛同する。 

 

【株式会社エネルギア・コミュニケーションズ】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 



70 

 

意見５－34  ＩＰ網への移行後も第一種指定電気通信設備であるＰＳＴＮで「ハブ機能」を担ってきたＮＴ

Ｔ東日本・西日本の役割が終わるものではない。トラヒックの接続ポイントでの簡便性・確実性は電話

事業を営むにあた必須の要素であり、これが担保されないと電話の競争環境が失われる。ＩＰ網での

「電話をつなぐ機能」の方式の議論が（事業者間において）網羅・俯瞰的に行われていない。接続事業

者がＮＴＴ東日本・西日本が設置する第一種指定電気通信設備であるルータに接続することにより、Ｎ

ＴＴ東日本・西日本だけでなく接続事業者間のトラヒック交換を実現するためのアンバンドルについて

も議論が必要。 

考え方５－34 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能の在り方」 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ殿は従前より、ＰＳＴＮにて「電話を繋ぐ機能の提供」の一環として「ハブ機能」を担ってきました。 

ネットワーク外部性を有する電話市場において、多くのユーザを抱え、市場支配的なトラヒックをもつＮＴＴ東西殿

の網に拒否されること無く接続することは、競争事業者が市場参入するために必須です。 

また、比較的小規模となる競争事業者がネットワークを構築し、維持運営コストを下げることは、参入のハードル

を下げ、新規参入者を増やし、健全な競争環境を維持する等の意味において必要とされるものです。 

このようにして競争環境を維持し、多様なサービス競争を生むことで消費者利益につなげるために、制度的担保

としてＮＴＴ東西殿のネットワークに開放義務を課してきたものと理解しています。 

技術が変わり、ＰＳＴＮからＩＰになったとしても、上記の電話の競争状況は変わっておりません。 

いまだにＮＴＴ東西殿は最も多くのユーザを抱え、競争事業者にとって最も重要な接続先ネットワークです。また、

ＩＰ化にしようとも小規模事業者にとって接続にかかるコスト負担は大きく、経済合理性は常に求められています。 

そのため、ＩＰ網移行後においてもＰＳＴＮにて同機能を担ってきたＮＴＴ殿の役割が終わるものではないと考えま

す。 

ＩＰ網移行後、繋ぐ機能ＰＯＩビル内における事業者間接続では、ＮＴＴ殿が引き続きＩＰネットワークにおける「ハブ

機能」を提供することが望ましく、同機能は「第一種指定電気通信設備」として維持運営されていくことが「公平性」

「透明性」という観点からも望ましい在り方と考えます。 

事業者間協議の場であります「ＰＳＴＮマイグレーション」の場では、繋ぐ機能ＰＯＩビル内での事業者間接続につ

いて「パッチパネルを介した直接接続」と「共用 L２スイッチ接続」を用いた接続形態が議論のためのモデルとして議

論されました。 

しかしながら、この議論では、具体的な機器の動作や接続方法を踏まえた議論も行なわれていないことから明ら

かなように、2 方式（概念的なネットワークモデル）をとりあげた比較議論にとどまっており、「具体的な機器構成の

妥当性」やアンバンドルの可能性を考慮した「具体的な接続方式議論」については別途議論とすることと整理され、

議論が行なわれていない認識です。 

すなわち、つなぐ機能の議論で行われた議論は方式議論が網羅・俯瞰的に行われたものではない認識です。 

そのため、今後は、総務省殿の議論の場ではこれまで行なわれなかったアンバンドルの可能性を踏まえて再度

議論する必要があります。 

一次答申（案）に示したとおり、ＰＳＴＮにおいて第

一種指定電気通信設備設置事業者が「ハブ機能」を

担っているのは、不可欠設備を設置する当該事業者

との接続を他事業者が請求して接続が実現してきた

結果、当該事業者の交換機を経由して他事業者の

電気通信設備同士を接続させることが技術的・経済

的に合理的であるとの考えによるものである。 

ＰＳＴＮの「ハブ機能」に代わり、ＩＰ網への移行後

のＩＰ－ＩＰ接続は、二者間のＳＩＰサーバ連携により、

新たな「電話を繋ぐ機能」（各事業者が「繋ぐ機能ＰＯ

Ｉビル」内等に設置する通信設備（ルータ等）及び各

事業者のネットワーク側に位置し「繋ぐ機能ＰＯＩビ

ル」内等の設備と連携する通信設備（ＳＩＰサーバ）等

の総体により、音声呼を制御し、「繋ぐ機能ＰＯＩビ

ル」内に設置された事業者の通信設備（ルータ等）を

介してパケットを伝送し、通話先ネットワークに振り

向ける「ルーティング伝送」）によって実現されるもの

として協議されてきていると理解している。その具体

的な機能については、接続請求事業者が請求してい

る機能について、その技術的可否が検討されること

が基本であるはずなので、そうした見地から納得感

のある協議が行われることが望まれる。 

音声通信のための事業者間のＩＰ－ＩＰ接続と現行

ルールとの関係については、考え方５－29 のとお

り。 
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具体的には、これまでのＰＳＴＮのネットワークと同じネットワーク形態をとる方式、すなわち、各接続事業者がＮＴ

Ｔ東西殿の事業者接続用ルータ（GW ルータ）のポートに接続することにより、ＮＴＴ東西殿だけでなく接続事業者と

のトラヒック交換も同時に実現可能である方式について、これを実現すべく、議論していくべきです。 

 

【ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ 株式会社】 

【意見内容】 

事業者間の規模の差が大きい現状において、ネットワークの経済合理性や技術的なトラヒック交換の最適化観

点でみると、最もトラヒック量が大きいＮＴＴ東西殿の網に接続すること、およびその網を通じて他事業者とも接続す

ることには一定の合理性があります。そのため、これまではＮＴＴ東西殿の一種指定設備であるＰＳＴＮにおいてい

わゆるハブ機能（ＮＴＴ殿がその設備を介して接続事業者間でトラヒックを交換させること）が提供されてきた理解で

す。 

トラヒックの接続ポイントでの簡便性、確実性は電話事業を営むにあたり必須の要素です。これらが担保されな

い場合、もしくは大きな負担となる場合は、電話サービスでのイノベーションが行なわれなくなり、電話の競争環境

が失われることから、これらの確実な担保を総務省殿で議論いただきたいと考えます。 

今回、ＮＴＴ殿を含む通信事業者間の協議の場「ＰＳＴＮマイグレーションに係る関係事業者間の意識合わせの

場」（以下、意識合わせの場という）においては、多くの事業者からハブ機能と同様の機能をＩＰ網にて実現するべき

との意見が出されました。 

また、意識合わせの場では、概念的整理として「パッチパネルを介した直接接続方式」と「共用 L2 スイッチ接続方

式」の 2 モデルを概念的に比較し、議論を行いましたが、これらのモデルの具体的な設備構成や実質的に許容され

る可用性等の詳細まで踏み込んで行なわれていないことや、そもそもＮＴＴ東西殿の設備のアンバンドルを前提とし

た接続方式の議論は行なわれていないことからも明らかである通り、本格的な検討・議論が行われていない状態で

す。そのため、今後はＮＴＴ東西殿の設備をアンバンドルし、ＰＳＴＮの設備と同様にＮＴＴ東西殿設備を介して接続

事業者間のトラヒック交換を低廉に実現するべく、必要な議論を総務省殿の場で実施していただきたいと考えま

す。 

 

【株式会社アイ・ピー・エス】 

【意見内容】 

事業者間協議においてはネットワークの接続形態（スター型、メッシュ型）を技術的に議論したものの、アンバンド

ルを前提とした接続形態の可能性については一切検討してきておりません。今後は、総務省殿の議論の場におけ

る、ＮＴＴ東西殿が設置する第一種指定電気通信設備である個別ルータ等のアンバンドルを前提とした接続形態の

議論が必要と考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

意見５－35 「繋ぐ機能ＰＯＩビル内」に設置される通信設備は、地域系事業者に限らず、全ての事業者

が利用するものとの認識に基づく記述に修正すべき。共用Ｌ２スイッチは全事業者が接続するもので

あることから、その費用負担は全事業者が同じルールで応分負担すべき。コスト負担や事業者間精

考え方５－35 
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算等に関する事業者間協議においては、事業者の規模や交渉力の差によって不公平や過度な負担

が生じないよう、総務省が協議を注視すべき。 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

 

【意見内容】 

・ 「電話を繋ぐ機能」に関して「繋ぐ機能ＰＯＩビル内」に設置される通信設備は、地域系事業者に限らず、全ての事

業者が利用するものと認識しております。  

・ このため、当該箇所は地域系事業者に限定した記述は必要なく、例えば下記のように修正すべきと考えます。  

  

＜変更案＞  

「電話を繋ぐ機能」に関し、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備の責任主体のありよう、コスト負担や事

業者間精算等については、引き続き事業者間協議が進められているところ、事業者間では接続ルールに則した対

応がなされる必要がある。 

 

【株式会社ケイ・オプティコム】 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル内」に設置される通信設備は

多くの事業者に関連するトラヒックが流れるという御

意見を踏まえ、「地域系事業者」を「接続請求事業

者」に修正する。 

ＮＴＴ東日本・西日本における「繋ぐ機能ＰＯＩビル」

内において必要となる通信設備の設置、コロケーシ

ョン・スペースや電力設備等の提供、預かり保守等

については、考え方５－29のとおり。 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備の

責任主体のありよう、コスト負担や事業者間精算等

に関する事業者間協議については、総務省において

も十分注視することが必要である。 

 

 

【意見内容】 

（その①） 

当該通信設備については、検討の端緒は地域系事業者及びＮＴＴ東日本・西日本殿との間でありましたが、他の

事業者にも関係する課題であり、事業者間協議では関係事業者も協議に参加しています。 

下記のとおり修正していただきたい。 

記 

「電話を繋ぐ機能」に関し、地域系事業者とＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとの接続のために「繋ぐ機能ＰＯＩビル」

内に設置される通信設備の責任主体の在りよう、コスト負担、事業者間精算等については、当該事業者間での課

題として提起されたが、他の事業者にも関係する課題であるため、引き続き関係事業者間で協議が進められてい

るところ、事業者間では接続ルールに則した対応がなされる必要がある。 

 

（その②） 

「第４０回事業者間意識合わせの場（Ｈ２８．１１．３０）」において、ＮＴＴ東日本・西日本殿より共用Ｌ２スイッチの

費用負担については、一次負担者及び二次負担者に分ける考えが示されました。 

 ＮＴＴ東日本・西日本殿の主張は、「共用Ｌ２スイッチのみを専ら利用する事業者（主に地域系事業者）が一次負担

者となり、ＮＴＴ東日本・西日本は二次負担者として接続料として一次負担者に費用を支払う。」というものでありま

す。 

 共用Ｌ２スイッチは、全事業者が接続するものであることから、費用負担については、事業者を一次負担者又は

二次負担者に分けずに全事業者が同じ立場及び同じルールで負担すべきです。 

 ＮＴＴ東日本・西日本殿が、当社のように交渉力の低い接続事業者に対し、過度な負担を強いることのないよう、
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総務省は事業者間の協議を注視し、公平な競争基盤の維持を担っていただきたい。 

（電話網移行円滑化委員会（第２５回）参考資料２５－１「電話を繋ぐ機能」に関する事業者間協議の状況（繋ぐ機

能ＰＯＩビル内の設備関連）ｐ２５弊社意見に追記） 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

【意見内容】 

・ ＮＴＴ東日本・西日本殿のＮＧＮとの接続のために「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備は、地域系事業

者のためだけに用意されたものではなく全ての事業者に関連するトラフィックが流れるものであることから、地域系

事業者の利用に限定すべきではないと考えております。 

・ また「繋ぐ機能ＰＯＩビル」の中でも全ての事業者が接続するＬ２スイッチのコスト負担は、公平性の担保の観点か

ら、全事業者が利用実績にて応分負担するべきと考えます。 

 

【株式会社ＳＴＮｅｔ】 

【意見内容】 

「繋ぐ機能ＰＯＩビル内」に設置される通信設備は、全事業者が利用するものであり、全事業者間で通信設備の責

任主体のありよう、コスト負担や事業者間精算等について、協議が進められているところです。 

そのため、地域系事業者に限定した記述ではなく、以下のとおり修正を希望します。 

＜変更案＞ 

「電話を繋ぐ機能」に関し、ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとの接続のために「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通

信設備の責任主体のありよう、コスト負担や事業者間精算等については、引き続き事業者間協議が進められてい

るところ、事業者間では接続ルールに則した対応がなされる必要がある。 

 

また、事業者間の意識合わせの場において、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備の責任主体のありよ

う、コスト負担や事業者間精算等について検討を進めておりますが、事業者の規模の差異によって、協議に不公平

が生じぬよう総務省殿においても、協議を注視いただくことを希望します。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

意見５－36 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内における通信設備について、事業者から要望があった場合には、建

設請負／保守受託といった、要望事業者の撤退等により当社が未回収リスクを負うことがないよう、

その設置に係る費用を要望事業者が最初に全額負担する方法により対応していく考え。また、音声

伝送役務自体の品質確保については、電話サービスを提供する各事業者が一義的には責任を負う

べき。 

考え方５－36 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．３  「電話を繋ぐ機能」の在り方 

考え方５―34 のとおり。 
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【意見内容】 

事業者間協議では、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の事業者間接続は、「『共用Ｌ２スイッチ』を介した接続」と、各事業者

の自前装置間での直接接続による「『共用Ｌ２スイッチ』を介さない（『パッチパネル』を介した）接続」の両形態があ

り、各事業者がどちらかを任意選択することしており、当社は後者の形態を選択する予定です。 

いずれの形態においても、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内における通信設備については、現行の当社接続約款に定める

コロケーションルールに則り、各事業者が構築・設置することが可能です。また、当社は事業者から要望があった場

合には、建設請負／保守受託といった、要望事業者の撤退等により当社が未回収リスクを負うことがないよう、そ

の設置に係る費用を要望事業者に最初に全額負担していただける方法により対応していく考えです。 

また、音声伝送役務としての品質等の技術基準を満たすためには、電話サービスを提供する各事業者のＳＩＰに

よる制御等が必要であり、仮に当社が「共用Ｌ２スイッチ」を建設請負／保守受託するといった場合には、当社は当

該契約の範囲内での責任はしっかりと果たしていきますが、音声伝送役務自体の品質確保については、電話サー

ビスを提供する各事業者が一義的には責任を負うべきものであると考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見５－37 ＮＧＮの県間伝送路を第一種指定電気通信設備に指定すべき。 考え方５－37 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．４ ＮＧＮの県間伝送路の役割 

 

【意見内容】 

ＩＰ網への移行等に伴い、ＮＧＮへの他事業者の依存性は強まり、ＮＧＮとの接続においてＮＧＮの県間伝送路が

不可避的に使用されることになります。そのため、ＮＧＮの県間通信に係る設備についても、第一種指定電気通信

設備としての規律を課すことにより、料金その他の提供条件に係る適正性・公平性・透明性を確保し、公正な競争

環境を構築する必要があると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）で示したとおり、ＩＰ網同士の接続を

前提とした「電話を繋ぐ機能」を介した接続では、ＰＯ

Ｉの設置場所が集約・制限されると、今後は競争事業

者の利用者と現在の固定電話サービスにおいて相

当規模のシェアを占めるＮＴＴ東日本・西日本の利用

者との間での通話の疎通においてＮＧＮの県間伝送

路を経由することになり、他事業者の依存性が強ま

ることが考えられる。 

また、今後、競争事業者が新たにアンバンドルさ

れたＮＧＮの「優先パケット識別機能」及び「優先パケ

ットルーティング伝送機能」を利用してサービス提供

する場合、現行のＰＯＩの設置場所が集約・制限され

ていることを踏まえると、ＮＧＮの県間伝送路を不可

避的に経由することになる。 

こうした状況を踏まえると、ＮＧＮの県間伝送路及

びそれと一体として利用される県間中継ルータにつ

いて適切な規律を課すことにより、ＮＴＴ東日本・西日

本が活用業務で利用する当該設備と競争事業者が

【意見内容】 

現在、ＮＧＮの県間伝送路は非指定設備であることからコストが不透明になっています。ＩＰ網移行に伴い、ＮＧＮ

の県間伝送路は不可避的に使用されることになり、より適正性・公平性・透明性の確保が重要になると考えます。

このため、ＮＧＮの県間伝送路を第一種指定電気通信設備とすべきと考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

【意見内容】 
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前述のとおり、ＩＰ網への移行に伴い、他事業者がメタルＩＰ電話または光ＩＰ電話との間で音声通信を疎通する際

には、「電話をつなぐ機能」が設置される東京、大阪のみを経由する方向で進んでおります。このため、東京、大阪

以外の道府県に着信する場合、ＮＧＮ内の県間伝送路を経由することになります。 

この県間伝送路はＮＧＮの接続料の一部を構成しますので、同接続料の増加を避け、また当該伝送路に適用さ

れる料金、その他の提供条件に係る適正性・公平性・透明性を図るべく、指定化に向け検討いただきたいと存じま

す。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

接続するに当たっての料金その他の提供条件に係

る適正性・公平性・透明性を確保し、公正な競争の

確保を通じて、利用者利益の確保を図ることが適当

である。 

 

 

【意見内容】 

これまでＮＴＴ東西の県間伝送路は、ほぼ自社のサービスに利用されているだけでしたが、固定電話網のＩＰ網へ

の移行および優先パケット識別機能等のアンバンドルにより、これまで以上にＮＧＮの県間伝送路と県間中継ルー

タの重要性が増すことになります。そのため、答申案にあるように「ＮＴＴ東西が活用業務で利用する設備と競争事

業者が接続する際の料金その他の提供条件などに関して公正な競争と利用者の利益が図られる」ように、県間伝

送路を「第一種指定電気通信設備」に指定する可能性も含めて検討することが必要と考えます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

意見５－38 ＮＧＮの県間伝送路については料金その他の提供条件の適正性、公平性や透明性等を確

保するための何らかの措置を講ずべき。また、ＮＴＴ東日本・西日本が県間伝送路の入札募集を行う

際、県間伝送路の調達価格の低廉化を実現するため、事業区域が限られた事業者等が提案可能な

募集区間の設定について検討すべき。 

考え方５－38 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．４ ＮＧＮの県間伝送路の役割 

 

【意見内容】 

・ ＩＰ網への移行後、特定の接続箇所を経由してＮＧＮとＩＰ-ＩＰ接続を行うことになるため、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西

日本のメタルＩＰ電話・光ＩＰ電話との間で通話する場合はＮＧＮの県間伝送路を経由することになります。よって、Ｎ

ＧＮの県間伝送路の依存度や重要性が今まで以上に高まることから不可避的に使用することになると考えられま

す。従って、ＮＧＮの県間伝送路については料金その他の提供条件の適正性、公平性や透明性等を確保するた

めの何らかの措置を講ずる必要があると考えます。 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が県間伝送路の入札募集を行う際、県間伝送路の調達価格の低廉化を実現する

ため、事業区域が限られた事業者等が提案可能な募集区間の設定について検討していただく必要があると考え

ます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

ＮＧＮの県間伝送路については、考え方５－37の

とおり。 

本件については、総務省で更に検討する必要が

あるところ、県間伝送路の調達価格等、県間伝送路

の接続料に関する議論は、その検討の中で適切に

行われる必要がある。 
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意見５－39 ＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は、お互いに対等な関係でネットワークを繋ぎ

合い接続料を相互に支払い合う関係となるため、ＮＴＴ東日本・西日本の県間伝送路にのみ非対称規

制を課す理由はない。 

考え方５－39 

【意見対象箇所】 

５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．４   ＮＧＮの県間伝送路の役割 

 

【意見内容】 

ＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は、原則二者間の直接接続となり、お互いに対等な関係でネットワ

ークを繋ぎ合い接続料を相互に支払い合う関係となるため、当社の県間伝送路にのみ非対称規制を課す理由は

ないものと考えます。当社としては、今後の事業者間協議を踏まえつつ、毎年の事業者間協議を円滑に行っていく

観点から、ＩＰ網への移行後の県間伝送路区間に対応する接続料に関し、公平性や透明性を確保するための自主

的な措置を講じることについて検討していく考えです。なお、同様の検討は当社以外の事業者においても進めてい

ただきたいと考えます。 

また、優先転送機能については、ＩＰｏＥ接続のＰＯＩを利用して接続する形態となっていますが、ＩＰｏＥ接続のＰＯＩ

設置場所は、トラヒックが少なかった接続開始時にその構成が効率的であるとして接続事業者と合意の上、東京・

大阪の 2 箇所としたものです。その後、疎通するトラヒックが増加するにつれて、ＰＯＩ設置箇所の更なる拡大の要

望をいただいたことから、接続開始後、真摯に協議を行い、今後、トラヒックの多い都道府県単位や地域ブロック単

位にＰＯＩ設置箇所を拡大する方向で事業者間協議も進んでいるところです。 

また、そもそも県間伝送路は、多くの事業者が自ら敷設しており、これを持たない事業者もビジネスベースで調達

を行っていること、現に当社もＮＧＮの県間伝送路について大半を他事業者から調達していることからも、ＮＧＮの

県間伝送路に不可欠性がないことは明らかであり、第一種指定電気通信設備化といった非対称な規制は必要ない

と考えます。仮にＮＧＮの県間伝送路を規制対象とした場合、県間伝送サービスを各社が提供し、競争が進展して

いる中、こうした事業者のビジネスを脅かすことにもなりかねず、避けるべきと考えます。 

 

【西日本電信電話株式会社】 

ＮＧＮの県間伝送路については、考え方５－37 の

とおり。 

 

【意見内容】 

ＩＰ網への移行後は、ＮＧＮを含む各社のＩＰ網は、原則二者間の直接接続となり、お互いに対等な関係でネットワ

ークを繋ぎ合い接続料を相互に支払い合う関係となるため、当社の県間伝送路にのみ非対称規制を課す理由は

ないものと考えます。当社としては、今後の事業者間協議を踏まえつつ、毎年の事業者間協議を円滑に行っていく

観点から、ＩＰ網への移行後の県間伝送路区間に対応する接続料に関し、公平性や透明性を確保するための自主

的な措置を講じることについて検討していく考えです。なお、同様の検討は当社以外の事業者においても進めてい

ただきたいと考えます。 

また、優先転送機能については、ＩＰｏＥ接続のＰＯＩを利用して接続する形態となっていますが、ＩＰｏＥ接続のＰＯＩ

設置場所は、トラヒックが少なかった接続開始時にその構成が効率的であるとして接続事業者と合意の上、東京・
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大阪の 2 箇所としたものです。その後、疎通するトラヒックが増加するにつれて、ＰＯＩ設置箇所の更なる拡大の要

望をいただいたことから、接続開始後、真摯に協議を行い、県間伝送路を利用しない単県ＰＯＩ開設等の対応を行う

とともに、今後、トラヒックの多い都道府県単位や地域ブロック単位にＰＯＩ設置箇所を拡大する方向で事業者間協

議も進んでいるところです。 

また、そもそも県間伝送路は、多くの事業者が自ら敷設しており、これを持たない事業者もビジネスベースで調達

を行っていること、現に当社もＮＧＮの県間伝送路について少なからず他事業者から調達していることからも、ＮＧＮ

の県間伝送路に不可欠性がないことは明らかであり、第一種指定電気通信設備化といった非対称な規制は必要

ないと考えます。仮にＮＧＮの県間伝送路を規制対象とした場合、県間伝送サービスを各社が提供し、競争が進展

している中、こうした事業者のビジネスを脅かすことにもなりかねず、避けるべきと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社】 
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６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 関係 

意見６－１ 双方向番号ポータビリティの導入については、最小限の追加コストで、事業者や利用者に

過度な費用負担がかからない技術、運用方式で実現すべき。費用負担方法については自網自己負

担とすべき。中小事業者に過度な負担とならないよう、番号データベースを共用する等負担軽減に

ついて検討すべき。一部の小規模な事業者には現実的な対応も必要。事業者の参入・撤退の場合

にも対応した制度・仕組みも検討が必要。 

考え方６－１ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

 

【意見内容】 

事業者や利用者に過度な費用負担がかからない技術、運用方式で実現すべきと考えます。なお、費用算出の

結果、事業継続が困難となる事業者が存在する場合においては、双方向番号ポータビリティの実施方法等につ

いて改めて検討が必要と考えます。 

双方向番号ポータビリティでは一方的に利用者が流出することはなく、利用者の獲得競争は事業者間で公平

であり、また、ＮＴＴ東西殿が主張される通りＩＰ化に伴う NW コストのシンプル化のためにも、費用負担方法につい

ては自網自己負担が望ましいと考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、競争基盤と利用者

利便を確保するため、固定系ＩＰ電話の「双方向番

号ポータビリティ」を早期に導入することが必要であ

り、固定系ＩＰ電話の「番号ポータビリティ」は、メタル

ＩＰ電話の導入時に開始されている必要がある。 

そのため、事業者間においては、「双方向番号ポ

ータビリティ」の導入に間に合うよう、実現に係る費

用、中小事業者の負担の在り方を含めた費用負担

の在り方、運用方法、データベースの扱い、及び適

用するルーティング機能等についての詳細検討を

早期に行い、本審議会での審議に合わせて一定の

取りまとめを行う必要がある。 

総務省においては、速やかな事業者間協議を促

すことが必要であり、本審議会としては、その進捗

状況を随時確認しながら、「双方向番号ポータビリ

ティ」の実現に必要な制度的な課題も含めて、二次

答申に向けて検討・整理を図っていく。 

 

【意見内容】 

弊社の固定電話は電話番号数で約２万番号であり、小規模であります。双方向番号ポータビリティ導入費用が

高額になる恐れがあり、固定電話役務の継続が困難になる可能性があります。 

 双方向番号ポータビリティの導入について、中小事業者に過度な負担とならないよう、番号データベースを共用

する等負担軽減について検討していただきたい。 

 

【東北インテリジェント通信株式会社】 

【意見内容】 

携帯電話でも実現している双方向番号ポータビリティは、固定電話でも本来的に必要であると考えます。ただ

し、実現にはＮＴＴ以外の事業者にも対応が必要となるため、小規模な事業者など一部の事業者には、現実的な

対応も必要になる可能性があると考えます。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

【意見内容】 

「双方向番号ポータビリティ」の導入に関しては、以下のとおり考えます。 
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・ 「双方向番号ポータビリティ」に係る導入コストが過度に負担とならない運用及び方式であることが必要。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

【意見内容】 

双方向番号ポータビリティ、片方向番号ポータビリティの導入内容・時期については、手戻りによる事業者の負

担増に繋がることがないよう検討の上、実施することが必要と考えます。 

また、双方向番号ポータビリティの実現にあたっては、番号データベースのほか、各事業者の顧客管理・受付

等のシステムや運用についても大きな影響を及ぼすことになります。そのため、中小事業者や新規参入事業者に

とって過度な負担とならぬよう、費用負担の軽減についての検討も必要と考えます。 

 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

【意見内容】 

・ 双方向番号ポータビリティの実現にあたっては、電話をつなぐ機能（ＥＮＵＭ等）とは別に、各事業者に割り当て

られた番号を管理（他事業者との間での転出・転入受付等）する仕組み（システム）を必ず構築する必要があり

ます。一方、番号管理業務は割り当てられた番号規模の大小に違いはなく、当社のように規模の小さい事業者

ほどその仕組みを構築する負担が大きくなります。また、０ＡＢ－Ｊ電話を提供する事業者は携帯などに比べて

はるかに多く存在し、このような中で各社がバラバラにシステムを構築するのは、経済合理性や運用の観点から

見れば非効率となります。 

このため、業界全体が一体となって運用できるより効率的なシステムの検討・構築を行う方向性が望ましく、か

つその結果は、ユーザの利便性向上や負担の軽減にもつながるものと考えております。 

・ さらに、システム構築の在り方を検討するにあたっては、機能面や利便性、経済性や運用面だけでなく、事業

者の参入や撤退の場合においても双方向番号ポータビリティ制度を持続的に提供できることにも考慮した仕組

みや制度的な担保を検討する必要があると考えます。 

 

【株式会社ＳＴＮｅｔ】 

【意見内容】 

双方向番号ポータビリティの実現にあたっては、お客様にできる限り追加負担をかけないようにする観点から、

最小限の追加コストでサービス維持を可能とする実現方式や運用形態、更には実現にかかる費用、及びその費

用負担方法について、事業者間で検討を進めていく考えです。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見６－２ 双方向番号ポータビリティの導入に当たっては、固定系ＩＰ電話を提供する全ての事業者

の相互接続点におけるインタフェースのＩＰ化が完了していることが前提。導入目途はＩＰ網への移行

完了後とすることが望ましい。ひかり電話の電話番号については、「双方向番号ポータビリティ」の導

入と同時または先行して番号ポータビリティの対象とすべき。 

考え方６－２ 
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【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

 

【意見内容】 

固定系ＩＰ電話における双方向番号ポータビリティの実現方式はＩＰ-ＰＯＩを用いた ENUM 方式による問合せ・解

決が必須であるため、相互接続点におけるインタフェースのＩＰ化が前提となります。一部の事業者が相互接続点

のＩＰ化を実現した場合でも、STM-ＰＯＩで接続している事業者は ENUM 方式を利用できないため、双方向番号ポ

ータビリティの導入にあたっては、固定系ＩＰ電話を提供するすべての事業者の相互接続点におけるインタフェー

スのＩＰ化が完了していることが前提になると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

考え方６－１のとおり。 

 

【意見内容】 

「双方向番号ポータビリティ」の導入に関しては、以下のとおり考えます。 

・ ＩＰ網へ円滑に移行されることを優先として、「双方向番号ポータビリティ」の導入目途はＩＰ網への移行完了後と

することが望ましい。 

・ 現在、番号ポータビリティの対象とされていない、ひかり電話の電話番号については、「双方向番号ポータビリ

ティ」の導入と同時または先行して番号ポータビリティの対象とする。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

意見６－３ 「双方向番号ポータビリティ」を実施する場合には、まずは「事業者間意識合わせの場」等

でＩＰ網への移行に関する課題や作業工程、スケジュールについて整理し、その状況を踏まえて「双

方向番号ポータビリティ」の実現に向けた運用方法やデータベースの扱い、適用するルーティング機

能等について整理すべき。 

考え方６－３ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

 

【意見内容】 

「双方向番号ポータビリティ」を実施する場合には、まずは「事業者間意識合わせの場」等でＩＰ網への移行に関

する課題や作業工程、スケジュールについてしっかり整理し、その状況を踏まえて「双方向番号ポータビリティ」の

実現に向けた運用方法やデータベースの扱い、適用するルーティング機能等について鋭意整理する必要がある

と考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

考え方６－１のとおり。 
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意見６－４ まずは「事業者間意識合わせの場」等において、ロケーションポータビリティに関する運用

面の課題等について整理を進めていくべき。「事業者間意識合わせの場」等の整理結果を踏まえ

て、「ロケーションポータビリティ」の範囲を電気通信番号規則に基づく番号区画に拡大すべき。 

考え方６－４ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

 

【意見内容】 

・ 「双方向番号ポータビリティ」導入までの間、メタルＩＰ電話で片方向番号ポータビリティを維持する場合、ＮＴＴ

東日本及びＮＴＴ西日本の加入者交換機の収容区域による制約等が存続することは、番号ポータビリティ申請

時における移転元・移転先事業者の運用が煩雑となり負荷が増加する恐れがあります。まずは、「事業者間意

識合わせの場」等において、「ロケーションポータビリティ」に関する運用面の課題等について整理を進めていく

必要があると考えます。 

・ 2011 年 12 月の情報通信審議会答申（「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」）において、『ＰＳ

ＴＮにおいて、ＮＴＴ東西の利用者が引っ越し等の際に番号を持ち運べる地域を収容局内としてきた運用につい

ては、番号区画単位で固定電話のサービスを提供する競争事業者と比べて、より詳細な収容局内で固定電話

のサービスを提供するＮＴＴ東西が競争上優位となっているとの指摘がある。固定電話の電話番号が有する地

理的識別性に配慮しつつ、ＰＳＴＮからＩＰ電話への移行を促進し、利用者利便の向上を図るため、可能な限り早

期に、ＮＴＴ 東西の利用者が番号を持ち運べる地域を、現在の収容局単位の運用から、例えば番号区画単位

まで拡げるなど、ロケーションポータビリティの拡大が求められる。』と整理されていることもあり、今後の「事業者

間意識合わせの場」等の整理結果を踏まえて、「ロケーションポータビリティ」の範囲を電気通信番号規則に基

づく番号区画に拡大すべきであると考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

固定系ＩＰ電話の「双方向番号ポータビリティ」の

導入を前提として、固定電話の電話番号が有する

地理的識別性に配慮しつつ、利用者利便の向上を

図るため、「双方向番号ポータビリティ」が利用可能

な地理的範囲を番号区画の範囲内とする「ロケーシ

ョンポータビリティ」の拡大については、総務省にお

いて事業者間協議を促しつつ、その進捗状況を踏

まえて今後検討を行っていく必要がある。 

 

【意見内容】 

現状、ロケーションポータビリティが可能な範囲はＮＴＴ東西殿収容交換機に縛られ、利用者の移転先（引っ越

し先等）によっては番号を変更する必要があります。今後、ＩＰ網移行に伴いＮＴＴ東西殿収容交換機による制約が

なくなることから、利用者利便確保のため、番号区画の範囲内で同じ番号を持ち運べるようにすべきと考えます。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

【意見内容】 

現行の「ロケーションポータビリティ」の範囲がＮＴＴ東・西の収容局内に限定されている理由は、ＮＴＴ東・西の

電話交換機の運用における制約によるものであり、利用者利便の観点からは本来適切ではありません。 

そのため、移行後のＩＰ網におけるロケーションポータビリティについては、範囲を電気通信番号規則に基づく

番号区画に拡大すべきです。 
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【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見６－５ 固定系ＩＰ電話の双方向番号ポータビリティのみではなく、0120番号（着信課金用番号）の

事業者間における公平利用についても検討すべき。 
考え方６－５ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

 

【意見内容】 

固定系ＩＰ電話の双方向番号ポータビリティのみではなく、0120 番号（着信課金用番号）の事業者間における公

平利用に関する検討も要望します。現在、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社殿への 0120 番号の指定割合は全

体の 90%を超えており、競争事業者においては 0120 番号を満足に利用できる状況にありません。競争基盤の確

保のため、合わせて検討を要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

御意見も踏まえつつ、ＩＰ網における番号資源の

有効かつ適正な利用に向けた課題についても、利

用者利益の確保の観点を踏まえ、二次答申に向け

て検討・整理を図っていく。 

意見６－６ マイライン機能は導入当時の役割を終えているが、事業者選択可能性や顧客基盤の確保

の観点からは、依然として重要な役割。マイライン契約を把握していない利用者は多く存在するた

め、ＮＴＴ東西・関連事業者は、ＩＰ網への移行に際して利用者に混乱がない方策を検討すべき。 

考え方６－６ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

マイライン機能については、長距離電話事業者の料金競争という点ではサービスが導入された当時の役割を

終えておりますが、事業者選択の可能性や顧客基盤の確保の観点からは、依然として重要な役割を担うと考えら

れます。一方、利用者の中には現在もマイライン機能を契約していることを把握していないケースも多く存在しま

す。ＮＴＴ東西および関連事業者は、固定電話網のＩＰ網への移行に際して、そのような利用者が混乱することが

ないよう、利用者の対応が不要もしくはきわめて簡素な対応で済むような方策を検討していただきたい。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

一次答申（案）に示したとおり、マイライン機能が

果たしてきた「競争基盤の提供」や「事業者選択可

能性」といった役割を今後も維持していくことは重要

である。 

総務省においては、速やかな事業者間協議を促

す必要があり、本審議会としては、その進捗状況を

随時確認しながら、利用者保護の観点も踏まえ、二

次答申に向けて整理を図っていく。 

 

意見６－７ マイラインは競争事業者の重要な顧客基盤（タッチポイント）となっており、ＮＴＴがマイライ

ンの代替措置として提案している「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」は契約変更や新たな手続を伴い

利用者に多大な負担がかかることから、マイライン機能を継続すべき。そのため、マイライン機能の

継続に係るコストを早期に明示すべき。 

考え方６－７ 

【意見対象箇所】 一次答申（案）に示したとおり、ＩＰ網への移行後
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６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

マイライン機能については、依然として 7 千万件超の登録者が存在することに鑑み、代替機能による提供を含

め継続していくことにつき更なる検討が必要と考えます。仮に同機能を廃止した場合、既存登録者は自動的にＮ

ＴＴ東西のサービスを利用することになるため、お客様に対する周知など混乱は避けられないと考えられます。そ

のため、マイライン機能の取り扱いについては十分な議論と検討が必要になりますが、未だマイライン機能の継

続に係るコストが明らかとなっていない状況ですので、早期に明示いただくことを要望いたします。 

なお、検討にあたり優先順位としては、ＫＤＤＩの提案（お客様に対する影響が少ないと想定される、マイライン

機能を含んだ加入者交換機をメタルＩＰ電話に引き継ぐ提案）を最優先として検討を進め、次いでＮＧＮへのマイラ

イン機能の実装、ＮＴＴの提案（メタルＩＰ電話のサービス卸）に係るコストの明示が必要になるものと考えます。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

においても、マイライン機能が果たしてきた「競争基

盤の提供」や「事業者選択可能性」といった役割を

今後も維持していくことは重要である。 

 

メタルＩＰ電話に関しては、各事業者からマイライ

ンの顧客基盤（タッチポイント）を確保する等の観点

からマイラインの継続やマイライン代替機能につい

ての提案がなされており、これについての事業者間

協議を速やかに進める必要がある。 

総務省においては、速やかな事業者間協議を促

す必要があり、本審議会としては、その進捗状況を

随時確認しながら、利用者保護の観点も踏まえ、二

次答申に向けて整理を図っていく。 

 

光ＩＰ電話に関しては、「競争基盤の提供」や「事

業者選択可能性」を確保する手法として、一次答申

（案）に示した 

・ 「番号ポータビリティ」と「ＮＧＮの優先パケット識

別機能及び優先パケットルーティング伝送機能

のアンバンドル」を利用することにより、競争事業

者がＮＧＮを一種の足回り回線として利用する中

継事業者としてダイヤル桁数を変えずに品質保

証型の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービスを提供する。 

・ 光ＩＰ電話（ＮＧＮ）にマイライン機能を実装する。 

の２案について、事業者間協議の進捗状況を随時

確認しながら、国際電話の扱いも含めて、どのよう

に実効性を確保していくか、今後検討を進める必要

がある。 

 

 

【意見内容】 

メタルＩＰ電話において、マイライン機能の継続が必要と考えます。マイライン機能が果たしてきた「競争基盤の

提供」や「事業者選択可能性」の確保は当然必要ですが、全国津々浦々にアクセス回線を持たない競争事業者と

しては、マイラインは重要な顧客基盤（タッチポイント）となっています。また、マイライン利用者は 4 区分（「市内」

「市外」「県外」「国際」）それぞれにおいて選択事業者が異なる場合もあり、利用者のスムーズな移行のために

は、利用者に契約変更等の手続きが何ら発生しないよう、マイライン機能の継続が必要です。 

また、2016 年 9 月からＮＴＴ東西殿とマイライン相当機能の維持に係るコスト算出について協議を実施しており

ますが、未だに算出して頂けていないため、合わせて要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の加入電話はＮＴＴ法で規定されている公共的なサービスであり、今回の固定電話ネットワークのＩＰ

化が、基本的にはＮＴＴ東・西の設備更改であることも踏まえれば、利用者や競争事業者に影響が及ばないよう、

ＮＴＴ東・西の負担で、ＰＳＴＮ上で提供されているサービスや機能を継続することを前提に議論を進める必要があ

ると考えます。 

ＮＴＴがマイライン機能の代替措置として提案している「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」については、契約形態

の変更を伴うため、利用者自身が申込みを行うなど新たな手続きが必要となり、利用者に多大な負担がかかる

点や、区分毎に別の事業者を登録しているケースにおいて事業者の統一が必要となり利用者の選択肢が狭まる

点で問題点があります。一方、メタルＩＰ電話においてマイライン機能を継続すれば、既存の利用者が新たな手続

きを行うことなくそのままメタルＩＰ電話に移行できるため、そのような問題は生じません。そのため、メタルＩＰ電話

においてマイライン機能を継続する案をまず検討することが適切であり、ＮＴＴ東・西は、具体的な実装方法として

当社が提案している「現在の加入者交換機を利用する案」や「メタルＩＰ電話においてメタル回線が収容されるＮＧ

Ｎに機能を実装する案」について、コスト等の詳細を示すべきです。（別添「補足資料２」参照） 
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なお、メタルＩＰ電話においてマイライン機能を継続する方法として、「メタル回線が収容されるＮＧＮに機能を実

装する案」を採用した場合には、ＮＴＴ東・西の加入電話の主な移行先として想定されているＮＴＴ東・西の「ひかり

電話」についても、同じＮＧＮを用いて提供されているサービスであることから、追加的なコストをかけることなくマ

イライン機能の実装が可能であると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見６－８ マイライン代替機能について、事業者間協議及び審議会での審議を進めることに賛同。マ

イライン代替機能の提供に当たっては、適正性・公平性・透明性が確保されるよう、制度的な担保

を希望。 

考え方６－８ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２  マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

マイライン代替機能として、 

① 「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」 

② 現在の加入者交換機（マイライン機能に係る部分に限る）を、移行後（2025 年頃以降）も一定期間、継続的

に利用することにより、現在のマイラインサービスを簡便な形での継続提供 

を事業者間協議および電話網移行円滑化委員会において審議を進めることに賛同いたします。 

マイライン代替機能の提供にあたっては、適正性・公平性・透明性が確保されるよう、制度的な担保を希望しま

す。 

【九州通信ネットワーク株式会社】 

御指摘のとおり、本件についての検討に当たって

は、その公正で適正な運用が透明な環境で実現さ

れるよう制度的対応が検討される必要がある。 

意見６－９ マイライン機能を維持することは利用者の混乱を招くことになる上、追加コストが必要とな

ることから、ＩＰ網への移行と同時に廃止せざるを得ない。なお、事業者が顧客接点を維持したい、あ

るいは利用者が事業者を選択したいといったニーズに対しては、「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」

により対応することが最適。 

考え方６－９ 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

・ メタルＩＰ電話は、ＩＰ網の特性を活かし、最小限の追加コストで実現すべき 

わが国の音声通信市場、とりわけ固定電話のトラヒックは大幅に減少し続けており、例えば、ピーク時の 2000

年度のトラヒックと比べて、2015 年度の固定電話発信の通信回数は▲77％、通信時間は▲88％となっておりま

す。また、ＬＴＥやスマートフォンの普及拡大によるＬＩＮＥ等の通話アプリの急速な普及、モバイルにおける音声

マイライン機能の扱いについては、考え方６－７

のとおり。 
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定額サービスの普及拡大等、音声通話を取り巻く市場環境も劇的に変化し、特に若年層の固定電話離れは顕

著であり、今後もこうした傾向は続くものと考えます。このように、より便利で多様な音声通話手段の利用が拡大

する等、音声通信市場は固定、モバイルの垣根を越え、通話アプリ等も含めた競争市場となっており、こうしたマ

ーケットの変化により、固定電話は今後とも縮小していくものと見込まれます。 

こうした中、現在でもＮＴＴ東西の「固定電話」は赤字となっており、さらに音声通信市場が縮小していく中で

は、「固定電話」については、その中で事業者間の競争を促進するフェーズから、社会インフラの１つとして、引

き続きご利用されるお客様にできる限り負担をかけずに、いかに維持していくかというフェーズに移行していくこ

とになると考えます。 

こうした維持フェーズにおいて、ＮＴＴ東西は、ＩＰ網移行後も引き続き固定電話をご利用されるお客様のため

に、メタルＩＰ電話については、ＩＰ網の特性を活かし、例えば、市内・県内市外・県間といった区分のない全国一

律の通話料とすることによって、お客様によりご利用いただきやすい基本的な音声サービスとして提供していく

考えです。 

このように、市内・県内市外・県間といった距離区分のない市場環境に移行するにもかかわらず、距離区分毎

に事業者を選択するマイライン機能を維持することはお客様の混乱を招くことになる上、追加コストが必要となる

ことから、ＩＰ網への移行と同時に廃止せざるを得ないと考えます。なお、事業者が顧客接点を維持したい、ある

いはお客様が事業者を選択したいといったニーズに対しては、これまで私どもから提案している「メタルＩＰ電話

の通話サービス卸」により対応することが、お客様にとってわかりやすく、最小限の追加コストで固定電話を維持

していくための最適な方法と考えます。 

 

【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見６－10 メタルＩＰ電話において、マイラインは廃止すべき。ＩＰ電話は距離区分のない全国一律の

通話料が主流となっており競争が進んでいること、優先転送機能のアンバンドル提供に向けて諸準

備を進めていることから、光ＩＰ電話にマイラインを導入する必要はない。 

考え方６－10 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６． ２   マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

マイライン機能による競争は、当社の「固定電話」の上で、ＰＳＴＮ特有の細分化された距離区分ごとにお客様

を事前登録する形で争うものですが、 

・ 各事業者は自らＩＰ網を構築し、アクセスからネットワークまでトータルでＩＰ電話サービスを提供しており、固定

電話市場は直収／ＩＰ電話の間の競争（回線契約（基本料）を含めた競争）に移行する中、携帯電話や通話ア

プリからの競争圧力を含め、固定系音声サービスの競争構造が大きく変化していること 

・ その結果、マイライントラヒックは、ピーク時の 2000 年度と比べて、2015 年度は▲86％と大きく減少しており、

こうした傾向は継続すると想定されること 

・ 当社がＩＰ網への移行後の通話料を、ひかり電話と同様に、距離区分を設けず全国一律のフラットな料金とす

る考えであることを公表している等、全国一律の通話料が主流のＩＰ電話で、細分化された距離区分ごとに事前

 マイライン機能の扱いについては、考え方６－７の

とおり。 
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登録を争うマイライン競争はなじまないこと 

から、ＩＰ網に移行後のメタルＩＰ電話において、マイラインは廃止すべきであると考えます。 

一次答申（案）では、メタルＩＰ電話に関して「競争基盤の提供」や「事業者選択可能性」を確保する手法として 2

案が提示されており、事業者間での協議を進めていきたいと考えていますが、ＫＤＤＩ殿の案は、メタルＩＰ電話は

全国一律の通話料となるにも関わらず、市内・県内市外・県間の距離区分を残すことになり、お客様の混乱を招く

ことになる上、これを維持するためにオペレーションシステム等の再開発やマイラインセンタの維持運営等の追加

コストが必要となることから適切ではないと考えます。当社から提案している「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」に

より対応し、お客様が距離区分ごとの事業者選択を行わなくてよい仕組みとすることが、距離区分のないＩＰ網の

世界ではお客様にとっても分かりやすく、また、ユーザ向けに提供するメタルＩＰ電話のシステムを流用できるた

め、最小限の追加コストで固定電話を維持していくためには最適な方法であると考えます。 

また、一次答申（案）では光ＩＰ電話（ＮＧＮ）にマイライン機能を実装するという案が提示されていますが、ＩＰ電

話は距離区分のない全国一律の通話料が主流となっており競争が進んでいること、優先転送機能のアンバンド

ル提供に向けて諸準備を進めていることから、これまで同様、光ＩＰ電話（ＮＧＮ）にマイラインを導入する必要はな

いと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見６－11 マイライン機能の維持は利用者にとって意味がなく、適当ではない。利用者への周知・対

応期間を十分に確保するため、ＮＴＴ東日本・西日本から「通話サービス卸」の料金・提供条件等を

早期に提示すべき。 

考え方６－11 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

固定ＩＰ電話サービスは、ＩＰ網の特性をいかした距離に依存しないサービス・料金体系が主流であり、市内・県

内市外・県間といった距離区分毎に事業者をお客さまに選択いただく現行マイラインを維持することは、ご利用者

にとっても意味のないものであり、適当ではないと考えます。今後も残ると想定される「事業者を自由に選択した

い」、「請求書を一社にまとめたい」といったご利用者のニーズに対しては、ＮＴＴ東日本・西日本から提案のあった

「通話サービス卸」や、「中継選択」の活用が可能です。これにより「競争基盤の提供」や「事業者選択可能性」も

確保されると考えます。 

なお、当社としては、円滑なＩＰ網への移行に向けて、ご利用者への周知・対応期間を十分に確保するため、Ｎ

ＴＴ東日本・西日本から「通話サービス卸」の料金・提供条件等について早期に提示していただきたいと考えます。 

 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、マイライン機能・中

継選択機能が果たしてきた「競争基盤の提供」や

「事業者選択可能性」といった役割を今後も維持し

ていくことは重要である。 

仮にマイライン機能を廃止して、その代替機能を

ＮＴＴ東日本・西日本が提供すると整理する場合に

は、一次答申（案）に示したとおり、メタルＩＰ電話の

通話サービス卸の料金その他の提供条件について

の適正性・公平性・透明性が確保されるよう適切な

規律を課す必要がないか検討が必要である。 

 

 

意見６－12 ＮＴＴ東日本・西日本のメタルＩＰ電話・光ＩＰ電話（ひかり電話）は、加入電話の主な移行先

サービスであり公共的なサービスとしてその重要性が増していくこと、着信課金や第三者課金等の
考え方６－12 
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付加サービスによる利用者利便から、「中継選択機能」を継続して導入すべきであり、00XY/0AB0ル

ーティング機能を加入電話と同様に「基本的な接続機能」と整理すべき。 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

「競争基盤の提供」や「事業者選択可能性」の確保は今後も重要であり、中継選択機能はメタルＩＰ電話、光ＩＰ

電話に継続して導入されるべきと考えます。 

また、導入にあたり、「競争事業者要望による個別機能」と位置付けられると、その費用は要望事業者の個別

負担となり、それが実質的な参入障壁となります。加入電話においては「基本的な接続機能」として 00XY/0AB0

に係るルーティング機能が提供されたため、多くの競争事業者が参入しサービスが多様化してきました。このた

め、メタルＩＰ電話、光ＩＰ電話への導入においても「基本的な接続機能」として整理されることを要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、中継選択機能が

果たしてきた「競争基盤の提供」や「事業者選択可

能性」といった役割を今後も維持していくことは重要

である。 

 ００ＸＹ番号/０ＡＢ０番号を用いた機能・サービス

の扱いについては、一次答申（案）に示した考え方

に基づき、事業者間協議を進めることが必要であ

る。 

 

【意見内容】 

加入電話においては、00XY/0AB0 に係るルーティング機能が「基本的な接続機能」として提供されることによ

り、様々な競争事業者の参入が促進されるとともに、競争事業者の創意工夫によって多様なサービス（第三者課

金、着信者課金等）が提供され、お客様の利便の向上が図られてきました。 

また、国際通話においては、競争事業者毎に、課金単位（1 分毎、6 秒毎等）や国別料金、回線品質等が異な

り、お客様のご利用状況によって最適な事業者が異なる（例えば、米国宛はＡ社を使うのが安い、中国宛はＢ社

を使うのが安い等）ことから、お客様の選択性の確保が重要となります。 

これらが「基本的な接続機能」ではなく、競争事業者要望による個別機能と位置付けられると、その費用は網

改造料等で要望する競争事業者の個別負担と整理されることとなることから、その費用負担が実質的な参入障

壁となり、ＮＧＮにおける多様なサービスの提供を阻害することになると考えます。 

ＮＴＴ東・西の「ひかり電話」については加入電話の主な移行先サービスと想定されており、公共的なサービスと

してその重要性が増していくことから、00XY/0AB0 に係るルーティング機能を加入電話と同様に「基本的な接続

機能」として位置付ける必要があると考えます。 

なお、ＮＴＴ東・西は、加入電話のメタルＩＰ電話への移行にあたり、ＮＧＮに「00XY 番号を用いた中継選択機能」

を実装するとしており、ＮＴＴ東・西の「ひかり電話」においても追加的なコストをかけることなく同機能の実装が可

能であると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

【意見内容】 

・ 00XY 番号を用いた中継選択機能は、基本的な発信課金サービス以外にも着信課金、第三者課金等の付加

サービスにも広く利用されております。中継選択機能が、メタルＩＰ電話そして光ＩＰ電話への移行に際して廃止さ



88 

 

れるようであれば、利用者利便を損なうことになります。また、ＮＴＴからメタルＩＰ電話において具備する場合は

要望事業者が全額負担することを表明しておりますが、要望事業者において過度なコスト負担となれば公正競

争の観点からも問題があるものと考えます。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

意見６－13 「マイライン／中継選択機能」はＩＰ網で引き続き具備されるべきであり、移行に伴う費用は

ＮＴＴ東日本・西日本が負担すべきであり、サービス提供事業者に新たなコストの負担を求めるべき

ではない。「マイライン／中継選択機能」は利用者の選択肢・利便性を増やすもので、他事業者とＮＴ

Ｔ東日本・西日本の利用者を結びつける接点であることから、利用者数が増える光ＩＰ電話（ひかり電

話）にも具備し、移行後のユーザ利便と競争環境を維持すべき。これが廃止されると、ユーザニーズ

に応じた細かなサービスや多様な競争が阻害され、国民の不利益となる。総務省においては移行先

のＮＧＮにおける公正競争環境の構築や価格の低廉化を早急に行っていただきたい。 

考え方６－13 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

既設のＰＳＴＮからＩＰ網への移行に際し、ＰＳＴＮマイグレーションに係る関係事業者間の意識合わせの場では

「ルーチング方式」「信号条件」について議論が行なわれております。 

その席上にてＮＴＴ東西殿からは、以下の考え方であることの説明がありました。 

 

①「固定電話」上での通話料金の競争から、ブロードバンドやモバイルといった回線単位でお客様を獲得する

競争へと大きく変化し、通話料金だけを競争する意義は乏しくなっており、今後５年先、１０年先を展望する

と、当社としてはＩＰ網で多額のコストをかけてまで「マイライン／中継選択機能」を具備すべきでない。 

②サービス提供事業者が発信事業者の立場にあるＮＴＴ東西に対して００ＸＹ／０ＡＢ０番号によるルーチング

等の新たな開発やＮＴＴ東西による料金回収等を要望する場合は、ＮＴＴ東西としては、サービス提供事業者

に対して当該開発・運用に要する費用の全額負担を求める考え。 

 

今回のマイグレーション議論は、ＮＴＴ殿ＰＳＴＮにおける中継交換機等の維持限界に伴い、ＩＰ網へ移行するも

のです。ＮＴＴ東西殿の都合であるマイグレーションにおいて利用者への影響や競争環境への影響は最小限にす

べきであることは当然であることから、「マイライン／選択中継機能」をＩＰ網にてＮＴＴ殿が引き続き具備することは

当然です。 

また、且つ移行に伴う諸々の費用はＮＴＴ東西殿が負担すべきと考えます。弊社は選択中継サービスを展開す

るにあたり、既に費用をＮＴＴ東西殿にお支払しております。ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、サービス提供事業

者に新たなコストの負担を求める事には納得致しかねます。 

ＮＴＴ東西殿の利用者数は最も多く、「マイライン／選択中継機能」は利用者の選択肢並びに利便性を増やす

一次答申（案）に示したとおり、マイライン機能・中

継選択機能が果たしてきた「競争基盤の提供」や

「事業者選択可能性」といった役割を今後も維持し

ていくことは重要である。 

 

マイライン機能の扱いについては、考え方６－７

のとおり。 

 

中継選択機能の扱いについては、考え方６－12

のとおり。 
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だけでなく、他事業者とＮＴＴ東西殿の利用者を結びつける接点でもありました。現在、ＮＴＴ東西殿のひかり電話

からは「マイライン／選択中継サービス」は利用できません。光ＩＰ電話の利用者数が増えていく中で、この現状は

利用者の利便性並びに選択肢を狭めていると考えます。ひかり電話から中継事業者に接続するサービスは既に

0570 や 0120 等で行なわれていることから、ひかり電話網での実現は可能であると理解しております。 

多くの利用者を抱え、第一種指定事業者であるＮＴＴ東西殿は、ひかり電話からも「マイライン／選択中継サー

ビス」の利用を可能とし、ＩＰマイグレーション後においてもユーザ利便と競争環境を維持することが必要だと考え

ます。 

 

【ブラステル株式会社】 

【意見内容】 

ボトルネック設備は可能な限りアンバンドルを行い、競争区間を増やすことで競争と利用者利便を促進してきた

理解です。 

今後、マイライン機能および中継選択機能が廃止された場合、アクセス回線を有しない事業者は電話市場から

撤退することが容易に想定されます。ベンチャー企業等、比較的小規模な事業者が参入することが困難となるこ

とから、これまで新規参入者が担っていた低廉化やユーザニーズに応じた細かなサービス等、多様な競争が阻

害されることになります。これは何より国民の不利益となります。 

議論の中では、ＮＧＮの中で優先転送機能のアンバンドルによって電話のアクセスラインに参入可能であること

が示され、規模的にアクセスラインを持ちえない事業者であっても垂直統合された電話サービスの提供事業者と

して市場に参入可能であると示されていますが、これは正しくありません。ＮＧＮの優先転送機能の利用にあたっ

ては、通信したデータ量に応じた通信費の負担以外に、数億円にものぼる多額の網改造費、情報システム開発

の費用等の負担が必要とされます。また、ＩＰoE 方式のＰＯＩを設定するために更に高額の投資が必要となりま

す。このような状態では、我々のような新規参入事業者や中小規模事業者がＮＧＮ上において 0AB-J 電話サー

ビスに参入することは不可能に近く、結果的に現在の携帯電話市場のように、大規模事業者のみが競争を行う

状況になりかねません。 

ＰＳＴＮの後継となるＮＧＮでは、現在と同様にマイライン・中継選択機能、00XY 番号を用いた電話サービスと

の接続を具備することや、卸サービスの接続料化やＩＰoE ＰＯＩの低廉化、情報システム開発費用等の接続料化

など、移行先のＮＧＮにおける公正競争環境の構築や価格の低廉化を総務省殿において早急に行っていただく

ようお願い致します。 

 

【株式会社アイ・ピー・エス】 

意見６－14 メタルＩＰ電話における「００ＸＹ番号を用いた付加サービス」及び「０ＡＢ０番号を用いた付

加サービス」については利用者利便の確保の観点から継続が必要。早期の技術検討による仕様変

更有無等の確認が必要。 

考え方６－14 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

一次答申（案）に示したとおり、メタルＩＰ電話にお

ける「００ＸＹ番号を用いた付加サービス」及び「０ＡＢ

０番号を用いた付加サービス」に関しては、利用者
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【意見内容】 

メタルＩＰ電話における「００ＸＹ番号を用いた付加サービス」及び「０ＡＢ０番号を用いた付加サービス」は、ＩＰ網

移行後も一定の利用者(需要)が見込まれるため、利用者利便の確保の観点からも継続したいと考えており、利

用者にできる限り負担(変更等)をおかけすることなく、ＩＰ網への移行を進めていくことが必要と考えます。答申案

にも述べられている通り、早期の技術検討による仕様変更有無等の確認が必要と考えます。 

 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】 

利便の確保の観点を踏まえつつ、サービスの実現

のための費用負担の在り方等について、事業者間

協議を進める必要がある。 

 

意見６－15 国際通話の料金比較や各社がトータルでサービスを提供していること等を踏まえると、光Ｉ

Ｐ電話における「00ＸＹ番号を用いた中継選択機能」を具備する必要性はない。 
考え方６－15 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２  マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

一次答申（案）に記載のとおり、 

・ メタル電話と光ＩＰ電話の国際通話料金を比較した場合に後者が相当程度低廉な料金であること 

・ 光ＩＰ電話においてはＮＴＴ東日本・西日本以外の事業者も国内通話・国際通話・付加機能も含めてトータル

でサービスを提供しており、利用者は各社のトータルサービスを比較して事業者を選択していると考えられる

こと 

から、光ＩＰ電話における「00ＸＹ番号を用いた中継選択機能」を具備する必要性はないと考えます。 

また、優先転送機能のアンバンドル提供に向けて諸準備を進めているところであり、光ＩＰ電話における事業者

選択の手段は十分に確保されると考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

光ＩＰ電話における「００ＸＹ番号を用いた中継選択

機能」に関しては、一次答申（案）に示したとおり、メ

タルＩＰ電話への移行の動向や国際電話を巡る利用

状況を注視しながら、その必要性について、引き続

き事業者間協議を進める必要がある。 

光ＩＰ電話における「００ＸＹ番号を用いた付加サー

ビス」に関しては、一次答申（案）に示したとおり、ＩＰ

網への移行後の音声通信市場の動向、利用者利

便の確保の観点、本機能を具備するためのコスト等

を踏まえつつ、その必要性等について、事業者間協

議を進める必要がある。 

 

意見６－16 現在はマイラインでどの事業者を選ぼうと意味のない状況。ＩＰ網への移行後において各

事業者において本当に必要な機能をよく検討し、そぎ落とした上で実現すべき。 
考え方６－16 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

  

【意見内容】 

中継事業者は、かつては都道府県ＰＯＩ間の回線のコストを抑えることにより、価格競争が行われ、その過程で

マイラインが生まれたものと理解しています。ですが、76 頁（参考資料 17）にあるように、現在は各社の料金はほ

ぼ横並びであり、マイラインでどこを選ぼうとほとんど意味がない状況下にあります。 

さらに、ＩＰ網への移行により、区域内・区域外、県内・県間といった区分の撤廃、あるいは固定料金制の導入も

マイライン機能の扱いについては、考え方６－７

のとおり。 
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検討され、中継事業者の意味はあるのかと思える中、現在の加入者交換機を継続してでもマイライン機能を継続

提供すべき、と主張する事業者が存在するのには驚いております。 

さらに驚いたのは、104 頁（参考資料 73）にある、仮にＩＰ網（ＮＧＮ）にマイライン相当機能あるいは 00XY 番号

ルーティング（手回し）による事業者選択を具備した場合における、「料設事業者が着信先へルーチング※大宗は

同一ＰＯＩビル内で料設事業者のルータ（ＳＷ）を１台通過させるのみ」との記述です。これは事業者選択をすると、

同一ビル内でルーターを 1 台無駄に通過するということだと理解したのですが、本当にそうであれば非常に意味

のないことをしようとしているという感想しか浮かびません。 

通話サービスが重要であることに変わりはないですが、実際に通話時間・回数が年々減少している中、各事業

者において、ＩＰ網に移行後に本当に必要な機能は何なのか、よく検討し、そぎ落とした上で実現していただきた

いと思います。 

 

【個人B】 

意見６－17 「マイライン」「中継選択機能」は、事業者間競争を促進し、通話料の値下げにより利用者

にメリット。ＩＰ網への移行後も、利用者がなるべく安価にサービスを利用できるようにすべき。 
考え方６－17 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．２ マイライン機能・中継選択機能等の扱い 

 

【意見内容】 

 「マイライン」「中継選択機能」は、事業者間の競争を促進し、通話料の値下げにより利用者にメリットをもたらし

た。ＩＰ網への移行後も、利用者がなるべく安価にサービスを利用できるようにすることが望ましい。 

 

【個人 G】 

一次答申（案）に示したとおり、マイライン機能・中

継選択機能が果たしてきた「競争基盤の提供」や

「事業者選択可能性」といった役割を今後も維持し

ていくことは重要である。 

総務省においては、速やかな事業者間協議を促

す必要があり、本審議会としては、その進捗状況を

随時確認しながら、利用者保護の観点も踏まえ、二

次答申に向けて整理を図っていく。 

意見６－18 加入電話・公衆電話発携帯電話着の利用者料金について、メタルＩＰ電話移行に際し、更

なる低廉化と事業者間での料金格差是正を検討すべき。 
考え方６－18 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定について 

 

【意見内容】 

加入電話・公衆電話発携帯電話着の利用者料金については、加入電話間の利用料金に比べ極めて高額な設

定となっており、メタルＩＰ電話移行に際して、最低でも光ＩＰ電話発・携帯電話着の通話料金並みに引下げるととも

に、更なる低廉化と事業者間での料金格差是正の検討を求めます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

御指摘のとおり、固定電話発携帯電話着におけ

る携帯事業者が設定する通話料金については、中

継事業者が設定する料金と比較し高額となる傾向

があり、また、電話網移行円滑化委員会において

も、そのような現状を認識している利用者が少ない

のではないか等の指摘があったこと等を踏まえ、一

次答申（案）においては、利用者料金を設定する事

業者にはその設定料金を利用者にわかりやすく周

知する努力を行う必要があるとし、当面の取組とし

て、総務省に対し、携帯電話事業者への意識喚起

を行うことを提言している。 
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また、利用者料金の設定を行う事業者について

は、まず、事業者間協議により決められるものであ

るが、サービスの提供をどの事業者から受けるか

は利用者が選択するものであることから、料金の設

定を行う事業者も利用者が選択できる形となってい

ることが望ましく、総務省の過去の裁定方針におい

て「発信利用者が自己の判断により、どの事業者の

提示する料金を支払うかを選択することができる」こ

との重要性が示されており、このことにより事業者

間の競争が促進され、料金の低廉化・多様化の効

果が期待されるところである。したがって、利用者料

金の設定に係る事業者間協議では、そうした点も考

慮して行われることが望ましい。 

意見６－19 手動で事業者識別番号を付ける必要があるものの中継事業者が設定する料金の方が割

安で市場に貢献している。中継事業者が設定する固定電話発携帯電話着にマイライン機能が備わ

れば、提供価値が向上し、利用者にとっても選択の幅が広がり、また競争の活性化に繋がる。 

考え方６－19 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定について  

 

【意見内容】 

・ 固定電話発携帯電話着の料金が相対的に高額であることが指摘されておりますが、加入電話であれば手動

で事業者識別番号を付ける必要があるものの中継事業者が設定する料金の方が割安で市場に貢献していると

言えます。 

ＩＰ網への移行に当たり、マイライン機能の取り扱いについて問われているところですが、上記に鑑みて、中継

事業者が設定する固定電話発携帯電話着にマイライン機能が備われば、提供価値が向上し、利用者にとっても

選択の幅が広がり、また競争の活性化に繋がるものと考えられます。 

中継事業者の設定におけるマイライン機能の具備もご検討されることを要望いたします。 

 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

マイライン機能の扱いについては、考え方６－７

のとおり。 

意見６－20 利用者料金設定権は事業者間の協議において決定されるべきものという原則を明確化し

た点について賛同。利用者へのわかりやすい周知に努め、真摯な協議を実施していく。 
考え方６－20 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定について 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 
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【意見内容】 

利用者料金設定権について、「その事業者のサービス提供戦略に大きく関わるところであり、また、個々の接

続の形態によりサービスの提供の形態も異なってくるため、まずは事業者間の協議において決定されるべきもの

とは考えられる。」という原則について明確化された点について賛同し、当社が設定する利用者料金についても、

引き続き、利用者へのわかりやすい周知に努めていく考えです。 

なお、本一次答申（案）に示された基本的視座の一つである「経済性・簡便性」の観点を踏まえれば、ＩＰ網移行

後においては、固定電話発携帯電話着の利用者料金設定権を発側事業者が持つこともやむを得ないものと考え

ます。 

 

【株式会社ＮＴＴドコモ】 

【意見内容】 

賛同します。利用者料金設定権について、まずは事業者間の協議において決定されるべきものと考えており、

今後も真摯に協議を実施していく考えです。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

意見６－21 設定料金を利用者にわかりやすく周知すべく努力し、利用者料金設定の在り方について

事業者間の協議に真摯に応じる。なお、固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定に関して裁定

制度が利用された際に公表された方針では「発側利用者が、呼ごとに事業者識別番号を付さない場

合には、これまでどおり携帯電話事業者の料金設定とすること」と結論付けている。 

考え方６－21 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定について 

 

【意見内容】 

当社は、固定電話発・携帯電話着の利用者料金を設定する事業者として、その設定料金を利用者にわかりや

すく周知すべく努力します。 

また、ＮＴＴ東・西の加入電話のメタルＩＰ電話への移行にあたっての固定電話発・携帯電話着の利用者料金設

定の在り方について、事業者間の協議に真摯に応じる所存です。 

なお、答申案の指摘のとおり、どの事業者が利用者料金の設定を行うかは事業者間の協議において決定され

るものであり、ＮＴＴ東・西の加入電話発・携帯電話着の利用者料金については、平成８年にＮＴＴと携帯電話事業

者間の合意により、携帯電話事業者が設定することとなったことが「料金設定の在り方に関する研究会報告書

（※１）」にも記載されています。 

また、その後に固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定に関して裁定制度が利用された例がありますが、

答申にあたって公表された方針（※２）では、主にＩＰ電話発携帯電話着の通話の利用者料金設定についての考

え方が示されており、ＮＴＴ東・西の加入電話発・携帯電話着の通話については、「発側利用者が、呼ごとに事業

考え方６－18のとおり。 
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者識別番号を付さない場合には、これまでどおり携帯電話事業者の料金設定とすること」と結論づけています。 

※１ 「料金設定の在り方に関する研究会報告書」（平成 15 年 6 月 17 日） 

※２ 「固定電話発携帯電話着の料金設定に関する方針」（平成 15 年 6 月 25 日） 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見６－22 「着信側の携帯電話事業者が利用者料金を下げるインセンティブが全くなく、競争が働く

余地がないため、発信側事業者が料金設定権を持つように議論を進めるべき」とする委員会での指

摘や過去の裁定方針に示された考え方等を十分考慮しながら事業者間協議がなされることが望まし

いとした答申（案）に賛同。 

考え方６－22 

【意見対象箇所】 

６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定について 

 

【意見内容】 

固定電話発・携帯電話着通話の料金設定について、「着信側の携帯電話事業者が利用者料金を下げるインセ

ンティブが全くなく、競争が働く余地がないため、発信側事業者が料金設定権を持つように議論を進めるべき」と

の電話網移行円滑化委員会におけるご指摘や、「本件に関しては、そういった点も十分考慮しながら事業者間協

議がなされることが望ましい。」といった一次答申（案）の考え方に賛同いたします。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

一次答申（案）に賛成の御意見として承る。 
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７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 関係 

意見７－１ メタル収容装置維持限界後の提供形態は、光回線への移行ありきでなく、無線等を含め

様々な選択肢から最適な方法を検討すべきであり、音声サービスのためだけに、現にメタルで提供し

ている「固定電話」のお客様を光ＩＰ電話に全面的に移行させる必要はなく、今から特定の技術や提供

形態を前提にすることは避けるべき。また、光ＩＰ電話は現在の固定電話と同等の料金水準で電話サ

ービスだけを利用したいというニーズに応えられるものではない。ただし、無電柱化エリア等において

メタルの再敷設が非効率となる場合は、最適な方法を選択可能とし、できる限り効率的に音声サービ

スを提供できるようにすべき。 

考え方７－１ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ 固定電話の将来的な提供形態は光への移行ありきではなく、様々な選択肢から最適な方法を検討すべき 

一次答申（案）では、随所に「固定電話」の最終移行先が光ＩＰ電話であり、メタルの「固定電話」と同等の基本料

水準での光ＩＰ電話の単独提供の必要性及び可能性について検討が必要との考えが示されていますが、メタル収

容装置（加入者交換機）維持限界後の提供形態は、光回線への移行ありきでなく、無線等を含め様々な選択肢か

ら、その時点の需要、技術動向及び経済性を踏まえて最適な方法を検討すべきであり、こうした多様な選択肢が

ある中で、音声サービスのためだけに、現にメタルで提供している「固定電話」のお客様を光ＩＰ電話に全面的に移

行させる必要はないと考えます。また、光ＩＰ電話は光ブロードバンドサービスに重畳する１オプションサービスとし

て提供しているものであり、現在の「固定電話」と同等の料金水準で電話サービスだけを利用したいというニーズ

にお応えできるものではありません。変化の速い情報通信市場において、今から特定の技術や提供形態を前提

にすることは、お客様利便を損ないかねないため、避けるべきと考えます。 

ただし、例えば、無電柱化（ケーブル地中化）エリア等において、メタルケーブルを再敷設することが非効率とな

る場合については、光や無線等を含め様々な選択肢から最適な方法を選択可能とするよう検討を加速し、できる

限り効率的に音声サービスを提供できるようにしていくべきと考えます。 

 
【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

考え方２－３のとおり。 

意見７－２ 光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスにプライスキャップ規制を導入する必要はない。光ＩＰ

電話や光ブロードバンドの普及拡大は、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行により固定電話をいか

に維持していくかという今回の議論とは切り離すべき。 

考え方７－２ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

考え方３－21のとおり。 
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【意見内容】 

光ＩＰ電話や光ブロードバンドの競争政策については、本議論とは切り離すべき 

光サービスの普及拡大は、多様なプレイヤーが光を活用して提供する様々なアプリケーションやコンテンツ等を

充実していくことにより実現していくものと考えます。 

私どもは、こうした考えのもと、一昨年より「光コラボレーションモデル（光のサービス卸）」の提供を開始したところ

です。その結果、光回線やその上で提供される１アプリケーションである光ＩＰ電話についても、多様なプレイヤーの

サービスとして提供されており、こうしたプレイヤーにとってのビジネスの自由度や柔軟性を確保する観点から、原

則自由な競争に委ねるべきであると考えます。例えば、プライスキャップ規制は、競争原理が機能しにくい市場にお

ける料金規制であり、現に市場競争下で価格が決定されている光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスに本規制を

導入する必要はないと考えます。 

このように、光ＩＰ電話や光ブロードバンドの普及拡大と、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行により固定電話を

いかに維持していくかという今回の議論とは直接関係しないことから、本議論とは切り離すべきと考えます。 

 

【日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

【意見内容】 

メタル収容装置については、2025 年以降もできるだけ長く使っていく考えですが、情報通信の世界は、技術の変

化が激しく、音声通信市場自体大きく変化していく中で、2025 年以降のニーズや技術動向等を見通すことは困難で

あり、今からメタル収容装置の稼働期間やメタル回線の扱いについて明らかにすることは困難です。 

このように不確実な状況の下、特定の技術や提供形態を前提にして将来の検討を行うことは、かえって手戻りが

多くなりコスト増を招くおそれがあり、結果としてお客様や事業者の混乱や負担増を招きかねないと考えます。 

メタル収容装置の維持限界後の提供形態は、光回線への移行ありきでなく、無線等を含め様々な選択肢から、

その時点の需要、技術動向及び経済性を踏まえて最適な方法を検討すべきであり、こうした多様な選択肢がある

中で、音声サービスのためだけに、現にメタルで提供している「固定電話」のお客様を光ＩＰ電話に全面的に移行さ

せる必要はないと考えます。 

なお、現在提供している「加入電話相当の光ＩＰ電話（光回線電話）」については、震災復興エリアや新興住宅地

等においてメタルケーブルとの二重投資を避ける観点で限定的に光ＩＰ電話の単独提供を実施しているものであ

り、これを面的に展開することは、宅内配線工事やＯＮＵの設置といった光回線への切替コストや、未提供エリアの

光化や提供エリアにおける光ケーブルの追い張り等の莫大な投資コストが追加的に必要となるため、無電柱化エリ

アといった特殊な事例を除き、採り得ません。 

また、光サービスの普及拡大は、多様なプレイヤーが光を活用して提供する様々なアプリケーションやコンテンツ

等を充実していくことにより実現していくものと考えます。 

当社としては、こうした考えのもと、一昨年より「光コラボレーションモデル（光のサービス卸）」の提供を開始した

ところです。その結果、光回線やその上で提供される１アプリケーションである光ＩＰ電話についても、多様なプレイ

ヤーのサービスとして提供されており、こうしたプレイヤーにとってのビジネスの自由度や柔軟性を確保する観点か

ら、原則自由な競争に委ねるべきであると考えます。 

このように、光ＩＰ電話や光ブロードバンドの普及拡大と、固定電話網からＩＰ網への円滑な移行により固定電話を
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いかに維持していくかという今回の議論とは直接関係しないことから、本議論とは切り離すべきと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

意見７－３ ＮＴＴのＦＴＴＨ網は、ＮＧＮの競争環境整備と同様に、公共性を優先した接続ルールの整備が不

可欠であり、競争事業者の利益を優先する規制緩和は厳に慎むべき。 
考え方７－３ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴのＦＴＴＨ網は、ＮＧＮ網とタイアップする基幹アクセス網といえます。ＮＧＮの競争環境整備と同様に公共性

を優先した接続ルールの整備が不可欠です。競争事業者の利益を優先する規制緩和は厳に慎むべきと考えま

す。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

ＮＴＴ東日本・西日本が設置する加入光ファイバ

は、第一種指定電気通信設備に指定され、当該設

備との接続に関する接続料及び接続条件の公平

性・透明性や接続の迅速性等を確保するための規

律の適用を受けており、引き続き、当該設備に対す

る適切な規律の適用を通じて、公正な競争環境と利

用者利益の確保を図っていく必要がある。 

意見７－４ 今後、メタル電話の提供料金等の光ＩＰ電話への移行を検証するに当たっては、メタル電話

と光ＩＰ電話は歴史的経緯が異なることを念頭において検討すべき。移行ありきで加入光ファイバに係

る接続料を恣意的に低廉化させるようなことはすべきではない。 

考え方７－４ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ メタル電話は、ＮＴＴ殿が公社時代に構築されたメタル回線を用いたサービスのため、設備競争が起こらないこと

から、プライスキャップ規制などの法規制をかけることにより、料金低廉化を促してきました。  

・ その一方で、光ＩＰ電話はＮＴＴ東西殿以外に当社を含めた設備設置事業者がサービスを提供するなど、設備競

争が進展しているため、市場原理によって料金低廉化が実現してきました。  

・ このように、メタル電話と光ＩＰ電話は歴史的経緯が異なるものです。  

・ 今後、メタル電話の提供料金等の光ＩＰ電話への移行を検証するにあたっては、このような経緯を念頭において

検討すべきです。移行ありきで加入光ファイバに係る接続料を恣意的に低廉化させるようなことはすべきではあり

ません。  

・ 加入光ファイバに係る接続料を恣意的に低廉化させてしまうと、ＮＴＴ東西殿から設備を借りる事業者だけが一

方的に有利となり、これまで自らリスクを取って設備投資し、地域のブロードバンド化推進に寄与してきた事業者を

排除することになります。 

・ その結果、設備投資インセンティブが失われ、設備競争やサービス競争が起こらなくなり、利用者利便を大きく

接続料は、能率的な経営の下における適正な原

価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして

第一種指定電気通信設備接続料規則で定める方法

により算定された金額に照らし公正妥当なものであ

ること（電気通信事業法第33条第4項第２号）が求め

られる。 

不可欠設備について、そのような考え方で適正に

算定された加入光ファイバに係る接続料の一層の低

廉化が進むことは、ＦＴＴＨ市場における競争の推進

に資するものである。 
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損ねるものと考えます。 

 

【株式会社ケイ・オプティコム】 

意見７－５ 加入光ファイバに係る接続料の一層の低廉化は重要。まずは「加入光ファイバに係る接続

制度の在り方について」の答申にあるとおり、2019年度に主端末回線接続料を2,000円程度まで低廉

化することが必要。 

考え方７－５ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

一次答申（案）に記載されたとおり、加入光ファイバに係る接続料の一層の低廉化は重要と考えます。そのため、

まずは 2015 年 9 月の「加入光ファイバに係る接続制度の在り方について」の答申にあるとおり、2019 年度に主端

末回線接続料を 2,000 円程度まで低廉化することが必要です。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

考え方７―４のとおり。 

 

意見７－６ アクセス回線の円滑な移行に向けた競争環境を整備するためには、加入光ファイバに係る

接続料の一層の低廉化が必要。 
考え方７－６ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

答申案のとおり、アクセス回線の円滑な移行に向けた競争環境を整備するためには、加入光ファイバに係る接

続料の一層の低廉化が必要であると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

考え方７－４のとおり。 

 

意見７－７ ＮＴＴ東日本・西日本は、メタル収容装置の稼働時期やメタル回線の提供期間を明確にしておら

ず、接続事業者は予見可能性を確保できない。メタル収容装置に関する将来計画について早期に明確化

することを要望。 

考え方７－７ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

メタル収容装置の稼働時期やメタル回線の撤去

時期等については、利用者や事業者の予見可能性

を確保し、円滑な移行を実現する観点から、ＮＴＴは

できる限り速やかに開示することが求められる。 
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【意見内容】 

ＮＴＴ東西は、固定電話網からＩＰ網への移行後（2025 年頃以降）においてもメタルケーブル（回線）を継続利用す

ることを前提として、メタルＩＰ電話を提供することを表明していますが、メタル収容装置の稼働時期やメタル回線の

利用（提供）期間を明確にしておりません。このため、ＮＴＴ東西のメタル回線を利用してサービスを提供している接

続事業者は予見可能性を確保できず、将来の事業計画を立てることが困難です。ＮＴＴ東西には、メタル収容装置

に関する将来計画について、早期に明確化していただくことを要望します。 

 

【一般社団法人 テレコムサービス協会】 

なお、メタル回線の撤去については、一次答申

（案）に示したとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移

行や事業者の事業判断を促す観点から、事業者や

利用者の予見可能性を高めるため、現在ＤＳＬ事業

者を対象とした「４年前ルール」を直収電話事業者に

も適用するなど、ＮＴＴ東日本・西日本による情報提

供についての適切な規律を課すことが必要である。 

【意見内容】 

ＮＴＴ殿はＰＳＴＮからＩＰ網への移行後（2025 年頃以降）においてもメタルケーブル（回線）を継続利用することを

前提に、メタルＩＰ電話を提供することを表明していますが、メタル収容装置の稼働時期やメタル回線の利用（提供）

期間を明確にしておりません。このため、ＮＴＴ東西殿のメタル回線を利用してサービスを提供している接続事業者

は予見可能性を確保できず、将来の事業計画を立てることが困難です。早期に明確化して頂くことを要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

意見７－８ ＮＴＴ東日本・西日本がメタル回線の撤去時期等の情報提供を原則４年前に実施する「４年

前ルール」について、メタル回線を撤去し新サービスへ切り替えるための期間はボリュームに依存す

るため、ＮＴＴ東日本・西日本の撤去計画については、４年前にかかわらず、可能な限り速やかに開示

することを要望。 

考え方７－８ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東西殿がメタル回線の撤去時期等の情報提供を原則４年前に実施する「４年前ルール」について、直収電

話事業者である弊社も通知の対象と認識しています。なおメタル回線を撤去し新サービスへ切り替えるための期間

はボリュームに依存するため、ＮＴＴ東西殿の撤去計画については、４年前にかかわらず、可能な限り速やかに開

示して頂くことを要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

「４年前ルール」については、DSL事業者、直収電

話事業者、これらのサービスの利用者の予見性を高

める観点から導入されることが適当であるが、実際

の運用に当たっては、４年前にかかわらず、可能な

限り早期にＮＴＴ東日本・西日本から接続事業者に対

して情報提供されることが望ましい。 

意見７－９ スタックテストが満たされなかった場合の具体的な対応について早急に明確にするために、

ガイドラインの見直しを実施することに賛同。また、適正性や透明性確保の観点から、接続料に関する

費用や報酬等の情報を、事業者にもより詳細に開示することを要望。 

考え方７－９ 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

総務省においては、一次答申（案）に示したとお

り、公正競争の実効性確保の観点から、接続料と利
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７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

加入電話等のメタル回線に係る市場は縮小しているものの、依然として約 2,000 万回線以上の大きな需要があ

ります。一方、今後は光化が進展していきますが、光ＩＰ電話は現時点ではブロードバンドインターネットの上で提供

されるサービスであり、ブロードバンドを必要としない利用者にとっては加入電話等メタル回線の代替サービスがあ

りません。そのため、接続料水準が不当な競争を起こさないための検証機能であるスタックテストが有効に機能す

る必要があり、スタックテストが満たされなかった場合の具体的な対応について早急に明確にするために、ガイドラ

インの見直しを実施することに賛同します。また、適正性や透明性確保の観点から、接続料に関する費用や報酬等

の情報を、事業者にもより詳細に開示することを要望します。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

用者料金の検証（スタックテスト）により要件が満たさ

れなかった場合の対応を明確にする必要があり、現

在の「接続料と利用者料金との関係の検証（スタック

テスト）の運用に関するガイドライン（2012年７月）」の

見直しについて検討することが適当である。 

意見７－10 接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の在り方について、固定電話をスタッ

クテストの対象から除外することを含め、別途スタックテストを検討する場において議論されるべき。 
考え方７－10 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１  アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の在り方について、これまでの電話網移行円滑化委員会

において具体的な議論が行われていない中で、一次答申（案）において方向付けを行うことは適当ではなく、需要

の減少により競争フェーズから維持フェーズに移行している固定電話をスタックテストの対象から除外することを含

め、別途スタックテストを検討する場において議論されるべきと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテ

スト）の在り方については、これまで電話網移行円滑

化委員会において、第18回委員会（公正な競争の確

保等）、第23回委員会（論点整理）、第24回委員会

（論点整理）、第25回委員会（報告書骨子（案））、第

26回委員会（報告書（案））で取り上げてきたところ。 

「接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテ

スト）の運用に関するガイドライン（2012年７月）」の見

直しについては、考え方７－９のとおり。 

意見７－11 スタックテストの結果、要件が満たされなかった場合の具体的な対応を明確にするよう「接

続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガイドライン」の見直しを検討すべ

き。 

考え方７－11 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の第一種指定電気通信設備に係る接続料については、その水準が不当でないこと確認するため、接

続料と利用者料金の関係についての検証（スタックテスト）が実施されていますが、スタックテストの結果、要件が満

考え方７－９のとおり。 
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たされなかった場合の具体的な対応については、明確になっていないものと認識しています。 

そのため、スタックテストにより要件が満たされなかった場合の具体的な対応を明確にするよう「接続料と利用者

料金との関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガイドライン」の見直しを検討すべきと考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見７－12 加入光ファイバ（シェアドアクセス方式）の接続料についてスタックテストを実施する際には、

予測需要に基づく収容率を適切に用いることが必要。 
考え方７－12 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

答申案のとおり、加入光ファイバ（シェアドアクセス方式）の接続料についてスタックテストを実施する際には、予

測需要に基づく収容率を適切に用いる必要があると考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

一次答申（案）に示したとおり、加入光ファイバ（シ

ェアドアクセス方式）に係る接続料のスタックテストの

実施については、予測需要に基づく収容率を適切に

用いることが求められる。 

意見７－13 ＮＴＴ東日本・西日本は、メタルＩＰ電話の通話料金について、距離区分に依存しない全国均

一の通話料金を設定する方向であることを表明しているが、ＮＴＴ東日本・西日本が設定する利用者料

金の水準と接続料水準が適正であるかを検証し、中継事業者が公平に競争できる環境を維持するこ

とが重要であり、「メタルＩＰ電話のスタックテストの検討に当たって、県間部分に係る接続料も踏まえた

仕組みが考慮される必要がある」とする答申案に賛同。 

考え方７－13 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ法に基づくＮＴＴ東・西の業務範囲規制及びＮＴＴコミュニケーションズが業務範囲規制を受けずに全ての通

話区分を扱うことができている状況に鑑みれば、ＮＴＴ東・西が固定電話市場において県間通話や国際電話を扱う

ことにより全面的・本格的に事業領域を拡大することは、適切ではありません。単に拡大するのみならず、ＮＴＴ東・

西が競争事業者のサービス提供環境に制約を加える形で自らの事業領域を拡大する場合には、更に公正競争環

境に甚大な影響を与えます。したがって、仮にＩＰ化を契機にＮＴＴ東・西が県間通話や国際通話を扱う場合でも、競

争事業者にとっての公正競争条件が後退しないよう、厳格な措置を講ずることが前提になるものと考えます。 

答申案に示されている、ＮＴＴ東・西がメタルＩＰ電話を提供する上で適用されるべきスタックテストも、こうした条件

の一つとなります。 

ＮＴＴ東・西は、メタルＩＰ電話の通話料金について、距離区分に依存しない全国均一の通話料金を設定する方向

一次答申（案）に示したとおり、メタルＩＰ電話のスタ

ックテストの検討に当たって、県間部分に係る接続

料も踏まえた仕組みが考慮される必要がある。 
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であることを表明していますが、ＮＴＴ東・西が設定する利用者料金の水準と接続料水準が適正であるかを検証し、

中継事業者が公平に競争できる環境を維持することが重要です。（別添「補足資料１」参照） 

したがって、「メタルＩＰ電話のスタックテストの検討に当たって、県間部分に係る接続料も踏まえた仕組みが考慮

される必要がある」とする答申案に賛同します。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見７－14  ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴグループの市場支配力が増大することが想定される。競争状況

を的確に把握するためにも、光コラボレーションを利用する大手の事業者について、都道府県毎の提

供者数を公表するための措置が必要。 

考え方７－14 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

光コラボレーションを含めたＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本のＦＴＴＨサービス契約者数の増加により、ＦＴＴＨ市場

におけるＮＴＴグループの市場支配力が増大することが想定されることから、光コラボレーションを利用する事業者

の契約者数も含めて市場動向の詳細について注視する必要があると考えます。よって、ＦＴＴＨ市場における競争

状況を的確に把握するためにも、光コラボレーションを利用する大手の事業者（光コラボレーションの市場において

概ね上位 10 社までの事業者）について、都道府県毎の提供者数を公表するための措置が必要と考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

一次答申（案）では、ＦＴＴＨ市場における競争状況

について分析・検証・報告等を行い、課題が生じた場

合には、その改善に向けた検討を行う必要があると

している。 

なお、当該分析・検証・報告等を行うに当たっては

その基礎となる情報について、当該情報が各事業者

の営業秘密に当たる場合があることも踏まえ、総務

省において適切に対応する必要がある。 

意見７－15 ＮＴＴ東日本・西日本の光サービス卸の料金その他の提供条件は約款化されておらず、透

明性は十分担保されていない。光アクセス回線の重要性が更に増していくことを踏まえ、ＮＴＴ東日本・

西日本の卸役務の提供条件の約款化・接続メニュー化等を検討すべき。 

考え方７－15 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

ＮＴＴ東西殿の光回線の卸売りサービス(光コラボレーションモデル)に係る卸料金は、ＮＴＴ東西殿の原価に基づ

いておらず、加入光ファイバの接続料金が下がっても原則として卸料金に反映されません。事業者に対する卸料金

やその他提供条件はＮＴＴ東西殿が自由に設定している状況です。この状況が継続する場合、利用者料金低廉化

による顧客獲得が困難になってくることから、卸料金の透明性を確保するとともに、卸約款化や接続メニュー化等

により、事業者向けの料金を低廉化させていく必要があります。 

 

ＮＴＴ東日本・西日本が提供する光サービス卸につ

いては、電気通信事業法において、料金その他の提

供条件等の事後届出を義務付け、届出内容を総務

大臣が整理した上で公表することとしており、これに

より、公平性、適正性、透明性を確保することとして

きているが、本制度により所期の目的が達成される

かを含め、総務省においては、制度運用の中で検証

していく必要がある。 
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【ソフトバンク株式会社】 

【意見内容】 

ＮＴＴ東・西の光ＩＰ電話は、加入電話の主な移行先として想定されており、そのベースとなる光アクセスサービス

についても、その重要性がさらに増していくと思われます。 

ＮＴＴ東・西の「光サービス卸」の料金その他の提供条件に係る適正性、公平性は、事後届出制を通じて一定程

度確保されているものの、守秘義務に基づく相対取引であるとして約款化されておらず、透明性は十分に担保され

ておりません。 

「光サービス卸」は、ボトルネック性のある第一種指定電気通信設備としてのＮＴＴ東・西の光アクセス回線を用い

た代替性の無い事業者向けサービスであり、その提供条件についての事業者間協議におけるＮＴＴ東・西の優位

性については、相互接続協議における優位性と変わりありません。マイグレーションの進展に伴い光アクセス回線

の重要性がさらに増していくことを踏まえ、ＮＴＴ東・西の卸役務の提供条件の約款化・公表義務化を検討すべきと

考えます。 

 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

意見７－16 メタル収容装置及びメタルアクセスの維持限界や光ＩＰ電話への移行展望を見通した無電

柱化構想が必要。都市整備計画も含め、国民的な理解が得られる基本方針を策定し、無電柱化の取

組を進めることが重要。 

考え方７－16 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】  

無電柱化の取り組みは、対災害性の確保や景観の向上の観点からも重要であることに異論はありませんが、「Ｉ

Ｐ網への移行の意義や移行に係る情報の開示」の項で指摘したとおり、メタル収容装置及びメタルアクセスの維持

限界や光ＩＰ電話への移行展望を見通した無電柱化構想が必要です。都市整備計画も含め、国民的な理解が得ら

れる基本方針を策定しつつ、無電柱化の取り組みを進めることが重要と考えます。 

 

【ＪＭＩＴＵ通信産業本部】 

 無電柱化に意義があるのは御意見のとおりであ

る。総務省においては、「無電柱化の推進に関する

法律」等に基づき、関係省庁・関係事業者等との連

携の下、無電柱化の重要性に関する国民の理解・関

心を深めつつ、無電柱化の推進に向けた取組を進

めていく必要がある。 

 

意見７－17 ＮＴＴ東日本・西日本はメタルケーブルの再敷設が難しい場合の具体的なアクセス回線の提

供形態等の詳細を早期に提示する必要がある。また、引き込み管路整備等、事業者側で必要な対応

についての議論が必要になる。 

考え方７－17 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

無電柱化に伴い、ＮＴＴが希望を表明している「メタ

ルケーブルを再敷設せず光や無線を使って提供す
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７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、無電柱化等に伴いメタルケーブルの再敷設が難しい場合の具体的なアクセス

回線の提供形態等について、その詳細を早期に提示する必要があると考えます。 

・ また、無電柱化の推進にあたり、アクセス回線を提供するために必要な引き込み管路整備等、事業者側で必要

な対応についての議論が必要になると考えます。 

 

【中部テレコミュニケーション株式会社】 

る」電気通信サービスの可否についての考え方は、

一次答申（案）に示したとおりであるが、まずはＮＴＴ

において、御意見のような考え方があることを考慮し

つつ、当該サービスの具体的な提供方法等につい

て、検討を進めることが望ましい。 

意見７－18 メタルケーブルを再敷設することが非効率となる場合、様々な選択肢から最適な方法を選

択可能とするよう検討を加速し、できる限り効率的に音声サービスを提供できるようにしていくべきと考

える。 

考え方７－18 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

先般の無電柱化の推進に関する法律の施行により、東京都をはじめとする各自治体で無電柱化（ケーブルの地

中化）の取組みが加速することが想定されますが、メタルケーブルを再敷設することが非効率となる場合について

は、光や無線等を含め様々な選択肢から最適な方法を選択可能とするよう検討を加速し、できる限り効率的に音

声サービスを提供できるようにしていくべきと考えます。 

 

【東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社】 

考え方２－３のとおり。また、まずはＮＴＴにおい

て、他事業者から意見７-17のような考え方が示され

ていることも考慮しつつ、当該サービスの具体的な

提供方法等について、検討を進めることが望ましい。 

意見７－19 公衆電話やFAX等の既存端末装置についても、利用者保護の観点から位置付けを明確に

するよう要望。 
考え方７－19 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】  

これまでの検討においてあまり議論されていない公衆電話や FAX 等既存端末装置についても、利用者保護の

観点から位置付けを明確にしていただくよう要望いたします。 

 

【一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会】 

公衆電話については、2015年11月にＮＴＴが発表

した構想において、基本的な音声サービスとして、ＩＰ

網移行後も提供を継続していく考えが示されている。 

ファクシミリによる通信の取扱いを含め、ＩＰ網への

移行に伴う技術基準等については、一次答申（案）

に示したとおり、専門的・技術的見地から、情報通信

技術分科会ＩＰネットワーク設備委員会において詳細

な検討を行うことが適当である。 
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意見７－20 無線を利用する0AB～J電話サービスは、競争環境を毀損しない為にも、光ＩＰ電話等への

移行と関係なく進めるべき。 
考え方７－20 

【意見対象箇所】 

７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

 

【意見内容】 

無線を利用する 0AB～J 電話サービスは、競争環境を毀損しない為にも、光ＩＰ電話等への移行と関係なく進め

るべきと提言します。その理由は４つ 

（１） ＰＳＴＮ方式が終了することにより、現状の設備が用いれなくなり競争環境が潰えてしまう 

（２） 光ＩＰ電話を進める場合の『基本料金』が、ダークファイバーを用いることによって、ドライカッパーを用いるメ

タル回線より高くなっても、利用者は選択肢を有せない 

（３） 無線を利用する形態かつ携帯電話回線を用いる Fixed-Mobile 方式であれば、MVNO 事業者（ケーブルテ

レビ事業者含む）などＮＴＴ東日本殿・西日本殿以外のサービス提供者の参入も可能となる 

（４） 無線を利用する形態のうち携帯電話回線では、定額通話サービスが存在していることから、0AB～J 電話

の番号ポータビリティ制度が実現すれば、『通話料金』の価格競争も見込める 

と考えるからです。 

なお、一部の MVNO 事業者からは、既に 03 番号（03-xxxx-xxxx）をスマートフォン契約できるサービスが提供さ

れています。  

これは東京 23 区内に居住せずとも 03 番号を使うため、現状の 0AB～J 電話サービスを置き換えるものではあり

ませんが、0AB～J 番号を無線を使って提供していることに変わりありません。よって、このようなサービスは許可さ

れていることから、“「メタルケーブルを再敷設せず光や無線を使って提供する」電気通信サービスの可否につい

て”のご検討は、早急に着手されるべきであり、まずはＮＴＴ東日本殿・西日本殿以外のサービス提供者（ＫＤＤＩ殿、

ソフトバンク殿、楽天コミュニケーションズ殿など）にも意見聴取を行われますよう、提言します。 

 

【個人Ｅ】 

03 スマホ | b-mobile 

http://www.bmobile.ne.jp/03sumaho/ 

日本通信株式会社 

 

考え方２－３のとおり。 
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８．その他 

意見８－１ 無線通信網の状況について、各社 HP 上での表示が誇大広告と言わざるを得ないものがあ

る。現状を反映させた情報提供を各社に希望する。 
考え方８－１ 

【意見対象箇所】 

 

【意見内容】 

現在の無線での通信網の状況について、各社HP上で表示がありますが、誇大広告といわざるおえないような情

報提供を行っている会社がございます。先日、上記の事に関係して、無線での情報通信導入のために某社の端末

を取り寄せて，実感した次第です。これは単なる偽りでは済まない状況で、HPで調べて携帯電話が使えると考えて

登山される方が、実際には電波が届かず人命救助に時間がかかったケースが昨年ございました。人命にも関わる

内容ですので、もう少し現状を反映させた情報提供を各社にお願い頂けないでしょうか？ 

 

【個人Ａ】 

サービスの内容は適切に利用者に伝えられる必

要があり、そうした見地から、電気通信事業者の取

組を促していく必要がある。 

意見８－２ ２０２５年は携帯電話網が５Ｇ時代になり、光ファイバーも多くは不要になると想定。２００ＭＨ

ｚ帯を使うことで固定電話等にも十分に対応可能。 
考え方８－２ 

【意見対象箇所】 

 

【意見内容】 

２０２５年を考えると携帯電話網は５Ｇ時代です。 

２００ＭＨｚ帯（１７０～２２２ＭＨｚ）はＬＥＴ化をいいだしました。私が言いたいのは全体として、こうした事情を委員

が知っているとかいうことです。それと５Ｇ時代には最大１０Ｇｂｐｓと言われており、光ファイバーも多くの家等では

不要になるのではないかと思うのです。 

私は２００ＭＨｚ帯を利用して、国や地方公共団体（都道府県、市町村等）を主体に、ユニバーサルサービスとして

固定電話と同報無線の戸別無線端末、さらに人口の少ない地域には２００ＭＨｚ帯ＬＴＥ化で５Ｇ時代にも十分に対

応できると思うのです。 

自動車の自動運転を含めて過疎地では使えないかということです。 

そうしたら携帯電話会社は過重な負担に苦しまなくても人口の多い都市部のみに５Ｇの設備投資を集中できま

す。 

ＮＴＴも固定電話からは手を引いて、それは同報無線等があるので国や地方行政が主体（５０％程度出資する。）

となり、ＮＴＴやＫＤＤＩ等の電気通信事業者、ＣＡＴＶ事業者等で共同出資（固定電話やＤＳＬをやっている企業等）し

て新しい会社も作ればどうかと思うのです。 

この会社は国主導だから、ＮＴＴやＫＤＤＩ等の電話局や携帯基地局を借りて、キチンとお金を支払い、光ファイバ

ーと無線回線（マイクロ波以上の無線通信回線）により二重化されていることが必要です。このためには安い無線

回線の無線機も必要です。ＮＥＣのパソリンクのような安い無線機を大量に生産してください。 

今のＮＴＴの関係者は新しい端末を全家庭や事業者に配布して、その端末を使い勝手のよいように電話番号等

５Ｇのモバイルサービスが、全ての提供条件、提

供エリアカバレッジにおいて光ファイバのアクセス回

線を用いたサービスと代替的になることは現時点で

見通すことはできないが、技術動向、市場動向を今

後も注視しつつ、政策展開を行っていく必要がある。 
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も入れてあげる作業をしたら仕事はあると思うのです。端末の大きさは現在の固定電話と同じ大きさにしてお年寄

りが違和感のないようにします。それにテレビともつなげられるようにしたら行政機関の情報もわかりやすくなりま

す。テレビにつなぐのも WiFi 環境でもできるようにと思っているのです。 

総務省は課単位でバラバラの方針をたてるのではなく、全体（国）とした方策をたてて、電波行政も含めて新しい

やり方をやるべきです。 

それに無線化したら必然的に無電柱になります。私はＮＴＴのとう道や管路を強電に使うことができないかと考え

ているのです。そのためにはメタリックケーブルが邪魔なのです。 

５Ｇの時代になれば光ファイバーも携帯基地間を結ぶものに限定されると思うのです。 

 

【個人Ｃ】 

 


